
対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

001 3 　都市計画マスタープランは川崎市の計画の最上位
に位置づけられるものであり、行政が住民に約束する
基本的な計画である。このことを明快に書き込んでほ
しい。素案説明会を聞くと再生プランが上位であるか
のような説明だったが、それは誤りではないか。

御指摘の都市計画マスタープランの位置づけについ
ては、策定の趣旨等素案P32 都市計画マスタープラ
ンの位置づけ、及びP5【計画の体系】で示すとおり、
市が定める都市計画の基本方針として、本市の「基本
構想」と「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」に即するものとして、都市計画法第18条の2　にお
いて規定されており、都市計画マスタープランの上位
計画となっております。その上で、総合的、かつ、計画
的な行政運営を図るため、川崎再生フロンティアプラ
ンで示された実行計画や政策領域別基本計画、事業
計画と整合を図っております。
なお、本市の都市計画マスタープランは、策定の趣旨
等素案P4 2(5)に示すとおり、公民の役割分担を踏ま
えたまちづくりの指針として活用しているものであり、
文章表現についても同素案P8 6(3)において実施主
体等によって表現方法を整理しております。したがっ
て、計画の実現・推進方策においても、同素P12以降
に示すとおり、市民、事業者、行政の役割分担や市
民・行政との協働のまちづくりの推進が不可欠と考え
ております。

002 どの時点から20年なのか。 都市計画マスタープランは、市の「総合計画（川崎再
生フロンティアプラン）」や県の「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」と整合を図ってきておりま
すが、目標期間の「おおむね20年後」という設定は、
おおむねの目安として設定しており、策定した時点か
らの想定となっております。

003 　都市マスでは、多摩川プランなど他の計画に委ねて
いるようだが、どのような関係になっているのか。

策定の趣旨等素案P4 2(4)及びP5【計画の体系】にお
いて示すとおり、多摩川に関する政策領域別基本計
画として整合を図っております。

004 　策定の趣旨等に記述されている都市計画審議会及
び都市マス小委員会に区民は入っているのか。

現在、本市の都市計画審議会の委員構成は、学識経
験者や関係行政機関等の他に、市議会議員５名、市
民４名（公募３名、川崎市全町内会連合会長１名）と
なっております。また、同審議会都市計画マスタープ
ラン小委員会は、学識経験者を中心とした構成となっ
ておりますが、市民委員の方もオブザーバーとして参
加していただきアドバイスを頂いております。

005 　今年度中に決定とあるが、都市計画審議会で決定と
は、どういうことか教えてほしい。議会で決めるというこ
とですか。

説明会、縦覧等を行い、市民意見を広く伺った上で、
都市計画審議会に諮問・答申し、都市計画決定では
ございませんが、行政計画として決定してまいります。
なお、都市計画マスタープランは議会で議決された
「川崎市基本構想」に即して定めるもので、議会での
議決を行うものではありません。

006 　決定過程が市民に見えない。その過程に市議会は
どのように関係してくるのか。

これまで市政だよりやホームページ等で都市計画審
議会のお知らせを行ってまいりました。都市計画審議
会には、市議会議員5名が委員となっているとともに、
素案の段階でまちづくり委員会への報告や全議員へ
の素案配布（選出区毎）等を行っております。

007 　区の素案（区民提案）は５つの分野別で構成されて
いるが、今後５つの分科会を開いて議論していくの
か。

今後、分科会等を開いて議論していくものではありま
せん。都市計画マスタープランは、公民の役割分担を
踏まえたまちづくりの指針として活用するものです。
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008 中学校での素案説明会
　各区で説明会、縦覧により意見を募集しているが、
中学校を対象にして学校別の説明会を行って計画の
実現時期に川崎市民として成人しているであろう中学
生の意見を聞いてはどうか。子ども達にとって、自分と
自分が住んでいる市・町との関わりに目を向ける良い
機会になると思います。

広く市民の意見を反映させたマスタープランとするた
めに、策定の趣旨等素案P６　（２）決める参加　の項に
おいて示すとおり、素案説明会の開催や素案の縦
覧、パブリックコメント等を実施してまいりました。今
後、都市計画マスタープランの見直しに際して、御意
見の趣旨についても検討させていただきます。

009 これからを担う若い人が説明会に出席できるように、
土曜に開催すべき。

今後、都市計画マスタープランの見直しに際して、御
意見の趣旨についても検討させていただきます。

010 8 　策定趣旨、推進方策等に文章表現について整理さ
れていますが、例えば中原区構想のP31などに「・・・を
図ります」という表現があります。図りますはどのような
位置づけになるのか整理してほしい。

御意見の文章表現について再整理してまいります。

011 8 　策定の趣旨等の中で「検討します」等の語尾表現が
記載されているが、全区の基準となっているのか。

策定の趣旨等素案P8　（３）文章表現について　の項
については、都市計画マスタープラン素案の全体構
想、区別構想すべての基準として策定しております。

012 8 策定の趣旨等素案に語尾の表現が記述されている
が、他の政策領域別計画でも同様の語尾表現で整理
されているのか。

策定の趣旨等素案P8　（３）文章表現について　の項
については、都市計画マスタープラン素案独自の表
現として整理しております。

013 8 　「検討します」という表現は、あいまいで信用に欠け
るように感じる。これに替わる表現を検討願う。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針となることから、行政計画として責任を持っ
て記述していく必要があると考えております。
策定の趣旨等素案P8　（３）文章表現について　の項
に示すとおり、実施主体が決定していない事項や、目
標の実現に向けて、庁内・関係機関・市民等との協
議・調整・検討が必要な事項については、「検討しま
す」という表現がふさわしいと考えております。

014 13 　長期の都市計画マスタープランのタイムスケジュー
ルとアクションプログラムの構成、時間をかけた住民へ
の説明会開催
　多摩区構想素案の骨格については大きな異論はな
い。ただし、20年という長期間にわたる構想のため、空
白が生じないよう短期（１年～６年）、中期（７年～13
年）、長期（14年～20年）にわたる計画案について、各
項目の達成度合いが必要です。達成スケジュールの
ないものは机上論であり実現性に乏しい。区民として
も他人事で、一生懸命汗を流しているのは行政関係
者のみとなる恐れあり。主要項目でも良いので（骨格と
なるもの）実施状況が把握できるタイムスケジュールが
（短期・中期・長期）作成され、年間四半期ごとあるい
は半年ごとに報告されるか、閲覧できるものがあれ
ば、区民に斬新さをもたらし長期間、他人事とならな
い身近なプランニングとして実行スケジュールが浸透
していくものと思います。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針であり、個別の事業計画とは異なることか
ら、達成スケジュールを明示することは行っておりませ
んが、道路・公園等の都市施設の計画目標、市街地
開発事業の計画目標については、優先的におおむ
ね10年以内に取り組む事項を示しております。
なお、具体的な進行管理手法については、今後検討
を行ってまいります。

015 13 　策定の趣旨等での策定期間20年程度とのことだが、
案件ごとに3年・5年・10年・15年・20年（あるいは短
期、中期、長期）で達成ゴールを設定しないと行政も
市民も達成意欲が出ないのではないか。同様に、案
件ごとに、主管事業局とそこが作る実行プランの提出
時期を入れた一覧表を作成してください。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針であり、個別の事業計画とは異なることか
ら、達成スケジュールを明示することは行っておりませ
んが、道路・公園等の都市施設の計画目標、市街地
開発事業の計画目標については、優先的におおむ
ね10年以内に取り組む事項を示しております。
したがって、案件ごとの一覧表を都市計画マスタープ
ランとして作成することは想定しておりません。
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016 13 　都市計画マスタープランは20～30年先を見込むと
なっているが、私達住民のライフサイクルは、長寿命
化に伴いもっと長くなっている。人生の途中で、しかも
老年期に入り経済力も知力も衰えた頃に周辺が激変
するのは困る。例えば、20年後に住宅地が商業地に
なったり、逆に住民が少なくなって周辺が過疎化して
暮らしにくくなるようなことが起きたりしたら、新しい生
活地を探して新規まき直しをできような力は残ってい
ない。従って、もっと先までを計画に組み込んでほし
い。
　また、現在生じている行政上の課題、例えば交通輻
輳地点の解消、緊急時の避難通路の安全性の確保、
防災避難場所の確保、危険エリアと居住エリアの分離
などは日本においては長期的に取り組まないと解決
できない課題である。
　このようなことを考えれば、都市計画マスタープラン
は、少なくとも50年先の都市の姿を描くことが必要であ
ろう。ぜひ、このような方向性を盛り込んでほしい。

長期的な視点を持って都市計画マスタープランを策
定することが必要であると考えておりますが、今後50
年先の社会経済情勢、都市の状況等を予測して策定
することは極めて難しいことから、本市の都市計画マ
スタープラン素案では、おおむね20年後の都市の将
来像を見据えて策定しております。
御意見の中で挙げられた個別課題については、全体
構想素案及び区別構想素案の分野別方針の中に反
映されているものと考えております。

017 　５年先の予想もはずれるのに、という担当者の嘆きは
わかるが、日本全体では少子化が進み、特に生産年
齢人口が大幅に減ることを考慮して、無駄な市街地拡
張や、高密度化、高層化を図らないようにしていただ
きたい。川崎市の人口推移の傾向についても他の都
市よりも５～10年遅れる程度で、大差はないと思う。発
展！、拡大！ではなく、50年後に、生き生きとした落ち
着いた暮らしができる豊かな都市にしたい。

御意見の趣旨については、全体構想素案及び区別
構想素案の中原区構想素案の中に反映されているも
のと考えております。

018 13 　川崎区から始まっての策定ですが、時間がかかりす
ぎています。各区の構想は各区役所がある程度、策
定できる体制整備／人材育成を行って、次回の策定
時には全体として、２～３年で策定できる組織作り・仕
組み作りが必要です。

御意見の趣旨を踏まえ、今後の都市計画マスタープ
ランの見直しに際して、参考とさせていただきます。

019 13 市民の活動、発意を「支援」していくことが示されてい
ますが、全てを市民自らで形にしていくのは、人材の
面でも難しいです。多くの内容を「絵に書いた餅」に終
わらせないためにも、何らかのきっかけ作り、支援体制
を整えていくことが必要です。
　行政と市民が協働で行う、全市の範囲、区の範囲に
おける、長い目で見た進ちょく管理、あるいは計画推
進の仕組み作りが必要です。

御意見の趣旨を踏まえ、都市計画マスタープランの実
現に向けて、今後、市民主体のまちづくり活動を支援
する体制、仕組みを整えてまいります。

020 　１．財源の創出：財源の創出がないと実行に対する
不安が募る。
　２．行政組織間の横縦が通った実行計画であって欲
しい。
　　　２－１．ムダの排除
　　　２－２．必要なものを、必要な時期に、必要な場
所へ
　　　２－３．維持管理の明確化

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針であり、個別の事業計画とは異なることか
ら、財源については記述しておりませんが、個別事業
の財源の裏づけを持った実行計画を定めている市の
「総合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を
図って策定しております。
2項目の御意見については、市政に関する御意見とし
て、今後の参考とさせていただきます。

021 　理念的であるマスタープランの進行管理（PDCA）を
どうやって具体的に評価するのか。どのように進行管
理するのかまで、マスタープランの中に記述すべきで
ある。
　また、プランの中で、予算や期限がないと進行管理
（PDCA）できないのではないか。マスタープランの実
現にはどのくらいの予算が必要となるのか。
　そういった予算的な担保や事業の予定年度をいれ
るべきである。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針であり、個別の事業計画とは異なることか
ら、達成スケジュールを明示することは行っておりませ
んが、道路・公園等の都市施設の計画目標、市街地
開発事業の計画目標については、優先的におおむ
ね10年以内に取り組む事項を示しております。
また、予算的な担保については、個別事業の財源の
裏づけを持った実行計画を定めている市の「総合計
画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図って策
定しております。
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022 　マスタープランの策定経過において、現在は中間に
あたると思うが、今後マスタープランを地域にどのよう
に浸透させていくのか。

都市計画マスタープランの実現に向けて、今後、市が
主体となるものは、案の縦覧、ホームページでの公
開、説明会等によりその都度周知してまいります。な
お、市民が主体となるものは、市民主体のまちづくり
活動を支援する体制、仕組みを整えてまいります。

023 　地域で問題が挙がってからでは、すでに手遅れに
なっていることが多い。市民が本気で地域の課題を解
決しようとする時に、行政がどれだけ手伝ってくれるの
かが重要である。
　素案には地区計画策定が多く記述されているが、そ
んなに簡単にできないのではないか。また、マンション
建設の際に建築協定があっても、強制力がない。これ
ら制度の中身をきちんと市民に周知すべき。

御意見の趣旨を踏まえ、都市計画マスタープランの実
現に向けて、今後、市民主体のまちづくり活動を支援
する体制、仕組みを整えてまいります。
また、まちづくりに関する様々な制度を市民に周知す
る方法についても検討してまいります。

024 地域別構想に法的強制力がないが、どうやって事業
者にやらせるのか。

策定の趣旨等素案P４　（５）公民の役割分担を踏まえ
たまちづくりの指針としての活用　の項において示す
とおり、都市計画マスタープランには大規模な開発行
為や建築行為、土地利用転換に対する法的強制力
はありませんが、誘導指針として活用するものと考えて
おります。

025 実行（具体の事業）の段階で市民は参加できるのか。 具体の事業に対する市民参加については、事業の性
格や事業主体等によって様々な方法が考えられます
ので、各事業の実施段階において各所管部局におい
て具体的に決定されるべきものと考えております。

026 市長が替わると都市マスも新しいものに変わってしまう
のか。

都市計画マスタープランは、長期的に安定が求めら
れるものですが、策定後の社会経済情勢等の変化や
市の基本構想等の動向を受けて、必要に応じて適切
な見直しが図られるものと考えております。

027 　全般にみられる住民発意による主体的なまちづくり
活動を支援するという文言について
　素案全般に多く目立つ言葉ですが意図は理解でき
ます。しかしすべて住民発意を待っていたら進まない
ことが沢山出てきてしまうのではないでしょうか。マス
タープランに計画されたことは行政が進める責任を
もって、積極的に住民との協働をどうとったらよいのか
を本気で考えてもらいたい。住民は思いは強くても推
進の仕方については、よく分からないことが多い。行
政担当者の（課長クラス以下）の熱意とスキルがものを
いうとも、ご一考下さい。

御意見の趣旨を踏まえ、今後の市民主体のまちづくり
活動を支援する体制、仕組みを整えてまいります。

028 　これからの「まちづくり」は行政と市民が協働して取り
組む必要があるということはある程度理解していたうえ
で、素案を拝見させていただきました。
　全体の印象としては良くできているのではないでしょ
うか。ただ、市と市民が協働していくためにはマスター
プランの推進・進行管理とともにマスタープランの内容
を実現させるために地域の市民がどのように参加し、
地域の具体的な問題や提案をどのようにまちづくりに
活かしていくかという仕組み作りとその仕組みを広く市
民に浸透させることが大切だと思います。言葉で言う
には簡単ですが、これを実現していくには大変な労力
と時間と努力、そして市民の理解が必要ですが、職員
の皆様には大きな期待を抱いております。
　都市計画マスタープランと市民参加の「まちづくり」
を広く市民に浸透させ、より良い川崎市となることを期
待するとともに、構想案を拝見しながら、機会があれ
ばぜひ私もまちづくりに参加してみたいと思いました。

素案に対する御期待、御感想、都市計画マスタープ
ラン策定に向けた御支援と考え、都市計画マスタープ
ランの実現に向けて、今後、市民主体のまちづくり活
動を支援する体制、仕組みづくりに取り組んでまいり
ます。

市
民
活
動
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援
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030 　市民の主体的な活動支援の考え方は良いが、市民
はボランティアであってすぐにやめることもできる。活
動を継続し計画を実現していくには、市民の力を活用
するための制度をつくるなどすることが必要。

御意見の趣旨を踏まえ、今後の市民主体のまちづくり
活動を支援する体制、仕組みを整えてまいります。

031 16 　計画の実現・推進方策の中で、「まちづくり推進地域
別構想」を作成すると述べられています。また、「都市
計画マスタープランの見直しを基礎調査等の結果を
踏まえ、おおむね５年ごとの定期的な見直し」と記され
ていますが、具体的な内容が明確でありません。
　つきましては、それらを行う主体（構想作成、検証・
評価の主体）、行政組織担当、スケジュール、内容
（構想、検証評価内容等）について、具体的に回答願
います。
　たとえば、構想策定委員会、検証評価委員会等を
行政・区民・学識者等で編成する組織の立ち上げが
必要ではないでしょうか。

「まちづくり推進地域別構想」と「都市計画マスタープ
ランの見直し」については、策定の趣旨等（案）の中で
その基本的な考え方を示しておりますが、具体的な方
法については現在検討中です。
おおむね5年ごとの定期的な見直しに関しては、説明
会やパブリックコメント（縦覧等）を行い、市民意見を広
く伺った上で、都市計画審議会に諮問・答申し、決定
していくものと考えております。

032 16 　計画の実現・推進方策の中で、「まちづくり推進地域
別構想」を作成すると述べられていますが、具体的な
内容が記されていません。
　行政主体、行政の窓口、スケジュール、構想内容等
について、具体的にお答え願います。

「まちづくり推進地域別構想」と「都市計画マスタープ
ランの見直し」については、策定の趣旨等（案）の中で
その基本的な考え方を示しておりますが、具体的な方
法については現在検討中です。

　全般に第３の公といわれるNPOや市民協働に期待
するところがあるようですが。
　無償の市民活動にも期待はありますが、義務とか責
任についてまわりからとやかくいえません。善意に期
待するのみです。継続が困難になることが、多々あり
ます。
　今の市民活動センター機能や区役所機能のなかで
はNPOや市民力を育て力をつけさせる支援策がぜん
ぜん未整備です。一方市民健康の森施策、多摩川プ
ラン作成施策のように、行政担当者の企画力、施策運
営熱意が住民の潜在力・善意を引き出している良い
施策も見えております。
　NPO事務局に若い人材が職業として成り立つため
の、制度支援の必要性がマスタープランには見えない
ようにも思います。まちづくりコストの低減に期待される
NPO活用であってはならなく、よりきめ細かい住民本
位のまちづくりをしてもらうための活用と、捉えるべきと
考えます。
　したがって、力のあるNPOは、多くのコストを払っても
どんどん活用し、また育てる支援もすべきだと思いま
す。それでも行政の丸抱えで進める場合のコストに比
べれば、大幅に安くできるのではないでしょうか。
　特に最も大切な住民合意形成づくりのまちづくり世
話役NPO人材は大事でこの職能の価値コストを制度
で早期に検討し養成・育成する必要があると思いま
す。
　今回都市計画マスタープランの構成では、区別構想
からさらにまちづくり推進地域別構想が位置づけられ
ました。熟度の高まった地域で順次策定となっており
ますが、この業務推進にはその世話役にふさわしいス
キルのある人材養成・育成が制度作りとして必要と思
います。
　今、各局ばらばらの市民活動支援策がとられている
のがみえます。もっと川崎市当局として大事な課題と
してまちをつくってゆく根幹の要素としての市民活動
支援をして欲しい。（分野によって支援の内容、専門
性もある）
　分野別（分野はいくつもダブル場合もある）に大きな
力をつけさせる、（多くの市民の理解と合意がある）市
民力をつけさせる施策が必要と思います。

029 御意見の趣旨を踏まえ、都市計画マスタープランの実
現に向けて、今後、市民主体のまちづくり活動を支援
する体制（専門家の派遣等を含む）、仕組みを整えて
まいります。
また、区役所における地域のまちづくり拠点としての
整備や計画等の調整機能強化といった区行政改革
の方向性を踏まえた関係区・局との調整を行ってまい
ります。
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033 　まちづくり推進地域別構想の具体的なイメージが出
来ない。策定のスケジュールや窓口等、具体的に示し
てほしい。

「まちづくり推進地域別構想」と「都市計画マスタープ
ランの見直し」については、策定の趣旨等（案）の中で
その基本的な考え方を示しておりますが、具体的な方
法については現在検討中です。

034 　全体構想や宮前区構想で地区計画や建築協定等
の制度が書かれているが、制度の内容など簡単にわ
かるような説明が必要だと思う。他にも専門的な用語
や市独自の計画などわかりにくいものは用語の説明
が必要だと思う。

御意見の趣旨を踏まえ、用字用語の説明を加えてま
いります。

035 　全体意見・麻生区の区民提案にはかなりソフト面の
提案が盛り込まれています。これからますます“市民
自治”、“市民社会”がメインストリウムになろうとしてい
るとき、しかも20年後のまちづくりを考えようというとき
に、私たちは敢えてソフトを重視して討議を重ねてきま
した。都市計画にソフトは必ずしも馴染むものではな
いとは自覚してはおりましたが、やはり・・・と偽らざると
ころでしょうか。地域交通の視点からというサブタイトル
は、別の表現をすれば生活者の視点からといってい
いでしょう。さまざまなアイデアを検討しているとき、私
たちはローカルコミュニティの再生のとっておきのノウ
ハウを見出したような気持ちになったものです。注記
でもどのような方法でも市民はこんな提案をしていま
すという記録を工夫していただきたいと思います。
　上位計画、下位計画があるとするなら、システムはど
のように作られるのか、そのフローを明示していただき
たいとも思います。つい最近、保健福祉センターの職
員から、区民提案の住宅市街地でのアイデアをぜひ
実践したいという声を聞いたばかりです。素案を読め
ば、そんなアイデア、提案もよくわかるように示されて
いる。そんな素案をぜひ作成していただきたいと思い
ます。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針となり、個別具体の事業内容を列記するも
のではありませんが、区民提案で示された個別のアイ
デアについては、法定都市計画以外のいわゆるソフト
面の内容も、可能な限り記述できるように調整をし、現
在の素案となっております。
都市計画マスタープランと他の計画との関係について
は、策定の趣旨等素案P５　【計画の体系】の中で示さ
れているものと考えております。
なお、区民提案につきましては、引き続きホームペー
ジ等で閲覧できるような工夫をしてまいりたいと考えて
おります。

そ
の
他
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036 文書量については、この都市計画マスタープランは、
市民の意見を反映し、おおむね20年後の将来の都市
像を展望し、地域地区等の土地利用の方針や道路・
公園等の市民の生活・経済活動を支える都市施設整
備の方針、市街地整備の方針を明らかにしながら、関
係部局が所管する政策領域別基本計画との整合性を
確保して定めるものとなっており、行政計画として一定
の分量の文書とならざるを得ないものと考えておりま
す。
構成については、本市の都市計画マスタープランは、
「全体構想」、「区別構想」、「まちづくり推進地域別構
想」の三層の構成としており、今回策定する「全体構
想」と「区別構想」は、第２部でめざすべき都市像を示
し、第３部で分野別の基本方針として各区の地域特性
を活かした方針としておりますが、三層目の「まちづく
り推進地域別構想」につきましては、おおむね小・中
学校区や町内会・自治会の区域等の一定の地域を単
位とし、地域の住民等の発意と合意で策定する地域
のまちづくりの方針として、より地域に密着した見地か
ら定めることを想定しております。
優先順位につきましては、都市計画マスタープラン
は、今後市が定める個別・具体の都市計画の基本方
針であり、個別の事業計画とは異なることから、達成ス
ケジュールを明示することは行っておりませんが、道
路・公園等の都市施設の計画目標、市街地開発事業
の計画目標については、優先的におおむね１０年以
内に取り組む事項を示しております。
区役所との関係につきましては、御意見の趣旨を踏ま
え、今後の都市計画マスタープランの見直しに際し
て、参考とさせていただきます。
また、区民会議の運営についての御提案につきまし
ては、関係部局へ伝えてまいります。

文書の内容に対して今コメントするつもりはない。共通
的なことについてコメントしたい。
１． 文書量の多さ
(1) 市民は、鳥瞰的な目線ではなく、蟻の目線から物
事をとらえているものである。そのような観点から、文
書は地域→区の施策とのリンク→市の施策とのリンク
のような構造で示して欲しい。
(2) 一般的に、市のこのような文書は膨大である。か
つ、ミスの指摘がないように文書は吟味され抽象化さ
れる場合がある。こんなことで真面目な市民が見れば
見るほどわからなくなる場合がある。一般市民へは（区
民会議委員も含み）(1)のような構造で、かつ10ページ
（自分の住む地域と区、市全体）などのまとまりのある
文書(この量では言い足りないところが出ても)が欲し
い。
(3) 将来的には、このような文書は、区役所がまとめら
れる能力を持って欲しい(今は本庁と区役所の協働作
業となろうが)。
(4) このように、文書が膨大で総花的でまとまりがなく、
優先順位などもないし、他に仕事を有する市民に、こ
れを読めというのは「読んでいただく」というサービス精
神が足りない。正直言って目を通す気もしない。高津
区の第1回区民会議では都市計画マスタープランなど
説明する時間もなかったが、当然である。こんな大量
のものを説明時間があると思っていた方がおかしい。

２． 区民会議の運営が都市計画マスタープラン実践
に絡むものとして
(1) 区民会議が、準備段階として昨年度どのような準
備をしてきたかは不明である。
(2) 私の推測だが、テーマの抽出や選定には力を注
いできたのかも知れないのだが、その位置付けや運
営方法(文書上は存在するが)について、どのような議
論をしてきたかには大きな疑問がある。
(3) しかし、位置付けや運営方法が行政は勿論、委員
の頭に入っていなければ、実効は上がらない。以前の
区政推進委員会と同じになってしまう可能性が極めて
高い。
(4) このような観点から下記のようなフォーラムの実施
を提案したい。
このようなフォーラムを提案する理由は、①市長から
諸々直接聞きたいところだが、忙しい市長に個人的に
コンタクトなど求めたくない、②行政や市民委員(勿論
私を含め)、区民会議への理解不足は多いだろう、③
このような状況で市長の意図と市民のギャップを埋め
るのは困難である。
このギャップを一挙に埋めるためを目的としている。
こんなことで、フォーラムのイメージは、
メンバー　市側（市長・区長・関連局長）、議員、区民
会議委員(出たい人が出ればよい)
議題　　　区民会議の位置付けと運営について
　　　　（具体的な課題は扱わない：課題は区民会議に任
時間　　　役所に多い2時間では足りないだろうから、3時
現状のままでは(高津区の場合)十中八九、
過去の区政推進委員会の二の舞となりそうである。
言いたいことは山ほどある。
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037 　区民の提案も大事だが、区民の視点、力は小さな範
囲に限られている。行政はプロとして責任を持ってや
るべき。大きなマンションができれば、周辺の交通量
が増えるが、そうした情報を持っているのは行政であ
り、そうした情報を活かして計画を立てるべき。また、
机上のプランではなく、現場を歩いて計画を立てるべ
き。

御意見の趣旨を踏まえつつ、市民、事業者、行政の
役割分担と協働の考え方を重視し、都市計画マス
タープランの推進に取り組んでまいります。

038 　マスタープランの説明会で感じたことですが区選出
の市会議員が誰も出席していなかったと思います。議
員として計画内容の事前説明を受けているとしても、
市民あるいは区民からどのような反応があるのか肌で
感じるために立ち会うのが議員としての仕事ではない
かと感じ、失望した次第です。

御意見として整理させていただきます。なお、説明会
当日の名簿につきましては、個人情報の関係から作
成しておりませんが、多くの区で、市会議員の方も参
加されております。

そ
の
他
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対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

ま
ち
の
現
状
課
題

101 9 ５．個性と魅力が輝くまち　の項について
　この項目に書かれていることをどうやって知ってもら
うか。市内には、川崎大師をはじめ、工場地帯、自
然、歴史、文化の資源、資産（市内の北部にも）が多く
あります。これらの場所を観たいと思います。また、知
らない人に見せたいと思います。この件について、市
外から来た人、市民の親類、知人等が来た時に知ら
せるために市内を一巡する定期観光バスを走らせるこ
とを希望します。
　それは、市民が個々に案内しなくても良くなり、喜ん
で案内すると思います。また、市外から来て利用する
人が多くなり、市民の活性化に貢献すると思います。
全国の主要都市には定期観光バスを行っています。

御意見の趣旨につきましては、素案においても、めざ
すべき都市像や都市環境の方針の中に反映されてい
るものと考えております。また、定期観光バスの運行の
御提案については、政策領域別基本計画等の具体
的な施策に関する御意見として、参考とさせていただ
きます。

め
ざ
す
べ
き
都
市
像

102 11 　基本目標として、「誰もがいきいきと心豊かに暮らせ
る持続可能な市民都市かわさき」をめざして、が掲げ
られていますが、全体として風格が感じられない。「主
権者は市民である」ことが表現されるべき。また、「持
続可能」という言葉は、大変曲者である。経済活動と
環境等との調和が基礎にあると思われるが、現実には
炭酸ガスの排出実態の例を見るまでもなく、経済活動
が優先されているし、開発も止まるところを知らない。
「３活力あふれ躍動するまちづくり」の項にも、「環境と
産業が調和した持続可能な社会をめざし」とあるが、
「持続可能」という言葉を不用意に使わない方が良
い。

市民本位の自治のまちづくりを進めることを基本方針
として、「市民都市かわさき」という表現の中に反映さ
れていると考えております。
また、「持続可能」という表現につきましては、さまざま
な社会経済や環境の変化の中においても、市民が安
心して生きがいと幸せを感じながら生活していくことの
できる「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる」まちづくり
が前提となっており、そのためには経済的な持続性を
はじめ、地球温暖化への取組や廃棄物の発生抑制・
リサイクルの推進、また、環境関連産業の振興や臨海
部の環境技術を活用した国際貢献など、環境面での
持続可能な社会をつくっていくことが重要であると考
えております。都市計画マスタープラン素案では、こ
の考え方をもとに第３章で分野別方針を示しておりま
す。

103 16 　水と緑の骨格構造（全体構想P16）において３つの軸
が設定されているが、（仮称）多摩川軸と（仮称）多摩
川崖線軸に平行して走るニケ領用水は、川崎市が過
去の歴史においてその都市構造を形成してきた骨格
である。現状において下流部を中心に暗渠化が進
み、水と緑の軸としての明示的認識は薄れてきている
にせよ、その重要性は他の２つに劣らないものであ
る。むしろ文化的側面からは他の２つの軸よりも重要
度の高い景観要素（景観軸）と考えられる。よって、
「黙示的な都市軸」としてその他の軸と同等に重要な
位置づけをすべきである。

御意見の趣旨につきましては、二ヶ領用水は他の河
川等とともに多摩川水系として川崎市の骨格を形成し
ているという観点から、市全体の都市構造のあり方を
記述している全体構想素案においては、同素案P16 5
多摩丘陵の緑地と多摩川・鶴見川水系を骨格にし
た、水と緑のネットワークを育みます　の項の中に反映
されているものと考えております。なお、二ケ領用水の
河川・水路につきましては、全体構想素案の都市環
境の方針、多摩区構想素案や高津区構想素案の都
市構造の方針・都市環境の方針等においても位置づ
けております。

104 16 　「全体構想素案」P16　５　多摩丘陵の緑地と多摩
川・鶴見川水系を骨格にした水と緑のネットワークを育
みます　（１）水と緑の将来目標、（２）水と緑の骨格構
造　の項について
　約20年にわたって標記に関する活動を続けている
私達には都市計画マスタープランに、市を主体としつ
つも、市民と協力して水と緑のまちづくり資源を保全
する将来目標を明確にしたことは、大きな喜びです。
生田緑地を中核とした多摩丘陵の多摩川崖線の斜面
緑地の保全、多摩川、二ヶ領用水を中心に水辺空間
の水と文化を伝え、潤いのあるまちなみ形成に大切な
環境資源の保全・再生など、ひとつひとつを具体的に
実現する積極的な推進（市民に協力の呼びかけを含
む）を期待します。

都市計画マスタープラン策定に向けた御支援と考え、
今後の取組にいかしてまいります。

１．全体構想素案に対する御意見と市の考え方
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105 16,
17

　区民提案における多摩のよこやまについては、「（仮
称）多摩川崖線軸」と名称を変更して扱われています
が、それが市域の貴重な環境資源と位置づけられて
いることがしっかりと確認されるとともに、その保全に重
点的に取り組むことが重要です。したがって、名称の
変更は差し支えありませんが、上記の位置づけと保全
への取り組みの重み付けをより明確に示していただき
たい。（P17上から７行目、「保全に努めます」→「保全
に取り組みます」）
　また、水と緑の骨格構造（P16）における３つの軸
「（仮称）多摩川崖線軸」「（仮称）多摩丘陵軸」「（仮
称）多摩川軸」については、等分に重要な位置づけで
あり、土地利用や景観形成においてほぼ同等の施策
展開が行われることが重要であると考えます。「（仮称）
多摩川崖線軸」の斜面緑地保全の実効性の高い取り
組みのためには、都市計画手法による土地利用の適
正化と緑地等の保全手法による都市環境整備の双方
を推し進める必要があります。その点では都市環境の
方針の記述はありますが、土地利用の方針の記述が
住宅地の中に埋没していて、明確になっていません。
　持続可能なまちづくりをめざす川崎市の都市像にお
いては、良好な環境を構成する重要な資源であり、重
点的に保全すべき緑である「（仮称）多摩川崖線軸」
の区域においては、適切な土地利用が図られるよう項
目をたてて、誘導の指針を明記していただきたい。

都市計画マスタープラン素案の文章表現について
は、策定の趣旨等素案P8　に示すとおり、実施主体や
計画熟度に従って整理しております。「(仮称）多摩川
崖線軸」の良好な斜面緑地の保全については、「取り
組む」という計画熟度に達しているものもありますが、
都市構造の観点からは目標の実現に向けて、時間は
かかっても継続して取り組む事項と考えており、「保全
に努めます」と表現しております。
また、各構想素案の方針記述を分野別の方針として
整理していることから、「（仮称）多摩川崖線軸」の位置
する丘陵部の土地利用については、都市計画上の考
え方として、市街化を図るべきである市街化区域と
なっているエリアについては住宅地の方針に記述して
おります。具体的には、全体構想素案P27、28　＜土
地利用の区分＞④丘陵部住環境向上エリアにおい
て、住民の発意による地区計画等を活用した土地利
用のルールづくりを支援し、緑地や農地と調和した住
宅地、住環境の形成を促進する旨記述、③丘陵部住
環境保全エリア及び④丘陵部住環境保全エリアにお
いて、保全を図るべき斜面緑地については、地権者
の理解と協力を得ながら、緑地保全施策により保全に
努める旨記述しております。
なお、各分野の骨格的事項となる都市構造の方針に
おいても、多摩丘陵の緑の保全の項目をたて、都市
構造方針図において（仮称）多摩川崖線軸として位置
づけております。
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106 　川崎市が将来にわたり都市力を維持し存続していく
ためには、
◇縦方向の鉄道・道路網の整備拡充
◇街の美化
◇商業施設など魅力的な集客施設の誘致促進
この３点を、市が特に意識して力を入れて頂くことが望
まれます。

　都市計画にもこれらの視点に留意し、配慮していた
だきたくお願い
申し上げます。

御意見の趣旨を踏まえ、縦方向の鉄道・道路網の整
備拡充については広域調和・地域連携型の都市構造
を形づくる交通幹線網の整備という観点から、街の美
化については景観づくり等の観点から、商業施設など
の誘致推進については商業機能等の都市機能の集
積という観点から、都市計画マスタープランの推進に
取り組んでまいります。

107 20 地域生活拠点の整備　２（１）①新川崎・鹿島田駅周
辺地区　の項について
　「商業・業務機能の導入、既存商店街のにぎわいや
環境資源・歴史的文化資源を活かした安全で利便性
のある拠点整備」と提言しているが、にぎわいをもたら
さなければならない商店街の狭い中心に古市場矢上
線の通過交通としての機能・苔むした行政施行をいま
だ改善せず、鹿島田駅の南武線踏切の交通停滞の
ひどさに目をつぶり交通改善の引き伸ばしで住民に
苦渋を与え続ける。この解決には、ガス橋から御幸跨
線橋・三菱自工の前から尻手黒川道路にいたる（ガス
橋通り）新しい通過交通の要路としての整備を優先す
べきである。これがとりもなおさず将来の住民の年齢
構成からも「環境に配慮し、安全に通行できる道路整
備」と提言した行政施行の目標と合致することと判断
でき、住民が安全に快適に移動できる歩行者空間の
整備であり確保である。

幹線道路の整備の考え方につきましては、都市計画
マスタープランの策定と並行して、平成17年度から
「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。都
市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基本
的考え方について平成18年４月に中間答申を行い、
パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺い、
見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針に
ついて明らかにしてまいります。御意見で挙げられた
ガス橋通り（大田神奈川線）については、都市計画マ
スタープラン素案では、「主な幹線道路」として図示し
ております。また、個別路線ごとの整備計画について
は、平成18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っ
ており、今後おおむね10年間に行われる事業は、そ
の中で明らかにしてまいります。御意見の趣旨につき
ましては、これらの検討を進める上で参考とさせてい
ただきます。

108 24,
29

準工業地域の土地利用　について
　準工業地域は住工調和で望むとしているのは従来
から住工調和して暮らしているので結構です。問題は
昔の地上げのような宅地買取業者が入ってきて、後継
者のいない土地を買ってワンルームマンションなどを
近隣の住民の生活環境を無視して法律の限度いっぱ
いに建てるなどの乱開発の動きが顕著になっている。
これらは、当プランとは別に緊急課題として、まちづく
り局で対策を立てていただきたいと思います。

御意見の趣旨につきましては、都市計画の基本方針
として、全体構想素案　土地利用の方針の中に反映
されているものと考えておりますが、住民の発意によ
る、地区計画等の土地利用のルールづくりの支援な
ど、都市計画の具体の課題として、地域の状況に応じ
て検討してまいります。
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109 　川崎市には、高層、超高層マンションは、現在の人
口を手っ取り早く増やすのによいが、将来お荷物にな
ると思う。都市計画マスタープランの中に、高層、超高
層マンションを否定する文言を入れてほしい。集合住
宅の住民の高齢化、空室の増加によるメンテナンスの
社会化の要請などについては、川崎市も経験してよく
分っていると思います。将来の維持費が少なくなるよう
な都市計画マスタープランが必要といえるでしょう。ま
た、他の地方都市が取っているようなコンパクトシティ
的発想は、面積が狭く全市が都市計画区域である川
崎市には不要です。

主に住居系の市街地においては、安全で快適な住環
境の整った住宅地を育むとしており、一部、中密度の
土地利用を維持していくエリアも想定しております。御
指摘の高層マンション等につきましては、「広域拠点」
や「地域生活拠点」等鉄道駅を中心にした拠点地区
や大規模工場跡地等の計画的な土地利用転換を誘
導すべき地区においては、限られた土地の計画的な
高度利用という観点から、画一的に否定すべきではな
いと考えております。
また、コンパクトシティにつきましては、様々な概念が
ございますので、御意見として参考にさせていただき
ます。

110 36 交通体系と都市環境【矢向駅と新鶴見操車場開発を
面的に位置づけた課題】について
　矢向駅改札口を2階にして乗降を東西に振り分ける
ことと、南側の踏切を広げることは緊急課題であるが、
矢向駅の問題は新鶴見操車場跡地南側の開発によ
る人の移動、交通量増加による環境変化として捉える
必要がある。ここは新川崎地区、鹿島田駅周辺地区
の関係と同じ位置づけで問題提起することが必要。
　また、道路、駅が横浜市に位置するので、川崎・横
浜の行政間で緊密に協力することを強調してくださ
い。

全体構想素案にも該当する御意見として頂いており
ますが、全体構想素案につきましては、市域全体の
記述であり、本市の広域拠点、地域生活拠点を中心
とした記述となっているため、矢向駅周辺を特定する
記述はございません。幸区構想素案P21　１（４）鉄道
駅を中心とした生活拠点　の項において、矢向駅周
辺の生活拠点としての市街地の改善について記述し
ております。御意見の趣旨を踏まえ、幸区構想素案
において、交通環境の現状・課題を追加修正し、横浜
市との連携についての記述を方針部分に追加、修正
してまいります。なお、他市区との連携につきまして
は、幸区構想素案P16　「都市構造　4　交通を育みま
す」の(8)において別途位置づけております。

111 32 　川崎縦貫高速鉄道の整備に向け、財政状況をみて
も、無理な計画と思い撤回していただきたいです。小
杉駅へ出て、再度乗り換えて川崎へ行くならば、登戸
乗換え等で十分。

川崎縦貫高速鉄道線の整備につきましては、市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記
述しております。

112 32 １(２)鉄道網の整備①新線整備
　「首都圏における広域鉄道網の形成を促進するた
め、川崎縦貫高速鉄道網（新百合ヶ丘～武蔵小杉）
の整備に向けた取組を進める・・・」の提言について、
小田急などの民間鉄道網の複線化高速鉄道網の整
備進行が現在進行中であり川崎からの直行連絡につ
いてのメリットは、民間鉄道網にとってはない。相互乗
り入れの運賃収入についてもコスト配分上利益があり
えるのだろうか最大の疑問である。それよりも臨海部
再生や都市活力の向上に寄与するJR東海道貨物支
線の貨客併用線化などの臨海部鉄道網の新設整備
を進めるべきである。また、羽田空港拡張にともなう横
浜市地下鉄3号線の延長について、協議進ちょくを強
く進めるべきである。

鉄道網の整備につきましては、市の「総合計画（川崎
再生フロンティアプラン）」と整合を図り記述しておりま
す。
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113 32,
34

１（5）①効率的、効果的な幹線道路網の整備　の項に
ついて
　文中４行目「特に、比較的遅れている縦方向の幹線
道路や、市北部の幹線道路の整備を推進します。」と
あるのを「特に、整備が遅れている縦方向の幹線道路
尻手黒川道路や、市北部の幹線道路津久井道（世田
谷町田線）の整備を促進します。」と修正願います。
　理由：
　（１）麻生区の交通整備にあたって特に急がれてお
り、区内の交通計画に直接影響しており、重要路線で
あること。
　（２）この路線は市、区のみに止まらず、隣接市、区
に関連して整備され「広域幹線道路」に相当する、
市、麻生区の通過路線としても重要であること。
　（３）「道路整備計画」で実施検討予定、「麻生区構
想　素案」に記述とあっても　「全体構想　素案」に具
体的に記述する意味が重要と考えます。
　（４）「全体構想　素案」の中では、欠かせない事項は
具体的に記述していること。　「全体構想」への具体的
事項には、記述し難いことは、多々有りますが、一般
に認識度の高い事項は記述すべきと考えます。

全体構想素案P34 1(5)①効率的、効果的な幹線道路
網の整備　の項につきましては、都市計画マスタープ
ランとしては具体的な路線名等を記述せず、市全体
の基本方針を記述しているため、「特に、比較的整備
の遅れている縦方向の幹線道路や、市北部の幹線道
路の整備を推進します。」としております。当該項目の
具体的な記述は麻生区構想素案等において示して
おります。御意見の趣旨につきましては、政策領域別
基本計画等の具体的施策を進める上で参考とさせて
いただきます。

114 34 　「全体構想素案」のP9に掲示された「都市計画道路
区別整備率表」によると、川崎市７区平均61％、特に
宮前区は81％の整備状況に対して、多摩区41％、麻
生区39％と、この２区が著しく遅れております。
　特に多摩区においては、東京部分（例えば多摩水
道橋周辺及び多摩河原橋からJR矢野口駅を通過し、
稲城市役所に達する新幹線道路の貫通など）の整備
が進み、格差がついており、結果的に世田谷町田線
などの例を取ってみても慢性渋滞等の混乱が続き、
市民生活に支障をきたしているので、早期の改善が
必要です。
　したがって、「全体構想素案」P34　１（５）①効率的効
果的な幹線道路網の整備　の項における２番目の文
章について、「・特に比較的整備の遅れている縦方向
の幹線道路や、整備率の低い市北部（または多摩区
及び麻生区）の幹線道路の整備を推進します。」とし
ていただきたい。

全体構想素案P34 1(5)①効率的、効果的な幹線道路
網の整備　の項につきましては、都市計画マスタープ
ランとしては具体的な路線名等を記述せず、市全体
の基本方針を記述しているため、「特に、比較的整備
の遅れている縦方向の幹線道路や、市北部の幹線道
路の整備を推進します。」としております。当該項目の
具体的な記述は多摩区構想素案や麻生区構想素案
等において示しております。御意見の趣旨につきまし
ては、政策領域別基本計画等の具体的施策を進める
上で参考とさせていただきます。

115 全体構想の記述にあるように、多摩区や麻生区は、宮
前など他の区に比べて都市計画道路整備率が低い
が、マスタープランで示された20年後には多摩区の道
路整備率はどのくらいになっているのか。

20年後の都市計画道路整備率の数値をお示しするこ
とはできませんが、全体構想素案P34　１（５）市域の各
拠点を結ぶ幹線道路網の整備　の項において示すと
おり、比較的整備の遅れている縦方向の幹線道路や
市北部の幹線道路の整備を推進することとしておりま
す。

116 35 交通ボトルネックの解消【JR南武線の立体交差化】に
ついて
　立体交差化の問題は幸区では川崎縦貫道路計画
以前からの何十年も前からの最優先の要求です。幸
区町内会連合会も毎年のように要求を上げており、具
体化の兆しも見えないことに対する市民の行政への
不信感は町内会関係者があきれるほど強烈です。ま
ちづくり局も南武線の立体化が実現しないと南武線東
西の交通改善は解決しないと認識されている。また、
JR東日本としても市のプランで強調されていないよう
な案件なら市民の要求度合いは低いと考えるでしょ
う。20年先を見たプランならこの問題を【JR南武線の立
体交差化】として独立させて最優先に取り上げてくだ
さい。

JR南武線の連続立体交差化については、市の「総合
計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記
述しておりますが、JR南武線による交通の渋滞や地
域の分断は、幸区においては特に重要な課題である
ことから、御意見の趣旨を踏まえ、幸区構想（案）にお
いて、JR南武線の連続立体交差化に関する項目を
設けて記述してまいります。
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117 35 JR南武線高架化について
　全体構想及び幸区構想の中において南武線の高
架化について「京急大師線の進ちょくを見極めなが
ら、JR南武線の連続立体交差化を検討します」との記
述がありますが、この問題は幸区民の長年にわたる悲
願であります。特にラッシュ時の鹿島田塚越踏切の状
況を見るに、一刻も早い高架化の実現を願うばかりで
す。交通体系ばかりでなく、新しい幸区の都市計画を
考えていく上でも大きな障害となっているJR南武線の
問題を解決していただけるよう川崎市の更なる努力を
期待いたします。

JR南武線の連続立体交差化については、市の「総合
計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記
述しておりますが、JR南武線による交通の渋滞や地
域の分断は、幸区においては特に重要な地域課題で
あることから、御意見の趣旨を踏まえ、幸区構想（案）
において、JR南武線の連続立体交差化に関する項
目を設けて記述してまいります。

118 縦貫高速鉄道のアンケートの時に、幸区の一番の課
題が南武線の立体化であると出ているが、南武線の
高架化に関する記述が全体構想にないのではない
か。

全体構想素案P35　１（６）交通ボトルネックの解消　の
項において記述しております。

　○○マンション住民は入居時に尻手黒川線産業道
路建設を理解した上で住まい始めています。従いまし
て、尻手黒川線産業道路の建設自体への全面反対と
いうような無理難題で勝手な要望は毛頭ございませ
ん。
　ただ、私達は川崎市の道路開発を単なる経済活性
化の道具と考えているならば、このことは問題があると
感じています。根本的な理念を今までの「経済／開発
優先」から「自然／人間優先」に変えていかなければ
ならないと思います。自然が豊かでゆっくりと穏やかな
時間が流れていたところに騒音や振動、汚れた空気
が流れ込んできては、近隣住民は困惑してしまいま
す。これからは、大切な自然が後世まで財産として残
るような都市計画／開発が実施されなければならない
と思います。

　これらを土台に今、地域に住む住民、一人ひとりが
元気になるようなまちづくりが求められています。地域
からのまちづくりはとても大切で、そこに住んでいる人
たちの生活空間づくり、緑化保全、防災などへの積極
的な参加で町は変わっていきます。もちろん道路にお
いても物理的機能に加え、住民の感性に訴える価値
というものが必要になります。住民の求める環境や地
域性とかけ離れた開発は、周辺環境の悪化を招き、そ
の結果、地域全体の価値が下落し、自治体にもその
責任や資質が問われます。さらには将来的に負の遺
産として私たちの子供達に引き継がれてしまいます。
　つきましては、尻手黒川線の基本設計、詳細設計さ
らに今後の工事、施工に関して○○マンション住民総
意として下記のとおり要望いたします。

１．道路はつくらないでほしい（基本的にはマンション
住民の都合による無理難題的要望で現実的には不
可能との認識）
２．作るならルートを変更してほしい（上記同様、無理
難題的要望で現実的には不可能との認識）
３．ルートが変更できないならトンネル深度を深くして
ほしい（トンネル開口部位置の変更、延長：開口部分
の位置を図面上で確認できるように要望）
４．公害対策の要望
　・振動対策（振動吸収材料の使用、防振材の使
用）、騒音対策（騒音吸収材料の使用、消音材の使
用、吸音材の使用）、大気汚染対策（大気汚染物質処
理装置の設置、光触媒材料の使用）、地下水汚染対
策、土壌汚染対策（防水シート等の使用）

119

交
通
体
系

幹線道路の整備の考え方につきましては、都市計画
マスタープランの策定と並行して、平成17年度から
「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。都
市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基本
的考え方について平成18年４月に中間答申を行い、
パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺い、
見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針に
ついて明らかにしてまいります。御意見で挙げられた
尻手黒川線については、都市計画マスタープラン素
案では、「主な幹線道路」として図示しております。ま
た、個別路線ごとの整備計画については、平成18年
度に「道路整備計画」の策定作業を行っており、今後
おおむね10年間に行われる事業は、その中で明らか
にしてまいります。
都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あることから、個別具体の事業手法について記述する
ことはできませんが、御意見の趣旨につきましては、
上記の検討、また、今後具体的に整備を進めていく上
で参考とさせていただきます。詳細につきましては、事
業実施前に計画の説明を行ってまいります。

交
通
体
系
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５．地震対策の要望：トンネル内の躯体、骨格（梁）の
強化、骨格（梁）などへの補強材使用、その他、免震
対策等の最新技術による設計、施工
６．自然環境破壊対策の要望：一度破壊された自然
は元には戻らないとの認識から柿生緑地の取り崩しは
しないでほしいあるいは極力、避けてほしい⇒トンネ
ル化及びその延長を要望
　万が一取り崩しの場合、柿生緑地はどの程度破壊さ
れるのかを明確にしてほしい。現在生息している樹木
の種類、本数等の現況調査報告の要望。樹木の伐採
の程度、本数、面積と環境への影響（環境アセスメン
ト）
７．情報公開等の要望：対応窓口の設置。最新情報の
定期的公開の要請。大気汚染の具体的数値の公開。
環境破壊の実態調査。自然環境データ収集と整理。
温暖化等による世界的な環境保全の動向を確認。事
業説明。データ提供。周辺住民へのアンケート実施。

都
市
環
境

そ
の
他

120 　これから川崎区小川町で飲食店を開業する者で
す。細かなことはよくわかりませんが、旧東海道の小川
町から日進町交差点にかけてのゴミ分別box（缶、瓶、
ペットボトル、生ゴミ）、ゴミ収集場所の美化を提案した
いと思います。他国の方にも分かるよう三か国語表示
を分別boxに記載し、収集日、時間を呼びかける看板
を収集場所に設置するなどをして、まずは町をきれい
にする事をお願いしたいと思います。現在の環境問題
を見直すと共にゴミの分別に対しての意識を市民が
向上しなければいけないと思います。ゴミ収集場所が
今の現状では市民が悪いとは言い切れないと私は思
います。旧東海道の歴史を見直すより今を見直しても
らいたいです。

都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あることから、ごみ収集方法について記述していくこと
はできません。しかしながら、ごみ問題については、地
域の景観や環境にとって重要な問題であり、御意見
の趣旨につきましては、関係部局に伝えてまいりま
す。

都
市
防
災

121 　都市防災として、学校等を地域防災拠点として一時
生活できる場所としていますが、大災害直後（三日間
程度）は救援体制が整うまでのつなぎとして町内会単
位の「いっとき避難所」で安全を確保してほしいという
のが危機管理室の方針と理解しています。そのため、
本プランにも、「いっとき避難所」→「地域防災拠点」→
「広域避難所」の段階避難体制を明確にしてそれぞれ
の避難所で救援を得られるように明文化してください。

御意見の趣旨につきましては、政策領域別基本計画
である川崎市地域防災計画に記述しておりますが、
都市計画マスタープラン素案の記述内容をわかりや
すくするため、避難についての考え方を参考図として
追加修正いたします。

そ
の
他

122 多摩川や幹線道路、多摩丘陵の崖線など、他区にわ
たる部分について、区毎に違いはあるのか。

全体構想素案及び区別構想素案につきましては、整
合を図り記述しております。
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対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

201 13 ２（３）歩行者、自転車、自動車が共存する道路をめざ
します　の項について
　例えば四谷下町、塩浜陸橋（132号線）まで樹木、電
柱で人も安心して歩けない。先日２～３ヶ所は直してく
れましたけど、自転車、車いす、また老人には危険で
す。一層のこと、観音交差点から樹木をなくして歩道
優先にしてほしい。（バリアフリー化）、四谷下町21～
22～23－2

都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あることから、個別具体の事業については詳細に記述
しておりません。御意見の趣旨につきましては、関係
部局に伝えてまいります。

202 　都市構造と関係すると思うが、川崎に行けばこれが
あるといった、まちをテーマパークのようにする考え方
はあるか。

御意見の趣旨につきましては、川崎区構想素案P12 1
魅力ある川崎駅周辺や身近な生活の拠点を育みます
の項において、めざすべき都市像の基本的な考え方
として記述しております。なお、都市計画マスタープラ
ン素案において、まちをテーマパークにするという考
え方は記述しておりませんが、川崎区構想素案P44
５　地区の特性を活かした心地よい調和の取れた街な
みを育みます　の項において、歴史的、文化的な資
産を活かした街なみ景観づくりについて記述しており
ます。

203 17 １(１)広域拠点としての川崎駅周辺地区の整備
　駅周辺の活性化についていろいろ書いてあります
が、6月14日の市議会の本会議で傍聴していましたと
ころ、○○議員の質問の要旨の17項目において、「駅
周辺総合整備計画について」バリアフリーに関して質
問していました。市側は担当局長の回答では、交通信
号機を設置しましてと言っていました。その他には、川
崎駅北口に自由通路（東西通路）を新設すると回答し
ていましたが、東京新聞（H18．4．29）の地方版には4
月28日に駅周辺のバリアフリー他（別紙新聞参照）北
口改札を新設（2010年度）することも書いてありまし
た。この件については素案とは別に考えて良いので
すか。なぜかは、１日も早く実行していただきたいと思
います。

御意見の趣旨については、川崎区構想素案P22　１
（１）川崎駅周辺地区　の項の中に反映されていると考
えておりますが、具体の事業の推進に向けた御意見と
して関係部局に伝えてまいります。

204 海に開いたまちの具体的イメージはどのようなものか。 川崎区は海に面した唯一の区であり、貴重な財産で
あると考えております。川崎区構想素案P19　４（１）海
に面し、海に開いたまちを育みます　の項において示
すとおり、臨海部の土地利用転換等の機会をとらえ
て、市民が海にアクセスすることができ、水に親しむこ
とのできる空間づくりや、水際線を活かした景観づくり
等をめざすこととしております。

土
地
利
用

205 　広域拠点とされる主要駅等は、現在無秩序と雑踏以
外の何物でもない。車と人の流れを地上と地下、高架
を組み合わせ、明確に区分すべきである。
　また、地域生活拠点も含めて、交通の利便性を生か
し、医療・福祉や文教などの公共施設を中心に整備を
行うべきである。駅等から、公共交通機関以外の車を
締め出し、駐輪場や歩行者道路の整備に力を入れる
（自転車の利用者には、無料の駐輪場の使用権を支
給することを検討する）。

広域拠点である川崎駅周辺地区の整備に関しては、
川崎区構想素案P22　１（１）川崎駅周辺地区　の項に
おいて示すとおり、広域的な商業機能、文化・交流、
行政等の都市機能の集積、さらに交通結節点機能の
強化、施設のバリアフリー化等について記述しており
ます。さらに、川崎区構想素案P39　３（６）バリアフリー
の推進　の項において、駅周辺の公共公益施設等へ
の主要な移動経路についてのバリアフリー化につい
て記述しております。また、駐輪場の整備について
は、川崎区構想素案P39　３（５）自転車と共生するま
ち　の項において、基本的な考え方を記述しておりま
す。具体的な整備提案については、都市計画マス
タープラン素案では反映できませんが、川崎駅周辺
総合整備計画に基づく具体の取組を進める上で、参
考とさせていただきます。

め
ざ
す
べ
き
都
市
像

都
市
構
造

２．川崎区構想素案に対する御意見と市の考え方
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206 大型店の出店等により商店街の衰退は進んでいる。こ
の件についてどう考えるか。

御意見の趣旨につきましては、川崎区構想素案P24
３　人と人とがふれあえる身近な商店街の活性化をめ
ざします　の中の項の中に反映されているものと考え
ております。

207 　景観とも関係するが、「人間の顔」をもった街並づくり
のためには、我が物顔の超高層ビルの建設を阻止
し、ヨーロッパのように建物の高さに一定の制限をしな
ければならない。

建物の高さにつきましては、川崎区構想素案P44 5 地
区の特性を活かした心地よい調和の取れた街なみを
育みます　の項に示すとおり、広域拠点である川崎駅
周辺地区から住宅地まで、さまざまな地区の特性を活
かした街なみ景観の形成が必要と考えております。御
指摘の超高層化につきましては、拠点地区や大規模
工場跡地等の計画的な土地利用転換を誘導すべき
地区においては、限られた土地の計画的な高度利用
という観点から、画一的に否定すべきではないと考え
ております。
なお本市では、住居系の用途地域を中心に高度地区
を定め、一定の高さ制限を行っているとともに、川崎
区構想素案P25 4(1)住宅地の環境改善　の項におい
て示すとおり、現に立地している建築物の規模（容積
率）に比べて指定されている容積率の最高限度が特
に大きい地区については、地域の実情の応じた質の
高い住宅地を形成するために、きめ細かな土地利用
誘導方策を検討することとしております。

208 　工場跡地（日本コロンビア）の巨大マンション計画
が、来年には本格的工事が始まるように聞いている
が、行政として、まちづくり、都市計画としてはどのよう
に考えているか。

御意見の趣旨につきましては、川崎区構想素案P26
４（３）住工混在地域の環境改善　の項において、基本
的考え方が盛り込まれていると考えております。

209 36 　高速道路は、都市と都市をつなぐものであり、川崎
縦貫道は建設すべきでない。広域交通幹線道路網の
整備が掲げられているが、市内にはすでに手に余る
ほどの幹線道路が通っている。１(１)⑧環境対策のた
めの幹線道路　という項目があるが、全くの時代遅れ
の考え方である。自動車公害対策の強化と、交通総
量の削減こそ必要な対策である。地下鉄や市電、モノ
レール等の整備を進めるべき。

川崎縦貫道路の記述につきましては、市の「総合計画
（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記述して
おります。環境対策のため、自動車の走行性向上を
図り､地域間の連携を強くする、安全で快適な幹線道
路網の整備が必要と考えております。また、川崎区構
想素案P38 2(4)公共交通の利用促進と一体となった
交通需要の管理　の項において、交通需要管理手法
の活用や道路沿道の環境改善についての基本的な
考え方を示しております。なお現在のところ、川崎区
において市電（路面電車）やモノレール等の整備を行
う予定はございません。

210 　川崎大師駅前のロータリー化、京浜急行大師線の
地下化、国道の跨線等を考え、将来には歩行者、特
に川崎大師への参拝客が、地下から階上へ上がる方
法として、エスカレーター（エレベーター）の設置を考
えてほしい。
　観光バスも大師駅前で客を降ろし、参拝客がゆっく
り裏参道→仲見世→本堂→瀋秀園（公園）→東門前
駅→駐車場へと歩けるよう、観光協会、川崎大師、市
が協力して交通アクセスを生かすことができれば、浅
草、巣鴨、亀戸天神のように、一年中にぎわう。川崎
区のPRももっと必要かもしれません。

都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あり、具体的な整備計画を記述することはできません
が、御意見の趣旨につきましては、具体の観光施策、
道路整備等の検討を進める上での参考意見とさせて
いただきます。

211 　地域の商店街の振興という観点から、田島、大師を
結ぶバス網ができないか。
　川崎区の道路体系は川崎駅を扇の要として、放射
状に構成されているため、小田地区の住民が、直接
市立病院等へ行くバスルートがない。このような状況
を採算性だけでなく、住民のことを考えて検討してほ
しい。バスルートに関しては、採算性とは別に企業とし
ての社会的責任があるのではないか。

路線バスにつきましては、川崎区構想素案P37　２（２）
地域の公共交通網の整備　の項において、市民生活
を支える地域の足を確保していくために、市民と事業
者、市が連携・協力し、地域特性や利用者ニーズ等を
踏まえた地域交通の改善に取り組むとともに、市や事
業者と協働して、新しいコミュニティ交通の運営や検
討を行う市民の主体的な活動支援についての基本的
考え方を記述しております。
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212 　池田浅田線の道路整備が小田公園の手前で止まっ
ている。その先についても計画はあるものの、市の計
画と反して、住宅が建てられているがどういうことか。

小田公園付近の道路用地については、事業認可区
間でないことから、都市計画法に基づき、一定の条件
のもと、建築を許可しております。当該地を含む区間
の整備につきましては、今年度、策定予定の「道路整
備計画」において検討してまいります。

213 43 都市環境の方針について
　かつて、川崎は豊かな多摩丘陵と、縦横に張り巡ら
された水の都とも言える土地柄であった。従って、都
市再生の基本は、年々減少している樹林地・農地の
保全はもちろん、緑の拠点とネットワーク及び水路の
復活に全力を尽くすべきである。
　川崎区においては、緑の拠点は富士見公園だけで
なく、大師地区と田島地区にも設けるべき。これらの公
園では、大きく場所を占めている野球場などをなくし、
もっと樹木を増やし森のようにすべきである（将来の少
子化を考えれば、野球場などは河川敷なり学校のグラ
ウンド等の拡充に替えればよい）。
　水辺は、市民にとって多摩川だけでは全く不十分。
交通量の少ない道路から順次、水路を復元するととも
に、臨海部の企業から海岸を市民に開放させることが
必要だ。

緑の拠点につきましては、川崎区構想素案P47　都市
環境方針図素案に示すとおり、富士見公園、大師公
園、桜川公園等、区内の10の公園を位置づけており
ます。具体の整備につきましては、川崎区構想素案
P43　３　富士見公園や身近な公園の充実をめざしま
す　の項において、市民の参加による市民に親しまれ
る公園としての再整備の基本的考え方を記述しており
ます。また、臨海部に関する御意見の趣旨につきまし
ては、全体構想素案P42　２　市民に開かれた、親水
性豊かな臨海部の再生・整備をめざします　の項にお
いて、盛り込まれていると考えます。
なお、川崎区のような既成市街地の水路を復元するこ
とは、現在のところ困難と考えております。

214 45 ６　環境調和型のまちをめざします　の項について
　＜現状・課題＞の囲み欄に記載のある「・川崎区
は、産業のまちであると同時に、公害問題を克服して
きたまちです。・・・」について、川崎区をはじめ川崎市
内全域を見渡してみても「克服してきた」との行政の認
識は、なにを根拠としているのか。川崎大気汚染公害
訴訟で示された事実上の原告側主張を認めた「和解」
をどのように理解されているのか、お示しいただきた
い。
　大気汚染の現状は、「人間生活に有害」な工場から
排出される硫黄酸化物は、最悪時から見るなら一定の
低減はみられるものの、窒素酸化物の排出について
は、工場移転などによって微減しているが、その「深刻
さ」は一向に改善されておらず、加えて移動発生源で
ある自動車排気ガスも一因してSPM（浮遊粒子状物
質）も改善されてはいないと私は理解しているが、前
述同様に見解を明らかにされたい。

　公害問題に関しては市民・事業者・行政が一丸と
なってその克服に向け取組んでまいりました。工場な
どの固定発生源対策や自動車排出ガス対策を実施
することによって、平成１７年度において、硫黄酸化
物では長期的評価で全局（９局）で環境基準を達成す
るとともに、浮遊粒子状物質でも長期的評価で全局
（１８局）で環境基準を達成しております。しかし、窒素
酸化物におきましては全１８測定局のうち３局が環境
基準を非達成であり、今後とも、これらの対策を推進
してまいります。
　従いまして、川崎区構想案P45　「６環境調和型のま
ちをめざします」の項における＜現状・課題＞の記述
を「公害防止に取り組んできたまち」と修正いたしま
す。

215 川崎区構想４５ページに「公害を克服してきた」という
記述がある。策定委員報告会で指摘した事項で、今
回も修正されていないが、市としての認識なのか。ど
のような修正を行う予定なのかお聞きしたい。

　公害問題に関しては市民・事業者・行政が一丸と
なってその克服に向け取組んでまいりました。工場な
どの固定発生源対策や自動車排出ガス対策を実施
することによって、平成１７年度において、硫黄酸化
物では長期的評価で全局（９局）で環境基準を達成す
るとともに、浮遊粒子状物質でも長期的評価で全局
（１８局）で環境基準を達成しております。しかし、窒素
酸化物におきましては全１８測定局のうち３局が環境
基準を非達成であり、今後とも、これらの対策を推進
してまいります。
　従いまして、川崎区構想案P45　「６環境調和型のま
ちをめざします」の項における＜現状・課題＞の記述
を「公害防止に取り組んできたまち」と修正いたしま
す。

216 多摩川へのアクセスについてどのように考えているの
か。
多摩川の自然をどのように守るのか。

御意見の趣旨につきましては、川崎区構想素案P13
4(1)自然環境豊かな多摩川の保全と活用をめざしま
す、同素案P19 4(2)多摩川を活かしたまちを育みま
す、同素案P41 1多摩川の自然を市民生活に活かし
ていくことをめざします　の項などに反映されているも
のと考えております。
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217 49 　臨海部の拠点として、浜川崎地域や殿町・大師河原
地域の整備を掲げているが、真っ先にやるべきは、コ
ンビナートの防災対策（東亜石油のような事故は、今
後もいくらでも起こる可能性がある）と市街地との間に
設ける防災遮断帯の整備である。また、企業側がいま
臨海部で要求している緑関連法規の緩和を許さず、
企業の加害責任・社会的責任を踏まえ、現行以上の
緑地・緑化を求めることが必要。

臨海部の防災対策につきましては、川崎区構想素案
P49　１（１）④臨海部の安全性向上　の項の中に反映
されているものと考えております。

218 臨海部の防災について具体的な考えを示すべき。 臨海部の防災対策につきましては、川崎区構想素案
P49　１（１）④臨海部の安全性向上　の項の中に反映
されているものと考えております。

219 　小田地区は、戦後区画整理を行っておらず、危険な
ことは明白である。耐震補強など補助制度について記
述しているが、実際には何軒もできていない。木造密
集市街地に関する記述はあるが、耐震補強の補助な
どだけでなく、墨田区のような様々な取組を検討すべ
きである。

小田地区等の密集住宅市街地におきましては、川崎
区構想素案P25、26　４　住宅地の住環境の改善と用
途混在地区の改善をめざします　の項において、密
集住宅市街地改善に向けた基本的な考え方を記述し
ているとともに、同素案P49 1(2)②及び③において、
災害予防対策や建物の耐震・不燃化の促進等につい
て記述しております。都市計画マスタープランは、全
ての事業について列挙しておりませんが、御意見の
趣旨をふまえ、関係部局を中心に今後もさまざまな取
組みを進めてまいります。

220 　密集住宅市街地として、小田２・３丁目、小田栄１丁
目、浅田３丁目の地区名が記載されているが、記載の
基準はなにか。

「川崎市密集住宅市街地等の整備方針策定に関わる
基礎調査（平成15年3月）」の中で、一定の条件により
緊急に改善すべき密集住宅市街地として抽出された
地区を記載しております。

221 都市防災について
　小学校区に、主要資機材、非常食の備蓄をすべき
である。
　　　避難順序：１－町会内公園（非常食３００食、飲用
水１００ℓ）６００世帯
　　　　　　　　　　２－小学校（ナシ）
　　　　　　　　　　３－中学校（アリ）
　　　　　　　　　　　　（災害発生時に中学校まで受け取
りに行くのは困難）

御意見の趣旨につきましては、政策領域別基本計画
である川崎市地域防災計画に記述しておりますが、
都市計画マスタープラン素案の記述内容をわかりや
すくするため、避難についての考え方を参考図として
追加修正いたします。
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　総論的には東京、川崎、横浜の現状を前提にとは
言わず、世界の中で川崎の存在感は、の組立てでは
とも思われます。世界１で何かアピールするものがあ
れば（誇れるもの）それを掲げるとか。
（例）臨海部では、世界１のヨットハーバー（東洋１）（日
本１）とか。
　優良市民の取り合い、住民税の取り合い、囲い込
み、沢山市が潤う人に市民になっていただく様に、港
のイメージも良いし、接岸料も入るし、高齢でも所得が
あるので、保険も住民税も全部プラスに入ります。
　音楽で市おこしも、箱物をつくるだけでなく各町会ご
ととかにテーマソングを選定させ、公認をクリアしたも
のは町会で曜、時を決め流さすとかして、町会ごと自
分の決めた曲が街を歩くと流れているとか。市の花、
木鳥の選定を町会にもやらすみたいに曲を流さして、
音楽で川崎の各地を歩くと町ごとに心地良いBGMが
どこからともなく風に乗って耳に届く文化発信ではどう
か。
　桜の木2000本を河口から植えるのも１本１万円とか
価格を決めて寄付を募り、プレートに名前を入れて設
置してあげ、育成は市の所有管理とするとか。首都圏
に所得が高い人が多いので、何万本にも土手が桜で
並木ができ、世界１、東洋１、日本１の桜街道土手（多
摩川）になり、観にくる、ロケをやる、住人になるという
ようになったら、文化度も上がります。

　土手も特区申請して、50年単位で個人に法人に、河
川敷での商行為権を市で定期借地権方式で貸し出
すとか。ジョグや散歩をしても（オープン）カフェ的なハ
ウスもないが、あったら良いのにとも思えます。ただし、
国、県、市の事業が計画があった時は、すみやかに
引き渡す条件付の特約付で権利金の売出しをしては
どうか。

　古新聞だけでなく、アルミ缶、資源回収物の回収を
今とは別に収集事業として事業化してはどうか。防
犯、安全への必要処置への財源として、収入がきびし
い折、独自財源としての道を開いてはどうか。そして、
それは町内会へ、その対策費補助として還元さすとい
うことであれば、住民はためておき、特定曜日に出し
てくれるのではとも思えなくはないとも思うのですが。

　また、市の会館・遊園地的なものへの入場料は市民
（住民）は10％引とか○○引とかして優遇する。本籍
のある人は△△引（５％とか）してあげるとかすれば、
市民、隠れ市民が我が市を誇れるし、PRもするし、新
住民にもなりたい（子ども有夫婦世帯の）しと、若年齢
化が市としても企れるようになるし、若夫婦が集まって
住みつくようになるのでは、とも思います。

　何をするにも金がいる。民活、アイデア活で乗り切
り、すばらしい川崎にしたいし、なって欲しい。（世界
に誇れるような）永年の世話になったところだし、何と
かしたい。
　転勤族で各地に住み、改めて川崎に戻り、考える
に、かつて（40年前）より良くはなったが、それはそれ、
もっともっと良くなってほしい。羽田が近く、品川も近
く、こんな良い立地（小杉もありますし）はない。東京、
川崎、横浜でなく、世界の川崎から発想が創られてほ
しいものです。

223 区民提案として、具体的にどのようなことが提案された
のか。

区民提案につきましては、都市計画課窓口、都市計
画課ホームページ
（http://www.city.kawasaki.jp/50/50tosike/home/tos
imasu.htm）でご覧いただけます。

御意見の世界１をめざすという考え方で記述しており
ませんが、川崎区構想素案　めざすべき都市像　の項
において示すとおり、川崎区の海に面した地理的特
性や歴史的経緯を踏まえ、他にない川崎区の特性を
いかしていくという考え方で記述しております。
具体的御提案につきましては、都市計画の基本方針
である都市計画マスタープランに記述することはでき
ませんが、市政に関する御意見として参考とさせてい
ただきます。
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対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

都
市
構
造

301 14 　３(１)幸区を特徴づける自然環境を活かしたまちづく
り　の項において、豊かな景観と自然の残る加瀬山周
辺の保全･再生に努め、区民が身近に触れあえる・・・
「水と緑の拠点」の形成をめざします。の文言がある
が、都市景観の加瀬山としては緑の孤島であるが植
物動物の生態系保存地、虫類、鳥類の渡りの点などと
して存在する価値は計り知れないものがあると言わね
ばならない。しかしながら、古木がほとんどで林床には
新生の幼樹は少なく、森林としては貧相で世代交代も
停滞し、昭和の始めまで里山として人の管理が行き届
いていたが、放置と一部のオーバーユースのため荒
廃してしまった。
　従って、「水と緑の拠点」の形成をめざします。と計
画達成の注力度が川崎で一番低い緑被率である幸
区の唯一の緑の拠点としては、ぜひにも”「水と緑の拠
点」とすべく進めます。”との方向性にしてほしい。
　幸区の多摩川河川敷を緑被率面積に加えるべきで
はない。幸区カルテの作成時において「緑がもっと
育ってほしい場所」には、①夢見ヶ崎動物公園（加瀬
山）、②さいわい緑道、③新鶴見操車場跡地、④御幸
公園、⑤川崎駅西口、⑥今後に期待して、小倉緑道、
⑦尻手黒川道路、府中街道の街路樹、⑧古市場緑道
などが挙げられた。市民の念頭には、加瀬山から発し
た緑の軸線として豊かな景観があるものと言わなけれ
ばならない。

都市計画マスタープラン素案の文章表現について
は、策定の趣旨等素案P8　に示すとおり、実施主体や
計画熟度に従って整理しております。「水と緑の拠点」
の形成については、具体的な単一の事業で進めるも
のではなく、市民と行政の協働のもと、様々な施策、
市民活動等により「水と緑の拠点」の形成に向けて進
めていくものであることから、目標や方向性に関する
事項として整理しております。
幸区構想素案において、緑被率面積の記述はござい
ませんが、本市緑の保全及び緑化の推進に関する条
例第2条にて、「緑」は「樹木等の植物、樹林地、水辺
地、農地等の自然環境を有する土地・・・」と規定して
いることから、多摩川河川敷を緑被率面積に加えてお
ります。御理解いただきたいと存じます。
御意見であげられた「緑がもっと育ってほしい場所」に
つきましては、幸区構想素案　都市環境の方針　の項
において記述されていると考えております。

302 20,
21

新川崎・鹿島田駅周辺地区の地域生活拠点の整備
について
　にぎわいをもたらさなければならない商店街の狭い
中心に古市場矢上線の通過交通としての機能・苔む
した行政施行をいまだ改善せず、鹿島田駅の南武線
踏切の交通停滞のひどさに目をつぶり交通改善の引
き伸ばしで住民に苦渋を与え続ける。この解決には、
ガス橋から御幸跨線橋・三菱自工の前から尻手黒川
道路にいたる（大田神奈川線）新しい通過交通の要路
としての整備を優先すべきである。これがとりもなおさ
ず将来の住民の年齢構成からも「環境に配慮し、安全
に通行できる道路整備」と提言した行政施行の目標と
合致することと判断でき、住民が安全に快適に移動で
きる歩行者空間の整備であり確保である。

幹線道路の整備の考え方につきましては、都市計画
マスタープランの策定と並行して、平成17年度から
「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。都
市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基本
的考え方について平成18年４月に中間答申を行い、
パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺い、
見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針に
ついて明らかにしてまいります。御意見で挙げられた
ガス橋通り（大田神奈川線）については、都市計画マ
スタープラン素案では、「主な幹線道路」として図示し
ております。また、個別路線ごとの整備計画について
は、平成18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っ
ており、今後おおむね10年間に行われる事業は、そ
の中で明らかにしてまいります。御意見の趣旨につき
ましては、これらの検討を進める上で参考とさせてい
ただきます。

303 　新鶴見操車場跡地では、急激な住宅工事が進みつ
つあるが、周辺道路は貧弱である。都市マスの中でも
そういった問題について記述はされているが、現実に
は開発が進みつつある。そういったことも見越して計
画を立てないとマスタープランの実現は難しいのでは
ないか。

幸区構想素案　土地利用の方針及び交通体系の方
針において、御意見の趣旨について盛り込まれてい
ると考えておりますが、都市計画の具体の課題とし
て、御意見を参考に取り組んでまいります。

３．幸区構想素案に対する御意見と市の考え方

土
地
利
用
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304 20,
21

交通体系と都市環境【矢向駅と新鶴見操車場開発を
面的に位置づけた課題】について
　矢向駅改札口を2階にして乗降を東西に振り分ける
ことと、南側の踏切を広げることは緊急課題であるが、
矢向駅の問題は新鶴見操車場跡地南側の開発によ
る人の移動、交通量増加による環境変化として捉える
必要がある。ここは新川崎地区、鹿島田駅周辺地区
の関係と同じ位置づけで問題提起することが必要。
　また、道路、駅が横浜市に位置するので、川崎・横
浜の行政間で緊密に協力することを強調してくださ
い。

幸区構想素案P21　１（４）鉄道駅を中心とした生活拠
点　の項において、矢向駅周辺の生活拠点としての
市街地の改善について記述しておりますが、幸区構
想素案において、交通環境の現状・課題を追加修正
し、横浜市との連携についての記述を方針部分に追
加、修正してまいります。なお、他市区との連携につ
きましては、幸区構想素案P16　「都市構造　4　交通
を育みます」の(8)において別途位置づけております。
【再掲】

305 　矢向駅では、マンションや企業の開発が進んでいる
が、今の矢向駅周辺の道路基盤では、もたなくなる。
矢向駅は横浜市というが、矢向駅の開発を進めてほし
い。

矢向駅については、横浜市域であることから、本市が
矢向駅周辺の開発を進めていくことはできませんが、
周辺にお住まいの区民にとっては身近な問題である
ことから、幸区構想素案P21　１（４）鉄道駅を中心とし
た生活拠点　の項において、交通環境の現状・課題、
横浜市との連携についての記述を追加、修正してま
いります。

306 22 準工業地域の土地利用について
　準工業地域は住工調和で望むとしているのは従来
から住工調和して暮らしているので結構です。問題は
昔の地上げのような宅地買取業者が入ってきて、後継
住人のいない土地を買ってワンルームマンションなど
を近隣の住民の生活環境を無視して法律の限度いっ
ぱいに建てるなどの乱開発の動きが顕著になってい
る。これらは、当プランとは別に緊急課題として、まち
づくり局で対策を立てていただきたいと思います。

御意見の趣旨につきましては、都市計画の基本方針
として、幸区構想素案P25　３（５）住工調和のまちづく
り　の項において、盛り込まれていると考えております
が、住民の発意による地区計画等の土地利用ルール
づくりの支援など、都市計画の具体の課題として、御
意見を参考に地域の状況に応じて検討してまいりま
す。

307 　塚越の準工業地域では、密集地に５階ぐらいのマン
ションが建ち始めている。マスタープランでは住工調
和について記述されているが、現実は必ずしもそう
なっていない。こういった問題は、短期的な問題であ
り、条例等で迅速に手を打つべき。

御意見の趣旨につきましては、都市計画の基本方針
として、幸区構想素案P25　３（５）住工調和のまちづく
り　の項において、盛り込まれていると考えております
が、住民の発意による地区計画等の土地利用ルール
づくりの支援など、都市計画の具体の課題として、御
意見を参考に地域の状況に応じて検討してまいりま
す。

土
地
利
用
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308 22 「住環境向上エリア」における良好な景観形成のため
のルール（条例）づくりについて
１　斎場への宮型霊柩車等の乗り入れ禁止（バン型霊
柩車のみ認める）
　　現状、住居系エリアに斎場がどんどん進出してい
る。これらの施設が建ち、営業を行うことは合法である
と思われるが、住居系エリアの景観としてはあまり好ま
しくないと考えます。
　　他の自治体で既に行われている方法（景観条例の
制定）で景観を改善していくことが必要だと思います。
具体的には、斎場への宮型霊柩車等の乗り入れ禁止
（バン型霊柩車のみ認める）等の対策が必要だと思い
ます。
２　ラブホテルの屋上看板・ネオン・料金表表示（休憩
料金表示）等の規制
　　現状、住居系エリアにラブホテルが立地していま
す。住居系エリアの景観としてふさわしくないばかりで
なく、あえて建物の上部に突出する形で照明付き看
板が設置されており、近隣との協調性を全く感じること
ができません（悪意すら感じます）。当施設が建ち、営
業を行うことは合法であると思われますが、住居系エリ
アの景観としては大いに問題があると考えます。
　　どのような施設をラブホテルと定義つけるのかは難
しいですが、他の自治体で既に行われている方法な
ど、あらゆる方法を駆使して景観（屋上看板・ネオン・
料金表示（休憩料金表示）等）を改善していくことが必
要だと思います。
　　また、地域から嫌悪されるラブホテルではなく、地
域と共生するビジネスホテルとしての外観・営業内容と
なるよう自治体も取り組む必要があると考えます。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
は、個別具体の規制について記述することはできませ
んが、幸区構想素案P22　２　豊かな生活を育む住宅
地の形成をめざします　の項において示すとおり、地
域の特性にあわせた土地利用や街なみ景観づくりに
関する基本的考え方を記述しております。具体的な御
提案については、素案に示すとおり、住民の発意によ
る主体的なまちづくり活動を支援するなかで実現して
いくものと考えております。
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310 30,
33

交通ボトルネックの解消【JR南武線の立体交差化】に
ついて
　立体交差化の問題は幸区では川崎縦貫道路計画
以前からの何十年も前からの最優先の要求です。幸
区町内会連合会も毎年のように要求を上げており、具
体化の兆しも見えないことに対する市民の行政への
不信感は町内会関係者があきれるほど強烈です。ま
ちづくり局も南武線の立体化が実現しないと南武線東
西の交通改善は解決しないと認識されている。また、
JR東日本としても市のプランで強調されていないよう
な案件なら市民の要求度合いは低いと考えるでしょ
う。20年先を見たプランなら、この問題を【JR南武線の
立体交差化】として独立させて最優先に取り上げてく
ださい。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しておりますが、JR南武線による交通の渋滞や
地域の分断は、幸区においては特に重要な課題であ
ることから、幸区構想（案）交通体系　 1幹線道路の
ネットワーク形成をめざします　の項に(5)を新設し、
JR南武線の連続立体交差化に関する項目を分割し
て記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承ください。

311 　幸区構想を進めていく上で、交通体系の整備が必
要。幸区の南武線で真２つに別れている状態、流通、
生活道路を考慮した場合は、計画を盛り込む前に、実
施計画を先行してほしい。（幸町連要望済）

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承下さい。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

１　幸区構想区民提案P43　３　まちづくりの提案　居
住者の利便性を高める駅前整備　望まれる整備の方
向性
　②南武線の連続立体化と踏切問題については大き
な予算がかかりますが、地域の基盤整備の優先事項
として問題解消を目指します。
　幸区構想区民提案P98　３　まちづくりの提案　（３）
南武線の立体化による渋滞の解消
　◎南武線の連続立体化（高架化、地下化）事業を早
期に進めることにより、踏切を解消し、渋滞の発生を解
消するとともに、歩行者の安全性を確保します。
　上記の幸区構想区民提案のまちづくりの提案に記
述されている内容について、幸区構想素案P20　（３）
地域の生活拠点としての鹿島田駅周辺地区　＜現
状・課題＞の記述にまったくないので追加記述してい
ただきたい。また当初記述されなかった理由について
解答されたい。
２　幸区構想区民提案P118　公共交通ネットワーク
（１）鉄道網体系
◎幸区の鉄道網体系は南武線を基本軸とし、～川崎
縦貫高速鉄道線の整備よりも南武線の立体交差化を
優先します。
　上記の幸区構想区民提案の公共交通ネットワーク
基本方針に記述されている内容について、幸区構想
素案P36　５(１)⑤　鉄道利便性の向上　の項におけ
る、「市域の交通機関の～川崎縦貫高速鉄道の２期
整備及び京急大師線との相互直通運転について検
討を進めます。」との記述について、区民提案の中で
京急大師線との相互直通運転について一切議論され
ておらず、個別の幸区構想素案にどういう経緯で記述
にいたったか理由について回答されたい。
　さらに、また幸区構想区民提案にもとづいて「川崎縦
貫高速鉄道線の整備よりも南武線の立体交差化を優
先します。」との記述の併記を要望するとともに、当初
併記しなかった理由について回答されたい。

交
通
体
系

309 20,
36

鹿島田駅前の踏切については、幸区構想素案P20
（３）地域の生活拠点としての鹿島田駅周辺地区　＜
現状･課題＞の項において、自動車や歩行者、自転
車が、安全で快適に通行できる交通環境の整った拠
点の形成が課題であると記述しております。ＪＲ南武
線の連続立体交差化については、具体の方策であ
り、現状・課題の記述にはふさわしくないために記載
しておりませんが、「通勤・通学の時間帯には『歩行
者や自転車で』大変な混雑」と、記述を追加、修正し
てまいります。
鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しておりますが、JR南武線による交通の渋滞や
地域の分断は、幸区においては特に重要な課題であ
ることから、幸区構想（案）交通体系　 1幹線道路の
ネットワーク形成をめざします　の項に(5)を新設し、
JR南武線の連続立体交差化に関する項目を分割し
て記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承ください。
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312 JR南武線高架化について
　全体構想及び幸区構想の中において南武線の高
架化について「京急大師線の進ちょくを見極めなが
ら、JR南武線の連続立体交差化を検討します」との記
述がありますが、この問題は幸区民の長年にわたる悲
願であります。特にラッシュ時の鹿島田塚越踏切の状
況を見るに、一刻も早い高架化の実現を願うばかりで
す。交通体系ばかりでなく、新しい幸区の都市計画を
考えていく上でも大きな障害となっているJR南武線の
問題を解決していただけるよう川崎市の更なる努力を
期待いたします。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承下さい。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

313 JR南武線の連続立体交差化について
　幸区を東西に分断している南武線の連続立体化
は、幸区民にとって長年の希望であり要望をしてきま
した。また、川崎縦貫高速鉄道線Ⅱ期整備は、１万人
アンケートでも幸区民の意向はその必要性を望んで
いません。
　都市計画マスタープラン幸区民提案の公共交通
ネットワークにおいて「川崎縦貫高速鉄道の整備より
南武線の立体化を優先する」を第１の基本方針とし、
幸区域の分断解消、交通渋滞の緩和、安全な歩行空
間の確保のため南武線の立体化（高架化もしくは地
下化）を推進するまちづくり提案を阿部市長に行いま
した。しかし、今回の幸区構想素案では「京急大師線
の進ちょくを見極めながら、JR南武線の連続立体交差
化を検討します。」の表現となっています。これでは納
得しかねます。
　「JR南武線の連続立体交差化の整備は早期に進め
ます。」の表現への変更をお願いするとともに、はっき
りとした回答をお願いいたします。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承下さい。しかしな
がら、立体交差化事業には多額の費用が必要である
ことから、JR南武線については、現在事業が進めら
れている京急大師線連続立体交差事業の進ちょくを
見極めながら検討していく必要があると考えておりま
す。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

314 　幸区を縦に分断している南武線の高架化は、幸区
民にとって長年の都市計画整備の希望であり、要望を
してきましたが「京急大師線の進ちょくを見極めなが
ら、JR南武線の連続立体交差化を検討します。」の表
現では納得しかねます。
　はっきりとした説明をお願いいたすとともに、早期の
整備を要望いたします。川崎縦貫高速鉄道Ⅱ期整備
は、幸区民のアンケートでも必要性を望んでいませ
ん。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承下さい。しかしな
がら、立体交差化事業には多額の費用が必要である
ことから、JR南武線については、現在事業が進めら
れている京急大師線連続立体交差事業の進ちょくを
見極めながら検討していく必要があると考えておりま
す。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

315 幸区の交通に関する将来構想の最優先課題はＪＲ南
武線の立体化ですが、これについで重要な課題とし
て取り上げていただきたいのは、現在陸橋にあわせて
上下しているＪＲ貨物線と横須賀線の完全立体化で
す。新鶴見操車場跡地の開発に合わせて、御幸／日
吉地区を分断している両線が立体化されれば、日吉
／新鶴見操車場跡地／御幸地区を平面道路で結べ
ることになり、交通渋滞に抜本的な改善が期待できま
す。地下鉄計画などに先んじて古くからの懸案を解決
することが幸市民にとって重要です。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、ＪＲ南武線による交
通の渋滞と地域の分断は、幸区においては特に重要
な課題であることから、幸区構想(案)交通体系　１幹
線道路のネットワーク形成をめざします　の項に（５）
を新設し、ＪＲ南武線の連続立体交差化に関する項
目を分割して記述してまいります。なお、都市計画マ
スタープランは施策の優先度を定めるものではありま
せんので御了承ください。
ＪＲ貨物線と横須賀線の立体化については、御意見と
して参考にさせていただきます。
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316 　JR南武線の立体化については、30年以上前から
言ってきている。「京急大師線の進ちょくを見極めなが
ら・・・」と総合計画と同様の記述であるが、JR南武線と
京急大師線にどのような関係があるのか。また、幸区
では中心部を南武線が通り、地域を分断し、不便であ
るが、それにも関わらず矢野口から先の区間がなぜ先
に行われるのか。幸区の最優先の課題として具体的
に進めてほしい。

鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承下さい。しかしな
がら、立体交差化事業には多額の費用が必要である
ことから、JR南武線については、現在事業が進めら
れている京急大師線連続立体交差事業の進ちょくを
見極めながら検討していく必要があると考えておりま
す。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

矢向駅については、横浜市域であることから、本市が
矢向駅周辺の開発を進めていくことはできませんが、
周辺にお住まいの区民にとっては身近な問題である
ことから、幸区構想素案P21　１（４）鉄道駅を中心とし
た生活拠点　の項において、交通環境の現状・課題、
横浜市との連携についての記述を追加、修正してま
いります。なお、他市区との連携につきましては、幸
区構想素案P16　「都市構造　4　交通を育みます」の
(8)において別途位置づけております。
鉄道の立体化や整備については、それぞれ市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り
記述しております。しかしながら、JR南武線による交
通の渋滞や地域の分断は、幸区においては特に重
要な課題であることから、幸区構想（案）交通体系　 1
幹線道路のネットワーク形成をめざします　の項に(5)
を新設し、JR南武線の連続立体交差化に関する項目
を分割して記述してまいります。
なお、都市計画マスタープランは施策の優先度を定
めるものではありませんので御了承ください。しかし
ながら、立体交差化事業には多額の費用が必要であ
ることから、JR南武線については、現在事業が進めら
れている京急大師線連続立体交差事業の進ちょくを
見極めながら検討していく必要があると考えておりま
す。
御意見の趣旨については、政策領域別基本計画等
の具体の取組みの参考とさせていただきます。

　矢向駅へのアクセス改善・バリアフリー化を望みま
す。
　矢向駅前の踏切は、道路と３本の線路（うち最も東側
の線路は他の２本の線路からやや離れている）が斜め
に交差している上、歩行者、自転車、自動車の交通
量が非常に多く、大変危険な踏切といえます。また、
駅に近接しているせいか、朝夕のラッシュ時を中心
に、遮断時間が非常に長いように感じます。以前、踏
切の遮断機が閉まりきるまでに渡りきれなかった老人
を見付け、遮断機の外へ出られるよう補助したこともあ
ります。
　現在の危険な状態を改善し、誰もが安全かつ快適
に駅を利用することができるようにするため、駅の橋上
化、またはJR南武線の立体交差化を望みます。
　駅の敷地の大部分は横浜市にあるようですが、川崎
市民の利用も多いので、課題の改善のため、積極的
に動いていただきたい。
　また、矢向駅へのアクセスには上記のような危険や
問題点があるため、矢向駅が最寄であるにも関わら
ず、川崎駅へ自転車で出る方も多いようです。よっ
て、矢向駅付近の改善は、川崎駅西口の自転車問題
の改善にもつながると思います。
　危険な状況を一刻でも早く解消していただきたいの
で、「京急大師線の進ちょくを見極めながら」ではな
く、早急に進めていただきたいと思います。なお、矢向
駅付近にはJRの電留線があるため、立体交差化の方
法を採用した場合、莫大な費用がかかるか、または本
線のみの立体化（電留線と踏み切りは残る）になりか
ねないと思われるので、本箇所に関しては、駅の橋上
化が最も望ましいと考えます。この橋上駅の改札口に
接続する歩道橋については、最低でも「さいわい歩道
橋（幸町）」と同等の仕様（スロープ・エレベータ付き）
が望ましく、できればエスカレーターもついていればな
お良いと思います。

317
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318 　矢向駅は横浜市に位置するが、矢向駅と操車場跡
地の間の道路についても、横浜市と連携をとって整備
を進めてほしい。

矢向駅については、横浜市域であることから、本市が
矢向駅周辺の開発を進めていくことはできませんが、
周辺にお住まいの区民にとっては身近な問題である
ことから、幸区構想素案P21　１（４）鉄道駅を中心とし
た生活拠点　の項において、交通環境の現状・課題、
横浜市との連携についての記述を追加、修正してま
いります。
なお、他市区との連携につきましては、幸区構想素案
P16　「都市構造　4　交通を育みます」の(8)において
別途位置づけております。【再掲】

319 　歩行者や自転車が安心して通行できる歩道等の整
備を望みます。
　国道１号線とさいわい緑道が交差するところにある横
断歩道へ進入する際の視界が非常に悪いです。南河
原公園の出入口にあるブロック塀やさいわい緑道の
塀などが、歩行者や自転車運転者の視界を悪くして
います。また、横断歩道へ進入しようとする歩行者・自
転車と、国道１号線脇の歩道を進む歩行者・自転車と
がぶつかりそうになる場面をよく見かけます。見通しを
悪くするこれらの塀などの撤去（または一部除去）を望
みます。
　また、現状、南河原公園～川崎幸病院～梅園幼稚
園間の細い通路・道路に自転車・歩行者が集中して
おり、危険な状況になりつつあります（特に川崎幸病
院～梅園幼稚園間は主に住宅街のため、見通しが悪
い）。南河原公園に隣接する国道１号線脇の歩道部
分を歩行者・自転車が安全に通れるよう拡幅していた
だきたいです。
　また、ハードの整備だけでなく、ソフトの面でも歩行
者・自転車のための交通安全対策を行っていただき
たいです。具体的には、自転車の危険運転（携帯使
用・無灯火・二人乗り・三人乗りなど）に対して罰則（反
則金など）付きで直ちに取り締まれるような条例を制定
する等の対策が必要だと思います。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
に、個別具体の道路整備や自転車の運転に関して記
述するものではありませんが、御意見の趣旨につきま
しては、幸区構想素案P33　２（１）歩行者・自転車・自
動車が共存する安全な道路整備　の項において、歩
行者・自転車のネットワークや利用者のニーズへの考
慮、歩行者・自動車等の交通量が多く、一定の幅員が
確保されている道路についての歩車分離を図るため
の歩道や自転車歩行者道の設置、交通安全施設の
設置や道路構造の工夫などの安全対策についての
基本的考え方を反映していると考えております。また、
自転車利用に関しては、幸区構想素案P36　５（３）自
転車利用の促進、自転車と共生するまち　の項にお
いて、自転車等の利用マナーの向上等、周辺等での
放置自転車問題対策について記述しております。具
体的な御提案につきましては、参考とさせていただき
ます。

都
市
環
境

320 14 　３　水と緑を育みます（２）街なかの水辺と緑の創出と
の関連で一考察とさせていただきます。
　幸区内の公園の未設置と矢上川周辺の水辺と緑空
間について
１　新整備をしていただきたい
２　小倉緑道の大再整備、夢見ヶ崎公園との緑のネッ
トワークによる街づくりの創出
３　（日吉地区）これらの水辺と緑のあふれる豊かな景
観を守りつつ区民・市民が身近に自然とふれあう環境
学習の拠点をつくり、自然環境を活かしたまちづくりの
構想を考えていただきたい。
４　環境学習を全小中学校に実施していただきたい。
環境を良くするも悪くするも人である。したがって、人
間教育をすることである。色々な政策といっても人間
を育てることが第一義である。

公園未設置地区の解消、小倉緑道など街なかの身近
な緑地の整備、夢見ヶ先公園の豊かな緑を活かした
まちづくりなど、水と緑のネットワークづくりにつきまし
ては、幸区構想素案P39　２　鶴見川・矢上川の水辺
空間の活用、P40　４　緑の拠点としての既存公園の
整備と身近な緑の創出　の項の中に反映されているも
のと考えております。
環境教育、環境学習の推進につきましては、都市環
境の形成にとって重要と考えおりますが、都市計画の
基本的方針である都市計画マスタープランにおいて、
環境学習の全小中学校実施という項目を記述するこ
とはできないと考えております。なお、市立小中学校
を中心に環境関連の副読本等が、さらに市立小学区
を中心にまちづくり副読本が配布されているともに、環
境教育を含めたまちづくり学習の実践につきまして
は、すでにいくつかの取り組みが進められておりま
す。御意見の趣旨につきましては関係部局に伝えると
ともに、今後の取組の参考とさせていただきます。
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321 　幸区構想素案の「Ⅳ　都市環境方針図素案」の中
で、幸区のシンボルマークのようなメビウスリングの交
点である新鶴見操車場跡地の部分は既存公園もあ
り、将来の幸区の水と緑のネットワークの拠点となる
「環境に優しい循環型のまちづくり」のシンボルとなる
ような公園・広場の整備を行ってはいかがでしょうか。
現在、開発が進められておりますが、既存公園と開発
区域・新規道路等の整備や将来の管理等について、
開発事業者と区民・行政の話し合いができるような行
政からの調整をお願いしたい。具体的にお答え願い
ます。
　また、区民提案されている「エコ・シティ新川崎」にふ
さわしい水と緑の拠点としたらいかがでしょうか。

新川崎地区（新鶴見操車場跡地）につきましては、日
吉地区と御幸地区をつなぐ重要な位置にあることか
ら、幸区構想素案P19　１（２）④ゆとりと潤いのある街
なみ景観づくり　の項において、環境と防災機能に配
慮した民有地の緑化やオープンスペースの確保によ
る、ゆとりと潤いのある良好な都市環境の形成につい
て記述しております。また、本地区は緑化推進重点地
区の候補エリアとして位置づけており、都市環境の方
針図で示しております。資源の循環・再利用・省エネ
ルギー等の循環型まちづくりについては、全市的な課
題として、幸区構想素案P43　６（3）環境に優しい循環
型のまちづくり　の項において、御意見の趣旨につい
て盛り込んでいると考えております。なお、水と緑の
ネットワークの標記は概念図として示したものであり、
交差部分の位置づけが他と比較して高くなるという優
先度を示したものではありません。
今後の具体的な整備、管理等につきましては、地区
計画に基づき、市民、事業者、行政の協働により、進
められるものと考えておりますが、御意見の趣旨につ
きましては、今後の参考意見とさせていただきます。

都
市
環
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322 　方針図に水と緑のネットワークが記載されているが、
新鶴見操車場跡地の部分の緑が不足している。

新川崎地区（新鶴見操車場跡地）につきましては、日
吉地区と御幸地区をつなぐ重要な位置にあることか
ら、幸区構想素案P19　１（２）④ゆとりと潤いのある街
なみ景観づくり　の項において、環境と防災機能に配
慮した民有地の緑化やオープンスペースの確保によ
る、ゆとりと潤いのある良好な都市環境の形成につい
て記述しております。また、本地区は緑化推進重点地
区の候補エリアとして位置づけており、都市環境の方
針図で示しております。

323 　都市防災として、学校等を地域防災拠点として一時
生活できる場所としていますが、大災害直後（三日間
程度）は救援体制が整うまでのつなぎとして町内会単
位の「いっとき避難所」で安全を確保してほしいという
のが危機管理室の方針と理解しています。そのため、
本プランにも、「いっとき避難所」→「地域防災拠点」→
「広域避難所」の段階避難体制を明確にしてそれぞれ
の避難所で救援を得られるように明文化してください。

御意見の趣旨につきましては、政策領域別基本計画
である川崎市地域防災計画に記述しておりますが、
都市計画マスタープラン素案の記述内容をわかりや
すくするため、避難についての考え方を参考図として
追加修正いたします。

324 防災について、一時避難に関する記述がない。 御意見の趣旨につきましては、政策領域別基本計画
である川崎市地域防災計画に記述しておりますが、
都市計画マスタープラン素案の記述内容をわかりや
すくするため、避難についての考え方を参考図として
追加修正いたします。

都
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325 都市計画マスタープラン素案説明会における意見項
目について
　マスタープランの素案の段階では、抽象的文言の表
現で行政施行の具体的な指摘でのプラン言及や表現
にいたり難いのかもしれないが、説明会出席の市民の
意見において次の傾向が見られたのではないかと思
うので計画案成立において配慮いただければと考え
暫時述べておきます。
１．地域分断化の原因である南武線の立体化の推進
について
２．都市計画道路の整備推進と都市計画道路の見直
し等の検討状況について
３．準工業地域等の工場跡地におけるマンション建設
への対策の具体的記述について
４．横浜市域である矢向駅改良及び周辺道路整備に
おける連携強化について
５．新鶴見操車場跡地の整備における緑化の推進と
道路整備の推進について
６．不適地が存在する地域の実態に合わせた二ヶ領
用水の親水化の検討について
７．各区の特性や目玉となるポイントの更なる強調に
ついて

御意見の１、３、４、５、につきましては、別途意見書を
頂いておりますので、各項目に対する考え方を御参
照ください。
２．都市計画道路の整備推進と都市計画道路の見直
し等の検討状況につきましては、都市計画マスタープ
ランの策定と並行して、平成17年度から「都市計画道
路網のあり方」検討を行っております。都市計画道路
のあり方や都市計画道路の見直しの基本的考え方に
ついて平成18年４月に中間答申を行い、パブリックコ
メントを実施し、広く皆様の御意見を伺い、見直し対象
路線・区間の選定、路線別見直し方針について明ら
かにしてまいります。また、個別路線ごとの整備計画
については、平成18年度に「道路整備計画」の策定
作業を行っておりますので、今後おおむね10年間に
行われる事業は、その中で明らかにしてまいります。
御意見の趣旨につきましては、これらの検討を進める
上で参考とさせていただきます。
６．不適地が存在する地域の実態に合わせた二ヶ領
用水の親水化の検討につきましては、幸区構想素案
P39　３　身近な水辺の整備　の項において記述され
ていると考えております。
７．各区の特性をいかした都市計画マスタープランに
なるよう素案の作成に取り組んでまいりましたが、総合
計画等との整合や全市的な記述方法の整合を図るな
かで、特に分野別の方針において区の特性がわかり
にくくなっている可能性がありますが、さまざまな事項
に配慮して総合的に都市計画の基本的目標・基本的
方向を定める行政計画であるという性格上、特定の項
目に特化して強調することが困難となっておりますこと
に御理解いただければと考えております。なお、各区
の特性は、「めざすべき都市像」において特に記述さ
れていると考えております。
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対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

め
ざ
す
べ
き
都
市
像

401 　中原区の顔ともいうべき等々力緑地をはじめ、多摩
川河川敷はまちの財産だと思います。知人から聴い
たのですが、中原というと工場の多い街のイメージが
強いようです。等々力緑地のような緑があることが知ら
れていないようです。これからはまちのイメージづくり
が大切だと思います。せっかくのこれだけの緑がある
ので、もっとPRできるような街づくりを期待します。駅を
降りたところから、緑の街を予感させるような演出や、
等々力緑地への楽しい歩道など魅力あるまちづくり、
まちの顔づくりが必要と思います。

御意見の趣旨につきましては、中原区構想素案にお
きましても、P16 3(3)水と緑のネットワーク、P37 1(2)豊
かな緑をつなぐ緑のネットワークの形成、P41 1「まち」
の魅力向上のための環境整備をめざします　等の項
目の中に反映されているものと考えております。御意
見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていただ
きます。

402 18 　土地利用の基本方針に示されているように、小杉駅
周辺地区を、広域拠点にふさわしい、にぎわいのある
まちとして、整備・発展させてゆくことが、中原区全体
のまちとしての核作りという観点から非常に重要な課
題であると感じております。現在の東急東横線武蔵小
杉駅の東南側は、大きく開発が進められ、今後の発展
が大変期待されます。
　一方で、JR武蔵小杉駅の北側方面については、駅
前は整備されているものの、現状のまちの奥深さに欠
ける状況であり、南の開発が進むとさらに南北の格差
が拡大し、取り残されてしまうのではないかと危惧して
おります。ぜひ、北側についても、南側と同じように街
づくりを進めていただき、商業やサービス、公共施設、
憩いの施設など街の機能を誘導していただきたいと思
います。また、南側のようなランドマークとなる建物も期
待します。
　川崎の広域拠点として、業務核都市に位置づけられ
ている小杉地区については、中原区の小杉駅から北
西方向のエリアのまちの顔としての均衡のとれた発展
が重要と考えます。すでにJR武蔵小杉駅の北側地区
も再開発を促進すべき地区として指定されているとう
かがっております。小杉駅周辺地区については、現在
の駅から全方面への均衡な発展が推進されるような基
本構想の策定を希望いたします。

小杉駅周辺地区では、現在駅南側の再開発等が進
められておりますが、中原区構想素案P18 1の項に示
すとおり、駅北側も含め、商業・業務・文化・交流・研
究開発等の諸機能集積と優良な都市型住宅の建設
を適切に誘導し、本市の広域拠点にふさわしい、にぎ
わいのあるまちをめざすこととしております。小杉駅周
辺地区の再開発等具体の取組に対する御期待、御意
見と考え、今後の取組にいかしてまいります。

403 　小杉周辺の発展が大変楽しみです。鉄道のターミナ
ルとして便利な街になると思います。ぜひ、二子玉川
や自由が丘、代官山とかのようなおしゃれで人気のあ
る街にしてください。

小杉駅周辺地区の再開発等具体の取組に対する御
期待、御意見と考え、今後の取組にいかしてまいりま
す。

404 　インターネットで膨大な数の資料を拝見しました。都
市計画というと、川崎駅とか小杉駅とか最近ますます
発展していくようで、いろいろ楽しみです。
　その中の「策定の趣旨等」というのがあり、「市の基本
構想」との整合、県が定める「都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針」との整合というのがありました。
　「川崎再生フロンティアプラン」というのはわかるので
すが、県の計画との整合性というのが具体的にどう
なっているのかよくわかりません。
　以前、開発事業の都市計画の説明会で、再開発の
方針のエリアを示した図があったのですが、確か県か
何かの方針だったと思います。マスタープランというと
あのような事柄との整合性という意味なのでしょうか。
そうであれば、あのようなエリアは、どの部分に示され
ているのでしょうか。

全体構想構想素案P18　都市構造の方針図　につい
て、神奈川県が決定する川崎都市計画都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針（川崎都市計画都市
再開発の方針）において、特に一体的かつ総合的に
市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区として
定める「２号再開発促進地区」等についても表現を追
加してまいります。

４．中原区構想素案に対する御意見と市の考え方

土
地
利
用
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　私は、以前中原区に長年生活しておりました。そし
て今回、武蔵小杉の再開発区域に入居が決まり、大
変愛着ある中原区に戻ることとなりました。実際に計画
を立てる際、住民の意見として取り入れてくだされば
幸いと思っております。
　再開発の内容から見えてくることは、交通の利便性
ばかりを頼る予想以上の住居の乱立でした。大げさに
書かせていただければ、電車が便利であれば、人は
いくらでも集まる。しかし、これには限界があるのでは
と不安になりました。折角の再開発ですから、利用す
る人々が心地良くなる街、また将来的にも価値が上が
る街になることを願っております。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
には具体的な施策の列挙はできませんが、御意見の
趣旨につきましては、中原区構想素案　土地利用の
方針、交通体系の方針及び都市環境の方針におい
て、反映されてるものと考えておりますが、小杉駅周辺
地区のにぎわいのあるまちをめざし、具体の再開発事
業等の取組を進めてまいります。
以下で、個別の御指摘に対して回答いたします。

＜不安点＞
　・風の心配　：NECの辺りを通ると強風が多いため、
高層完成後には更に悪化するのではと心配です。
　・圧迫感：工事が進むたび毎に、高層の圧迫感が増
してきています。更に増えるとなると窮屈で、非常に居
心地が悪いのではと心配です。
　・将来の過疎化　：今後、人口は減少していくにもか
かわらず、これ以上多量な住戸を供給すると将来的に
は過疎化が進み、負の地域になっていまうのではと不
安です。
　・幼稚園、保育園等が少ない　：住戸が大量に増加
するにも関わらず、幼稚園、保育園等が少なすぎるの
ではないかと感じております。もしも、子供の流入が一
時的と考えていらっしゃるのであれば、なおさら心配
です。一時的な増加であるなら、武蔵小杉の将来は、
高齢化、人口減少、過疎化、負の街ということになりま
す。そうならないためには、学校等を充実させ住み心
地をUPすることが重要だと思われます。結果、自ずと
魅力的な街になり、人口も流入するのではないでしょ
うか。また、交通の便が良いということは、共働きの夫
婦も多いのではと予測できます。ならば、給食を増や
す、バスの送り迎えをする等の付加価値も大きなポイ
ントになってくると思います。そういった多種多様なソ
フト面も併せて充実させれば、インターネットが普及し
ている昨今、評判も口コミで広がりフレッシュな人口流
入も可能だと思います。

具体の開発が進んでいる高層建築物につきまして
は、日照、風、景観など周辺環境へ与える影響につい
ては条例環境影響評価を実施する一方、地区計画を
活用しながら適切な土地利用を誘導しております。
幼稚園、保育園等が少ないという御指摘につきまして
は、中原区構想素案P22　３（４）良好な住宅づくりとコ
ミュニティを活かしたまちづくり　の項において、基本
的考え方として反映されていると考えております。

土
地
利
用

405
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　・商業施設が住戸に比べて少ない　：上記の学校同
様、魅力的な店舗が増えれば済み心地が良くなること
は必死です。再開発が完了していないと言う理由もあ
りますが、現状あまりに乏しい施設内容だと思われま
す。例えば、仙川などは、クリーンな街づくりで都心か
ら離れていても、値崩れせず人気が出ているようで
す。風俗店・パチンコ店等は排除、昔ながらの優しい
商店街を残しつつも、おしゃれで実用的な店舗を増
やし、美術館も設ける。活性化の一例だと思われま
す。武蔵小杉は、非常に広範囲な大規模再開発。
もっともっともっともっともっと魅力的な街づくりができる
のではないかと期待しております。
　・高齢者への対応：素案にもバリアフリーのことは記
載されておりましたが、具体的ではないので見えてき
ませんでした。武蔵小杉は、交通網が発達していて非
常に便利なため、人の流れが非常にはやく、高齢者、
障害者には大変歩きづらいと思われます。再開発後
は、バリアフリー化を徹底することで高齢者、障害者に
優しい街が形成されることを期待しております。（専用
通路、ベンチ、バス、見やすい表示方式、憩いの場
等）
　・モータリゼーションへの対応　：現状では綱島街
道・府中街道の渋滞が間違いなく予想されます。結
果、バスなどの利用が倦厭されるばかりでなく、駅周
辺の無法駐車・違法駐輪が続発し、小杉駅そのもの
の魅力が落ちていくことが懸念されます。そのため、こ
れ以上の乱立されないよう、正しい規制を取り入れる
ことが必要ではないでしょうか。無法駐車・違法駐輪は
大変見苦しいです。久々に、武蔵小杉で降りた時、違
法駐輪の多さで街が大変汚く見え愕然としました。

商業施設の不足という御指摘につきましては、中原区
構想素案P18　１（１）広域拠点にふさわしいにぎわい
のあるまちづくり　の項において、基本的考え方として
反映されていると考えております。なお、現在進められ
ている再開発等において、一定の商業施設の整備が
予定されております。
バリアフリーに関する御指摘につきましては、具体的
なバリアフリー施策は記述しておりませんが、中原区
構想素案P19　１（２）地域と連携したまちづくり　の項
において、基本的考え方として反映されていると考え
ております。
駅周辺の違法駐車、放置自転車対策につきまして
は、中原区構想素案P34　３（２）自転車等駐車場の整
備と利用環境の向上　の項において、基本的考え方
として反映されていると考えております。
公園・緑地等の整備につきましては、中原区構想素
案P42　４（１）都市的資源と歴史的資源を活かした中
原区らしい街なみづくり　の項において、基本的考え
方として反映されていると考えております。

土
地
利
用

都
市
環
境

406 　・公園など緑地化計画の欠如：真の「にぎわいのある
まちづくり」とは何でしょうか。前記の例にもございます
仙川・たまプラーザ・二子玉川などは、住居とともに商
業施設・文化施設が集積されておりますが、さらに一
定の割合で公園・緑地が随所に配置されています。こ
れは、行政のマスタープランに基づく指導にほかなり
ません。こういった「量」より「質」を求めた都市計画こ
そが、武蔵小杉という未来都市に必要だと思っており
ます。
　以上、大変稚拙な文章となってしまったこと、お許し
下さい。ただ、中原区への愛着、そして期待は大変大
きなものと自負しております。より良い再開発になるこ
とを切に願っております。
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407 33 　「歩くことが楽しく、自転車と共生できるまちを育む」
大賛成です。小杉周辺は開発が進み、横須賀線の新
駅ができるなど、大変便利になるのが楽しみです。こ
の中心部へ安心して快適に歩いてゆけるまちは素晴
らしいと思います。
　今は、たとえば南武線沿線道路も歩道はあるのです
が、狭いので、人や自転車がすれ違うのに、はらはら
する状況です。特に傘をさしているときや、荷物をもっ
ていると、落ち着いて歩けません。ぜひ、安心して楽し
く歩き、すれ違えるような歩行者のことを配慮した街づ
くりが進むような基本構想としてください。

中原区構想素案及び小杉駅周辺地区の再開発等具
体の取組に対する御期待、御意見と考え、今後の取
組にいかしてまいります。

408 　元住吉駅へのアクセスが徒歩に限られています。そ
こで、２点、意見を述べさせて頂きます。
　自動車でのアクセスが可能なように、駅東側の線路
沿い道路（オズ通り側で駅から武蔵小杉側に延びて
いる道路）を自動車路とし、駅へ自動車で送迎できる
ようにお願いします。または、元住吉駅の改良に合わ
せて、市も駅広整備をお願いします。
　自転車でアクセスが可能なように、駅直近に自転車
とバイクの駐輪スペースを設けてください。駅の北側
にありますが、遠くて利用が不便です。特に、駅に接
する三菱銀行の前は民間施設とは言え、ロープを張
り、さらに歩道にはコンクリートの固まり（ボラード）が置
かれ、買物・通勤路を塞いでいます。バス交通が不便
ですので、遠くから駅に来る方は自転車を使わざるを
得ません。バスは日中は運行していませんので、自転
車は必須です。
　構想ではブレーメン通りから西にしか都市計画道路
が延びていませんが、この道路は歩行者専用化して
いるので、オズ通りにも繋がるように整備してください。
より住みよいまちにするために、よろしくお願いいたし
ます。

都市計画マスタープランでは、具体的な整備事業等
の記述をしておりませんが、御指摘の駅周辺の交通
施設の改善や道路空間の改善につきましては、中原
区構想素案P20　２（２）交通結節点としての地域交通
環境の整備　の項において、市民・事業者と連携した
取組の基本的考え方等を記述しております。
都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基
本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺
い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針
について明らかにしてまいります。また、個別路線ごと
の整備計画については、平成18年度に「道路整備計
画」の策定作業を行っておりますので、今後10年間に
行われる事業は、その中で明らかにしてまいります。
御意見の趣旨につきましては、これらの検討を進める
上で参考とさせていただきます。
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整理
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境

501 16 　都市構造のP16において、円筒分水周辺が、水と緑
の拠点に位置付けられておりますが、都市構造方針
図において、水と緑の拠点の記号が記入されておりま
せんので、記入をお願いします。
　円筒分水周辺地区は、高津区の重点課題として位
置付けられており、今後の整備の方針を今年度、ワー
クショップで検討いたします。円筒分水まわりは、公共
用地として、将来にわたり担保された土地です。また、
周辺緑地も、緑地保全地区、特別緑地保全地区な
ど、保全を担保された緑地があります。久地梅園公園
もあります。以上の点から、高津区の水と緑の拠点とし
て、最も重要な場所としての位置付けをお願いいたし
ます。

国の登録有形文化財に指定されている二ケ領用水
久地円筒分水を、高津区構想素案P18都市構造の方
針図において、水と緑の拠点として追加、修正いたし
ます。あわせて、同素案P16 1(3)の◇項目において、
二ケ領用水久地円筒分水を新たに別項目として分割
記述いたします。

都
市
構
造

502 16 　橘地区について、拠点としての表現が弱い。P16に
おいて、縦貫高速鉄道線の鉄道駅等の整備の機会を
とらえて誘導しますと記述しているが、抽象的で分かり
づらい。イメージしやすいように、具体的に説明してほ
しい。

橘地区につきましては、用途地域として近隣商業地域
もあり、商業系土地利用が可能となっていますが、現
状は商業施設が分散立地しており、本市の拠点として
位置づけるほどの集積が見込めない状況となっており
ます。現在、市として拠点整備事業を進める予定はあ
りませんが、今後の縦貫高速鉄道線整備等の機会を
とらえて、生活を支える拠点形成を誘導する方策とし
て、都市計画の観点からの検討を考えております。

503 22 　P22の計画的な拠点形成の記述について、手法とし
て地区計画を記述しているが、事業者は利益を優先
とすることから、事業者も含めた地権者の合意は難し
いのではないか。よって、区民提案では、巨大マン
ションの林立を規制するルールづくりを提案した。20
年後のマスタープランとしては記述が足りない。

工業地域における住宅系の建築物につきましては、
平成18年３月から高度地区制限をかけており、工業地
域における大規模工場跡地等の土地利用転換に際
して、一定の効果があると考えております。また、拠点
地区の商業系地域におきましては、生活拠点としての
機能強化を図るため、地区コミュニティの核としての商
業、サービスその他の業務の利便を増進する中密度
の複合的な土地利用の誘導を第一に考えております
が、高層の住宅を建築する場合においては、高津区
構想素案P22　１（２）鉄道駅を中心とした拠点地区等
における土地の高度利用と再開発の促進　の項にお
いて、商業振興施策や周辺市街地の環境改善に資
する計画的土地利用の誘導について、基本的考え方
として反映されているものと考えております。

504 23 　高津区の人口増加に対して、公共施設が不足して
いる。例えば、市民館の音楽室が曜日によっては倍
率が100倍に達するような状況である。市民活動の場
を確保するためには、商店街の空き店舗利用を可能
にするために、内装費の補助を実施するなど、具体的
なことをやるべき。

都市計画マスタープランでは御意見のような詳細な補
助制度等まで記述するものではありませんが、基本的
な考え方につきましては、高津区構想素案P23　１（５）
身近な暮らしを支える公共公益施設の活用とコミュニ
ティの拠点づくり　の項において反映されているものと
考えております。

505 27 　P27において、北見方・下野毛地区は、工場の操業
環境の維持と住宅地との調和をめざすと記述されてい
るが、現状のままで良いということなのか。意味がよく
わからないので、ご説明願いたい。

高津区構想素案P31　＜土地利用の区分＞「⑧住工
調和エリア」の項において、工場の操業環境維持と住
民主体による住環境との調和誘導の基本的方向を記
述しております。

土
地
利
用

５．高津区構想素案に対する御意見と市の考え方
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土
地
利
用

506 27 　大規模工場跡地等について、計画的な土地利用の
誘導に努めますと記述されているが、具体的な手法を
記述すべき。

個別の計画や土地利用については、様々なものが考
えられますので、高津区構想素案P27　３（１）②大規
模な工場等の土地利用転換の適切な誘導　の項にお
いて、基本的考え方として反映されているものと考え
ております。

土
地
利
用
･
都
市
環
境

507 良好な斜面緑地の保全の記述について、土地利用の
ルールづくりと記述しているが、具体的にはどういった
ものなのか。「地権者の理解と協力を得て」といって
も、具体的な施策なしでは、斜面緑地は失われていく
と思います。

良好な斜面緑地の保全については、さまざまな具体
的施策がありますので、高津区構想素案P24　２（２）
自然環境と調和した住宅地の形成、P40　１（１）高津
を特徴づける多摩丘陵の崖線の緑の保全　の項にお
いて、様々な緑地保全施策の活用や、開発事業等に
おける緑地の保全配慮に関する基本的考え方を記述
しております。

都
市
環
境

508 44 　策定委員報告会では、梅林や菖蒲園といった記述
は民有地緑化として表現を調整したという説明があっ
たが、P44の＜現状・課題＞において、梅林や菖蒲園
といった記述があるのはなぜか。

基本的考え方を示す方針部分には具体的名称を記
述しておりませんが、現状・課題につきましては、例示
的に梅林や菖蒲園を記述しております。

そ
の
他

509 区民提案の記述が素案でどのように変わったのかわ
かりやすく示して欲しい。

案の縦覧に際して、区民提案書、区民提案と都市計
画マスタープラン案との対応表をあわせて縦覧してま
いります。
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対象
項目

整理
NO

P 意見の要旨 市の考え方

都市
構造

601 　菅生、長沢などでは、田園都市線沿線より小田急線
沿線、世田谷町田線との連携が強い。宮前区でも端
のほうは、周辺地域との関連性が強い。昔からの地形
や交通体系を踏まえた上で、周辺地域との関連性を
骨格としてしっかり記述すべき。
　また、梶ヶ谷ターミナル周辺では、コンテナトラックが
増大し渋滞が起こっている。行政は都市の骨格づくり
をしっかり記述すべき。

宮前区構想素案につきましては、区別の構想となって
いるため、区内の記述が中心となっておりますが、隣
接する地域との関係性につきましては、全体構想素
案P14　１　広域調和・地域連携型のまちをめざします
の項において反映されていると考えております。
都市の骨格となる幹線道路の整備等の考え方につき
ましては、宮前区構想素案P32 1快適に移動できる道
路網のあるまちをめざします　の項において基本的な
考え方を記述しております。

602 19,
24

川崎縦貫高速鉄道の宮前区における都市基盤での
位置づけについて
　宮前区都市計画マスタープランにおける川崎縦貫
高速鉄道は５駅の設置計画となっており、まちの都市
基盤整備では、もっとも重要な大黒柱的要素である。
路線変更による国の認可はまだこれからにしても、20
年先を見据えた計画ならなおのこときちっと５駅を活
用したまちのありようを文言でいれるべきである。便利
さだけでなく、土地利用のすすめかたについては早く
から地域の合意があったほうが良く、この業務への行
政の姿勢意気込みが見えてないと思います。（P19　１
（３）①計画的な土地利用転換の誘導について）
　P24　５　地域別のまちづくりの方針　の項において、
インターチェンジ周辺及び幹線道路沿道地域、につ
いては項目があるが鉄道についてはなぜ記されてい
ないのか。５駅を新しいまちの核としながらも地域特性
を活かした方針も入れてもらいたい。
　川崎市全体計画では何千億円もの一大投資事業推
進を決定しているにもかかわらず、もし中止になっても
使える抽象的な文言の都市構造、交通体系の骨格に
なっている。
　川崎市全体計画で地下鉄ができればまちの顔や形
がかなり変わるはずだが、プランの中では特徴的に見
えません。もっと見せるべきだと考えます。

川崎縦貫高速鉄道線の整備につきましては、市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記
述しておりますが、現段階では、駅位置の詳細につい
ては、決定しておりません。したがって内容につきまし
ては、宮前区構想素案P15 2(1)地域の交流を支える
交通体系の項において、川崎縦貫高速鉄道を周辺都
市との連携や区内の各拠点・地区の交流・連携を支
える「鉄道軸」として位置づけ、同素案P17の都市構造
方針図において、基本的方針に該当する内容を記述
しております。また、同素案P18 1(1)魅力ある地域生
活拠点の形成　の項において、川崎縦貫高速鉄道線
の整備の機会をとらえた記述を行い、同素案P19　１
（３）鉄道駅を中心とした拠点地区等における土地の
高度利用と再開発の促進　の項において、駅整備に
際しての基本的考え方を記述、さらに同素案P28＜土
地利用の区分＞②地域商業エリアの土地利用の基本
的方向にも、土地利用の誘導について記述しておりま
す。
以上の記述は、全体に通じる考え方であり、より具体
的な生活圏の特性ごとに整理したP24 5地域別のまち
づくりの方針　の項には記述しておりませんが、御意
見の趣旨につきましては、今後の具体的な取組の参
考とさせていただきます。

603 21 ２（７）誰もが住み続けられる住環境づくり　について
　内容が住宅づくりに偏っているように思います。例え
ば、都市ガスや下水道などのインフラ整備促進支援を
記述する。
　支援のひとつとして河川敷道路の活用がある。河川
の景観を愛する歩行者に配慮した道路として維持・管
理するだけでなく、ライフライン強化にも利用できるよう
規制緩和を進めていく必要がある。

御指摘の箇所は、分野別の方針として、特に住環境・
住まいづくりに関して重点的に記述している部分と
なっており、下水道分野も含めた記述とはなっており
ません。下水道の整備につきましては、宮前区構想素
案P43　３（２）都市の安全、快適な環境づくりをめざし
た下水道の整備　の項において、基本的考え方を記
述しております。
ライフライン強化につきましては、防災上重要な事項
でございますので、宮前区構想素案P48　１（４）都市
施設の防災性向上　の項において、基本的考え方を
記述しております。河川敷道路活用の具体的御提案
につきましては、御意見として参考とさせていただきま
す。

６．宮前区構想素案に対する御意見と市の考え方

土
地
利
用

1/2



交
通
体
系

605 　縦貫高速鉄道線の整備について、市長が５年間延
期し、現在は小杉に重点を置いてやっていくということ
だが、素案には５行程度しか記述されていない。もう
少ししっかりと記述してほしい。

川崎縦貫高速鉄道線の整備につきましては、市の「総
合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図り記
述しております。内容につきましては、宮前区構想素
案P15 2(1)地域の交流を支える交通体系の項におい
て、川崎縦貫高速鉄道を周辺都市との連携や区内の
各拠点・地区の交流・連携を支える「鉄道軸」として位
置づけ、同素案P17の都市構造方針図において、基
本的方針に該当する内容を記述しております。また、
同素案P18 1(1)魅力ある地域生活拠点の形成　の項
において、川崎縦貫高速鉄道線の整備の機会をとら
えた記述を行い、同素案P19　１（３）鉄道駅を中心とし
た拠点地区等における土地の高度利用と再開発の促
進　の項において、駅整備に際しての基本的考え方
を記述、さらに同素案P28＜土地利用の区分＞②地
域商業エリアの土地利用の基本的方向にも、土地利
用の誘導について記述しております。

都
市
防
災

606 行政と市民の役割分担について、行政が何をどこまで
できるのかを明確に記述してほしい。河川整備を例に
すると、平瀬川上流部には、生産緑地がかなりある
が、相続発生後は保全されるかどうかわからない。平
瀬川は現在時間雨量50ｍｍ対応になっているが、大
雨の時には下の尻手黒川道路は水浸しになる。川崎
市では90ｍｍ対応をめざしているというが、いつになる
かわからない。行政としてどこまでできるのかを明示す
べき。

都市計画マスタープランでは詳細な事業計画を示す
ものではないことから、平瀬川の治水対策につきまし
ては、宮前区構想素案P47　１（３）①河川の整備　の
項において、基本的考え方を記述しております。な
お、市として今後10年間は時間雨量50mmに対応でき
る整備が図られていない区間につきまして、整備を進
めてまいります。御意見の趣旨につきましては、今後
の具体的な取組の参考とさせていただきます。

河川関係につきましては、宮前区構想素案P41　１
（５）水に親しめる河川づくり　の項において、基本的
考え方を記述しておりますが、都市計画マスタープラ
ンでは詳細な事業手法までの記述は行っておりませ
ん。
御意見の趣旨である維持管理用水確保につきまして
は、関連する項目として、同素案P40 1(4)住宅地と農
地が調和したまちづくり　①優良な農地の保全　の項
において、「農地が雨水の保水や地下水の涵養等の
多面的な機能を持っていることから、良好な都市環境
の形成に資する一団の優良な農地は、生産緑地地区
に指定し、保全に努めます」と記述し、さらに同素案
P41 1(6)水と緑のネットワーク形成　の項において、
「健全な水循環を回復し、地下水の保全を図るため、
地下水涵養の取組や湧水地の整備に努めます」と記
述、さらに同素案P44 3(5)環境に優しい循環型のまち
づくり　の項において水循環構造の保全・再生等の視
点に立つ旨の記述を行っております。あわせて都市
防災の観点からも、同素案P48　１（３）②市街地の浸
水対策　の項において、「河川流域の保水・遊水機能
の向上を図るため、流域の優良な農地や良好な緑地
の保全、浸透機能を有する下水道や透水性・保水性
のある舗装材を用いた道路舗装の検討などを進めま
す」と記述しております。
御指摘部分の同素案P26 5土地利用の地域別のまち
づくり方針（２）平瀬川～河川を中心としたまちづくり～
の項においては、基本的考え方を記述し、具体的な
事業手法等までの記述は行っておらず、さらに土地
利用誘導方策における具体的な地域の土地利用規
制に関することは、住民の発意による主体的な活動を
ふまえた土地利用ルールの策定という観点が不可欠
であると考えておりますので、御了承ください。御意見
の趣旨につきましては、今後の具体的な取組におけ
る参考とさせていただきます。

宮前区水沢・平瀬川水源域を守る土地利用について
　北部市場西側、菅生水沢の森計画地北側の生産緑
地一帯は今後地主さんの相続があるたびに開発が進
むと思われます。多摩川に二子でつながる平瀬川は８
ｋｍ弱の都市河川ですが、流域にとってはこの大地に
人が住み始めた太古の時代から、命の水、生活環境
資源として大切な川でした。都市マス素案の中では平
瀬川を活かすまちづくりは要素としてあっても、どう都
市河川の維持管理をしてゆくのか、特に平常時の維
持管理用水確保のための施策がありません。そして大
雨時対策では今50ｍｍ対応ですが上流部水沢地区
の開発に伴う、雨水処理を考えると平瀬川で飲み込
めるのか非常に心配です。地形の特徴をつかんで、
水源域の土地利用を考えると緑のダム構想が必須要
素で、規制しても緑と畑を守れるマスタープランが必
要と考えます。（P25（２）平瀬川地域の～河川を中心と
したまちづくり～①、②関係）
　市民の主体も大切だが、政治、行政の市民の意を
汲んだ先をみつめた施策決断がないと、手遅れにな
ることが往々にしてある。都市計画こそ網をかけたり規
制したりできるはず、この先見性が問われます。

土
地
利
用
・
都
市
環
境
・
都
市
防
災

25604
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対象
項目

整理
NO

P 内容 市の考え方

701 8,9 　多摩区のめざすべき都市像の基本的な考え方とし
て最初に「ひと・水・緑－住み続けたいまち　多摩区」
が大きくとりあげられています。ところがP９ではその項
目が４として最後に記述されています（基本的考え方
には４はありません）。基本的考え方と同様な扱いで、
１の前に移動してください。

基本的な考え方の「ひと・水・緑　住み続けたいまち
多摩区」の図と合わせて方針記述を冒頭に移動し、
基本的な考え方の項目を１～３の３項目に修正いたし
ます。

702 8,9 　区民提案では「（仮称）多摩川崖線軸」については
特段の位置づけによる保全と継承を重要な柱としてい
ます。その取り組みの重みづけをより明確にしていた
だきたい。「（仮称）多摩川崖線軸」の斜面緑地保全の
実効性の高い取り組みのためには、その区域の適正
な土地利用が必要です。その方針の記述が住宅地の
中に埋没していて、明確になっていません。「ひと・
水・緑－住み続けたいまち」をめざす多摩区の都市像
においては、良好な環境を構成する重要な資源であ
り、重点的に保全すべき緑である「（仮称）多摩川崖線
軸」の区域においては、適切な土地利用が図られるよ
う項目をたてて、誘導の指針を明記していただきた
い。

各構想素案の方針記述を分野別の方針として整理し
ていることから、「（仮称）多摩川崖線軸」の位置する丘
陵部の土地利用については、都市計画上の考え方と
して、市街化を図るべきである市街化区域となってい
るエリアについては住宅地の方針に記述しておりま
す。具体的には、全体構想素案P27、28　＜土地利用
の区分＞④丘陵部住環境向上エリアにおいて「住民
の発意による地区計画等を活用した土地利用のルー
ルづくりを支援し、緑地や農地と調和した住宅地、住
環境の形成を促進」と記述、③丘陵部住環境保全エリ
ア及び④丘陵部住環境保全エリアにおいて「保全を
図るべき斜面緑地については、地権者の理解と協力
を得ながら、緑地保全施策により保全」と記述しており
ます。
なお、各分野の骨格的事項となる都市構造の方針に
おいても、多摩丘陵の緑の保全の項目をたて、都市
構造方針図において（仮称）多摩川崖線軸として位置
づけております。

703 8 ２の項を「身の丈にあった（生活圏中心・修復型・市民
と協働の）まちづくりを推進します。」にする。
＜理由＞
・提案のイメージ（生活圏中心・修復型・市民と協働の
まちづくり）に戻したい。
・「身の丈」という言葉は差別語になっていない。

「身の丈にあった（生活圏中心・修復型・市民と協働
の）」という表現の趣旨につきましては、多摩区構想素
案P９　２　身近な生活圏における市民の暮らしの視点
に立ったまちを育みます　の項の中に反映されている
ものと考えております。また、より広く市民の皆様に分
かりやすい表現として記述いたしました。

704 9 　多摩区構想素案の第２部、めざすべき都市像のP9
２　身近な生活圏における市民の暮らしの視点に立っ
たまちを育みます。について
　多摩区の区民提案は「市民生活に必要な骨格的な
都市基盤整備」と「身の丈にあった生活圏のまちづくり
の推進」の２項目からなっていますが、多摩区素案で
は「身の丈にあった・・・」の考え方は継承しながらも、
「身近な生活圏における市民の暮らしの視点に立った
まちを育みます」と分かりやすい表現に変更されてい
ます。
　多摩区都市マス推進会議に途中から参加した私は
「身の丈にあった・・・」にとまどいを感じました。まちづ
くりに関心のある仲間とも議論しましたが、変更後の表
現が分かりやすいとの意見で一致しました。区民一般
に理解されやすい変更（案）に賛成です。
　注）長い間熱心に討議を続けられた多摩区都市マス
メンバーの方々には、どのような想いがあるのか分かり
ませんが・・・。

「身の丈にあった（生活圏中心・修復型・市民と協働
の）」という表現の趣旨につきましては、多摩区構想素
案P９　２　身近な生活圏における市民の暮らしの視点
に立ったまちを育みます　の項の中に反映されている
ものと考え、素案の表現のままとさせていただきまし
た。

７．多摩区構想素案に対する御意見と市の考え方
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705 9 １の項において、「身の丈にあった生活圏のまちづくり
の推進」という表現の復活を要望します。
　区民提案ではP13及びP14に「（１）市民生活に必要
な骨格的な都市基盤の整備、（２）身の丈にあった生
活圏のまちづくりの推進」と項目を立て、バランスよく
整備していくことを提案しており、これは基盤の整備を
主軸とする従来型のまちづくりから修復型のまちづくり
へとシフトすべきであるという提案で、区民提案の最も
基本的で重要な提案であります。しかも、「身の丈に
あった生活圏のまちづくり」の考え方が「骨格的な基
盤の整備」に影響を及ぼす項目もあります。
　一方、多摩区構想素案のP9において、「２　身近な
生活圏における市民の暮らしの視点に立ったまちを
育みます」と表現されていますが、これは区民提案
P14　（２）③「つまりこれまでの成長拡大型のまちづくり
理念を見直し、新しい時代状況に応じたまちづくりの
考え方として「生活圏中心のまちづくり」や「修復型の
まちづくり」、「市民協働のまちづくり」といった身の丈
にあった生活圏中心のまちづくりを進めていく必要が
あります。」とうたったものとまったくニュアンスが異な
り、「市民の暮らしの視点」といった表現に置き換えら
れるものではありません。

「身の丈にあった（生活圏中心・修復型・市民と協働
の）」という表現の趣旨につきましては、多摩区構想素
案P９　２　身近な生活圏における市民の暮らしの視点
に立ったまちを育みます　の項の中に反映されている
ものと考えております。また、より広く市民の皆様に分
かりやすい表現として記述いたしました。

706 10 ■図中「生活拠点」を「身近な生活拠点」に変更する。
（以下同該当部分は変更する。）
■「地域に応じた整備手法」を「身の丈にあった（生活
圏中心・修復型・市民と協働の）整備手法」に変更す
る。
＜理由＞
・地域生活拠点との違いをはっきりさせる。
・提案のイメージ（生活圏中心・修復型・市民と協働の
まちづくり）に戻したい。「身の丈」という言葉は差別語
になっていない。

「生活拠点」の表現につきましては、他の区の区別構
想を含めた都市計画マスタープランの概念として整理
しておりますので、素案の表現のままとさせていただき
ます。御意見の趣旨につきましては、参考とさせてい
ただきます。
御意見の趣旨（生活圏中心・修復型・市民と協働）に
つきましては、多摩区構想素案P10　図の右側の列
「生活圏を単位にした身近なまちづくり」に関する概念
として整理しておりますので、その意図は図中に示さ
れていると考えております。

都
市
構
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707 14 ■方針図に　生田緑地～多摩川の軸線　を入れるべ
き。
＜理由＞軸線を強調するため。

生田緑地及び多摩川とのアクセスにつきましては、多
摩区構想素案　都市環境の方針等において記述して
おりますが、都市構造の方針図においては、多くが民
有地となっている部分に具体的な整備事業等を示す
ような矢印を表記することは適当でないと考えておりま
すので、素案のままとさせていただきます。御意見の
趣旨につきましては、今後の取組に向けた御意見とし
て参考にさせていただきます。
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709 17 １（１）③３つめの文　・・・、土地の高度利用及び適正
利用を図るため・・・
＜理由＞高度利用だけでなく適正利用という視点も
入れたい。

御意見の趣旨につきましては、多摩区構想素案P17
１（１）③建物の建替え更新を適切に誘導し、新しい魅
力的な都市機能の集積をめざします　の項における
「適切に誘導」、「計画的な誘導」という表現の中に反
映されているものと考えております。

710 17 １（３）②の文章に追加。　・・・。また、連続する低層階
の商業施設と中高層階の住宅をそれぞれ適切なかた
ちに誘導するためのルールづくりや土地利用の誘導
を行います。
＜理由＞
　商業施設の連続した活性化を図るとともに地域生活
拠点にふさわしい街なか居住のための良好な住環境
をつくる（商業地域内のドミノマンション対策）のため。

御意見の趣旨につきましては、多摩区構想素案P17
１（３）②商業地域等における都市型住宅の適切な誘
導　の項において、基本的考え方として反映されてい
るものと考えております。

711 19 １（５）②４つめの文(P19上から２つ目)　「・・・改善を検
討します。」から「・・・に努めます。」に強めるべき。
＜理由＞
　策定趣旨等の文章表現でレベルアップ。

登戸駅と多摩川とを結ぶ歩行者動線の改善につきま
しては、現在のところ、実現に向けて、庁内・関係機
関・市民との協議・調整・検討が必要な事項であること
から、策定の趣旨等素案P８　６（３）文章表現　の項に
おいて示すとおり、「検討します」という表現が適切で
あると考えております。

土
地
利
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都市計画マスタープラン素案の文章表現について
は、策定の趣旨等素案P8　に示すとおり、実施主体や
計画熟度に従って整理しております。「(仮称）多摩川
崖線軸」の良好な斜面緑地の保全については、目標
の実現に向けて、時間はかかっても継続して取り組む
事項と考えており、「保全に努めます」と表現しており
ます。
また、土地利用方針への記述につきましては、各構想
素案の方針記述を分野別の方針として整理している
ことから、「（仮称）多摩川崖線軸」の位置する丘陵部
の土地利用については、都市計画上の考え方として、
市街化を図るべきである市街化区域となっているエリ
アについては住宅地の方針に記述しております。具
体的には、全体構想素案P27、28　＜土地利用の区
分＞④丘陵部住環境向上エリアにおいて「住民の発
意による地区計画等を活用した土地利用のルールづ
くりを支援し、緑地や農地と調和した住宅地、住環境
の形成を促進」と記述、③丘陵部住環境保全エリア及
び④丘陵部住環境保全エリアにおいて「保全を図る
べき斜面緑地については、地権者の理解と協力を得
ながら、緑地保全施策により保全」と記述しておりま
す。
なお、各分野の骨格的事項となる都市構造の方針に
おいても、多摩丘陵の緑の保全の項目をたて、都市
構造方針図において（仮称）多摩川崖線軸として位置
づけております。
土地利用の規制に関する具体的御提案につきまして
は、住民発意による地区計画等の土地利用ルールの
策定支援や地域の実情に応じた質の高い住宅地を
形成するためのきめ細かな土地利用誘導方策の検討
の際の参考とさせていただきます。

■（仮称）多摩川崖線軸の適切な土地利用が図られ
るよう誘導の指針を明記すべき
　P１４　４　（２）多摩丘陵の緑の保全　２行目「（仮称）
多摩丘陵崖線軸」として、重点的に保全すべき緑と位
置づけ、「その保全に努めます」　→「取り組みます」
にすべきです。
　また、その実効性の高い取り組みのためには、都市
計画的手法による土地利用の適正化と緑地等の保全
手法による都市環境整備の双方を推し進める必要が
ある。その点では、（仮称）多摩川崖線軸の斜面緑地
の保全について、都市環境の方針の記述はあるが、
土地利用の方針の記述がないのは不適切である。
　市街化区域が区域の大半である多摩区において、
かつて都市が拡大・成長する時代には、緑地や農地
は未利用地として、将来開発され土地利用がされる対
象の土地であった。しかし、時代は変わり持続可能な
まちづくりをめざす多摩区の都市像においては、それ
らは良好な環境を構成する重要な資源である。よっ
て、重点的に保全する緑である（仮称）多摩川崖線軸
の区域においては、適切な土地利用が図られるよう誘
導の指針を多摩区構想に明記すべきである。土地利
用の方針としてその旨明記されたい。
　そして、その土地利用の誘導を行う際には過去数十
年間の土地利用の経緯に着目することが重要であ
る。イ．都市環境方針図において重要度の高い緑と
位置づけられている部分及びその周辺地区につい
て、ロ．過去数十年間非住宅系の用途の建物が立地
し、ハ．その用途を適法とするために周辺の低層住宅
系の地区より、ゆるやかな都市計画が定められている
区域で、かつニ．現に立地している建物の規模（容積
率や高さ）に比べて定められている容積率や高さの最
高限度が大きい地区については（４つの条件を満たす
地区を中心に）、その是正を行う、あるいは、住宅系の
用途に土地利用が変更される際に緑の保全を妨げる
開発が抑制されるよう、住宅系の利用に転用する際に
限定してより厳しい土地利用ルール（高度地区など）
を設定するなどして、より適正な土地利用を誘導する
ような方策を講ずるべきである。
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712 19 ２（１）１つめの文　「各鉄道駅から約300ｍの周辺地区
（商業等利用圏）は、・・・日常生活を支える歩いて暮
らせる地区コミュニティの・・・」下線部の追加すべき。
＜理由＞
　身近な生活拠点についての記述はここしかないの
で、基本的な事項は落ちのないよう書いてもらう。

生活拠点としての鉄道駅周辺地区の圏域につきまし
ては、必ずしも300mで規定できるものではないと考え
ております。また、「歩いて暮らせる」という表現の趣旨
につきましては、地区コミュニティの「生活拠点」という
表現に反映されているものと考えております。

713 19 ２（１）２つめの文について
　「・・・住民や商店街組織、その他関係者の主体的
な・・・」下線部の追加。
　「・・・街なみ景観の形成を５年、10年のニーズにも応
えながら２０年後に目標を置く身の丈にあった（生活圏
中心・修復型・市民と協働の）まちづくりでめざしま
す。」という表現にすべき。
＜理由＞
・まちづくりには、地元にある大学、鉄道事業者、地元
密着企業等もありうる。
・身近な生活拠点についての記述はここしかないの
で、基本的な事項は落ちのないよう書いてもらう。

まちづくりには、地元大学等もございますので、「その
他関係者」という記述を追加修正してまいります。
「・・・街なみ景観の形成を５年、10年のニーズにも応
えながら２０年後に目標を置く身の丈にあった（生活圏
中心・修復型・市民と協働の）まちづくりでめざしま
す。」という表現につきましては、都市計画マスタープ
ランは20年後の将来像を描いているものであること、
御指摘の記述につきましては生活拠点に関する記述
であること、市民主体のまちづくり活動の支援につきま
しては、文中で既に記述していることから、御意見の
趣旨につきましては、反映されているものと考えており
ます。

714 20 　２（２）①１つめの文　「・・・の強化に努めるとともに、
電線類の地中化等でまちの・・・」下線部追加すべき。
＜理由＞「電線類の地中化」は政府の経済財政諮問
会議でも日本の都市美化と社会資本の形成の観点か
ら議論されている市民権を得た事項であり、身近で現
実味のある具体例として文章に入れたい。また、本都
市防災欄では同じ扱いをしている。

電線類の地中化につきましては、当面、主要な幹線
道路や広域拠点、地域生活拠点等、拠点となる地区
等で進めていくものと考えておりますので記述しており
ません。

715 20 ２（３）１つめの文について
　「・・・、商店街組織や住民、その他関係者の発意に
よる・・・」
　「・・・支援するとともに、電線類の地中化等で景観に
配慮した・・・」下線部追加すべき。
＜理由＞
・まちづくりには、地元にある大学、鉄道事業者、地元
密着企業等もありうる。
・都市美化と社会資本の形成の観点から議論されて
いる市民権を得た事項であり、身近で現実味のある具
体例として文章にいれたい。また、本都市防災欄では
同じ扱いをしている。

１点目については、まちづくりには、地元大学等もご
ざいますので、「その他関係者」という記述を追加修
正してまいります。
２点目については、電線類の地中化につきましては、
当面、主要な幹線道路や広域拠点、地域生活拠点
等、拠点となる地区等で進めていくものと考えておりま
すので記述しておりません。
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716 21 住宅地の特性に合わせた適正な規制・誘導をはかる
　多摩区内の住宅地は、それぞれの形成過程が異な
る。「水・緑の存在によりその豊かな住環境が確保され
ており、相互の相関関係の中で考える」という原則に
基づいて、各地区の特性に対応したかたちで規制･誘
導をはかることが重要である。
　二ヶ領用水沿いなどを中心にスプロール的に宅地
化が進んだ住宅地では、地区の防災性を高めるため
狭あい道路の整備を進めながら、安全で快適な住宅
地の形成を進めることが重要である。この際、農地と
住宅地が調和した良好な住宅地をめざすため、一律
的に広幅員な道路整備を優先するのではなく、農地と
してのオープンスペースと農道などの通路が適切な
ネットワークを形成し、上記の目的を達成するという視
点も重要である。
　丘陵部で計画的に開発がされた住宅地では、既に
良好な住宅地を形成しその住環境を保全していくべ
き地区もある一方で、宅地造成等規制法などの制定
前に開発が行われた住宅地などでその基盤に課題を
残す地区もあるのが現状である。よって、地区の特性
に合わせるという原則によりきめ細やかに規制の適正
化を行うことが重要である。特に現行の土地利用の
ルール（建ぺい率・容積率、高さ、用途のそれぞれ）に
対して、過去数十年間立地してきた建物の規模が小
さい地区（残余部分の大きい地区）については、将来
住民が暗黙に合意している築造を上回る開発が行わ
れるリスクを軽減するために、土地利用ルールの適正
化など見直しを積極的に推進すべきである。

御意見の趣旨につきましては、多摩区構想素案P21
３　地域の特性を活かした安全・快適な住環境を育み
ます　の項において、盛り込まれていると考えておりま
すが、土地利用ルールの適正化など具体の御提案に
つきましては、住民発意による地区計画等の土地利
用ルールの策定支援や地域の実情に応じた質の高
い住宅地を形成するためのきめ細かな土地利用誘導
方策の検討の際の参考とさせていただきます。
また、道路整備の視点につきましては、都市防災の考
え方として参考にさせていただきます。

717 　多摩区構想では「生活圏のまちづくり」についての項
目立てがありません。できる限り各分野別の方針に生
かして記述したとの説明を受けましたが、実際は「生
活圏のまちづくり」についての具体的な記述がほとん
どなく、まちづくり推進地域別構想に委ねられている
状況です。まちづくり推進地域別構想の具体案が示さ
れていない現段階では、「生活圏のまちづくり」が地域
別構想の策定の中でどのように位置づけられるかも分
からないし、位置づけられるという保証もありません。
多摩区構想素案の中で、「身の丈にあった生活圏の
まちづくり」に言及すべきと考えます。

区民提案第３章　身の丈にあった生活圏のまちづくり
の御提案内容につきましては、全体構想、他の区別
構想と整合を図り、広く市民の皆様に分かりやすいも
のとするため、多摩区構想素案の各分野別方針の中
に反映されていると考えております。また、「まちづくり
推進地域別構想」の考え方につきましては、策定の趣
旨等（案）の中で記述しておりますが、制度の詳細に
つきましては、今後検討してまいります。

718 　生田緑地の保全に関して、計画的な誘導という記述
があるが、このマスタープランで、例えば生田緑地のと
ころで、20ｍを超えるような建物の建築を規制すること
ができるのか。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
では、個別具体の建築計画について直接規制するこ
とはできません。

719 区別構想素案には、大規模住宅団地の建替えにつ
いて記述しているが、　自分の住まいにも関係するた
め、具体的な多摩区における建替え・改修計画を教
えてほしい。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
では、建替えについての基本的な考え方を示してお
り、具体的な建替え計画等も含めての記述は行って
おりません。現在進められている建替え計画等の具体
的な内容についてお調べの場合は、所管部署を御紹
介いたします。
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720 14 「鉄道と道路網」を「道路網と鉄道」とすべき。
＜理由＞
　市が主体的に取り組み、明確なアクションを示せる
のは道路である。従って、記述の優先順位は、道路＞
鉄道である。

都市計画マスタープランは具体的な事業の優先順位
を定めるものではないこと、さらに用語の順番が優先
順位を示すものではないことから、素案のとおりとさせ
ていただきます。

721 14 　「大量輸送を担う・・・、未整備の・・・努めます」の部
分を「未整備の都市計画道路の見直しや効率的な幹
線道路の整備に努め、大量輸送を担う鉄道網の強化
を図ります」とすべき。
＜理由＞
　市が主体的に取り組み、明確なアクションを示せる
のは道路である。従って、記述の優先順位は、道路＞
鉄道である。

都市計画マスタープランは具体的な事業の優先順位
を定めるものではないこと、さらに用語の順番が優先
順位を示すものではないことから、素案のとおりとさせ
ていただきます。

722 29 ＜現状･課題＞の１①鉄道不便地域の・・・以下を削
除し、⑥として挿入すべき。
　①に続けて、「しかしながら、幹線道路に関しては、
川崎市の他区と比較して整備率が低く、渋滞原因の
踏み切り解消のための、駅舎の橋上化などの対策も
遅れていて、交通需要を処理しきれていないのが課
題です。」とすべき。
　⑤「鉄道や道路」を「道路や鉄道」とすべき。
＜理由＞
・多摩区では、川崎縦貫高速鉄道線の優先順位は高
くないし、区民提案の時点では、まだ事業として決定
していなかった。
・現状と課題の共通認識が必要であり、特に都市計画
道路の整備率の遅れにともなう課題は、重要な認識
事項である。
・市が主体的に取り組み、明確なアクションを示せるの
は道路である。従って、記述の優先順位は、道路＞鉄
道である。

１点目につきましては、①の後段は特に鉄道網関す
ることが中心の項目であることから削除し、多摩区構
想素案P32 2都市の活力の向上に資する環境に優し
い鉄道網の増強をめざします　の項の＜現状・課題
＞に取りまとめて記述いたします。
２点目の前半の御意見の趣旨につきましては、特に②
及び③に反映して記述していると考えております。
２点目の後半の御意見の趣旨につきましては、踏切
や鉄道駅舎の改善に関する課題記述について、多摩
区構想素案P33 3鉄道駅周辺のまちづくりと連携した
駅へのアクセス環境の改善をめざします　の項の＜現
状・課題＞の記述の中に反映されているものと考えて
おります。
３点目につきましては、都市計画マスタープランは具
体的な事業の優先順位を定めるものではないこと、さ
らに用語の順番が優先順位を示すものではないこと
から、素案のとおりとさせていただきます。

723 30 　（１）①～⑧をカットすべき。
　⑨のタイトルを（１）のタイトルに格上げすべき。
　新しく（１）に「・構築や見直しに当たっては、自動車
へ過度に依存しない人と環境に優しい都市構造形成
をめざすとともに、都市防災性、歩行者等の安全性・
快適性、景観形成、環境対策に十分考慮した整備を
めざします。」を追加する。
＜理由＞
・全体構想素案と重複記述になっている。多摩区素案
は、多摩区の現状と課題に即したものに絞り、わかり
やすくすべきである。
・道路の特性と機能に応じた利用は、重要な実現期
待項目である。
・人の生活を尊重した対策のあり方として配慮してほし
い。

１点目の①～⑧は、幹線道路網のあり方として基本的
な内容となっておりますので、全体の考え方をわかり
やすく示すという観点からも、素案のとおり記述させて
いただきます。
２点目の追加項目については、交通体系全体の内容
に反映されているものと考えております。
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724 31 　（２）広域・・・は、（５）広域・・・と順番を下げるべき。
　（３）①及び②を、それぞれ（２）及び（３）に格上げす
べき。
　（５）を新しい（４）に順番を変えるべき。
　（４）を新しい（６）に順番を変えるべき。
　新しい（３）の「幹線道路以外にも・・・体系的な幹線
道路網の考え方に従って、地域の実情に応じた道路
整備や道路改良に努めます」の下線部「に従って」を
「や市民の安全を確保する視点に立って」とすべき。
　新しい（４）「・世田谷町田線における渋滞の原因と
なっている交差点の改良に、優先順位を高めて、取り
組みます。」を追加すべき。
＜理由＞
・多摩区では、川崎縦貫高速道路の優先順位は高く
ない。
・重要希望事項なのでこのレベルで記述してほしい。
・優先順位付けから。
・新しい（５）の追加により。
・市民の安全の視点が重要（効率優先によって生じた
重大事故が多発している）
・世田谷町田線の早急な整備が待たれている（ずっと
ずっと待っていますが、いつまで待てばよろしいので
しょうか）

記述の順番につきましては、施策の優先度と関係する
ものではなく、道路の体系に応じて記述しております。
また、都市計画道路の整備の考え方につきましては、
都市計画マスタープランの策定と並行して、平成17年
度から「都市計画道路網のあり方」検討を行っておりま
す。都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直し
の基本的考え方について平成18年４月に中間答申を
行い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方
針について明らかにしてまいります。御意見で挙げら
れた世田谷町田線につきましては、都市計画マス
タープラン素案では、「主な幹線道路」として図示して
おります。また、個別路線ごとの整備計画について
は、平成18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っ
ており、今後10年間に行われる事業は、その中で明ら
かにしてまいります。
また、世田谷町田線の整備に関する御意見につきま
しては、上記の検討、また、今後具体的に整備を進め
ていく上で参考とさせていただきます。

725 32 　２の＜現状･課題＞について、「・多摩区の公共交通
網・・・」をカットして、３の現状・課題に追加すべき。
＜理由＞
　内容が、３の方に相応しい。

御意見の趣旨を踏まえ、記述を修正してまいります。

726 32 　２（１）「・隣接都市へのネットワークを・・・新百合ヶ丘
駅までの複々線化事業を促進します。」の記述を変更
してほしい。
＜理由＞
　複々線化事業と立体化事業は一体的なものであり、
市も主体的かつ積極的に取り組んでほしい。

複々線化事業につきましては、市が事業者の取組を
促進するものでございますので、策定の趣旨等素案P
８　６（３）文章表現　の項において示すとおり、「促進し
ます」という表現が適切であると考えております。

727 32 　２（２）「・多摩区から川崎中心地へのアクセスの利便
性を高めるため、所要時間の短縮も、鉄道事業者に
働きかけます」を追加すべき。
＜理由＞
　川崎市の南北方向の所要時間は旧態のままで、３０
年前とほとんど変わりがない。市の自立性を高めるた
めにも、新宿、渋谷、横浜へ行くより時間を短縮してほ
しい。

御意見の趣旨につきましては、多摩区構想素案P32
２（２）JR南武線の輸送力向上　の項において、基本的
な考え方として反映されているものと考えております。

728 33 ３＜現状･課題＞について
　「・多摩区の公共交通網の大きな課題としては、小田
急小田原線、JR南武線は、道路との平面交差が多く、
地域が分断され、通勤･通学時における踏切遮断によ
る渋滞の発生や横断者の安全性確保が緊急課題と
なっています。」に変更すべき。
　「小田急小田原線は、世田谷町田線と五反田川に
沿って走っていることから、生田駅・読売ランド前駅周
辺での渋滞発生が課題となっており、鉄道の立体化
（地下化）も求められています」を追加すべき。
＜理由＞
・２＜現状･課題＞より移動し、前からそこにある「・小
田急小田原線、JR南武線は・・・」と合体させた。
・２＜現状･課題＞より移動、また「区民提案」では地下
化について検討し、現実性があるとして、地下化を強
く提案している。

御意見の趣旨を踏まえ、「多摩区の公共交通網の大
きな課題としては、小田急小田原線、ＪＲ南武線は、
道路との平面交差が多く、地域が分断され、通勤・通
学時における踏切遮断による渋滞の発生や横断者
の安全対策が課題となっています。」と修正し、「小田
急小田原線は、世田谷町田線と五反田川に沿って
走っていることから、生田駅・読売ランド駅周辺での
渋滞発生が課題となっており、鉄道の立体化も求め
られています。」と修正いたします。
なお、緊急性等の優先順位付けは都市計画マスター
プランでは定めないために記述せず、地下化につい
ては具体的な事業手法の一つとなるため記述いたし
ません。御意見として参考とさせていただきます。
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729 33 ３（２）踏切横断対策
　「・通勤通学時における・・・歩行者横断の安全性が
緊急改善の課題となっている・・・踏切横断対策を検
討します。」と下線部を追加すべき。
　「・小田急線と世田谷町田線がごく近くを走っている
生田駅、読売ランド前駅周辺での踏切での渋滞発生
が問題になっていることから、鉄道事業者との連携に
より、車の踏み切り横断対策を検討します。」を追加す
べき。
＜理由＞
・重大事故が発生する前に、ぜひ改善をしてほしいも
のです。
・南北の分断、世田谷町田線の渋滞など、特に、渋滞
による経済的ロスも大きい。地域住民・商店街など、皆
が本当に困っています。ミューザ川崎で流れる音楽の
ようにスムーズに流れてほしい。

１点目の記述は、都市計画マスタープランでは緊急性
等の優先順位付けは行わないことから、素案の記述
のままとさせていただきます。
２点目の鉄道による地域分断に対する取組につきまし
ては、多摩区構想素案P33　３（１）鉄道による地域分
断や鉄道駅へのアクセスの改善　の項において、基
本的考え方として反映されているものと考えておりま
す。

730 　鉄道による地域分断や鉄道駅へのアクセスの改善
などの記述に、語尾表現では出ていない「・・に働きか
けます」という記述があるが、市に主体性がないのか。

鉄道駅施設の改善につきましては、鉄道事業者が取
組を進めていくものと考えておりますが、鉄道事業者
につきましても、整備には多額の費用がかかってくる
ことから、市としましては、鉄道事業者に働きかけて
いるところでございます。策定の趣旨等素案P８　６
（３）文章表現について　の項において、「働きかけま
す」という表現を追加、修正いたします。

731 34 バリアフリー化された歩道の整備　について
　横浜生田線の一部、世田谷通り（生田商店街）手前
に、生田大橋の三叉路の信号の改善。現状のままで
は、交通事故が何時発生するかわからない。また、小
田急線の跨線橋の下に大型ダンプカー等が違法駐
車しており道路を狭くしている。明確に駐車禁止区域
と指定されたい。また、幹線道路にかかっている人道
の跨線橋を撤去願いたい。人は下の横断歩道が便利
なため利用していない。高齢者、子供達、自転車の利
用者は不便である。（エレベーターは良いが金がかか
る）

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
におきましては、個別具体の整備計画について記述
しておりませんが、具体的御提案につきましては、今
後の取組を進める上で参考とさせていただきます。

732 34 ４の＜現状･課題＞について
　公共交通機関･･･の文章から、「さらに、幹線道路の
整備の・・・地域も見られます」の部分をカットし、５の
現状･課題に移すべき。
＜理由＞
　５の方が相応しい。

記述を修正してまいります。

733 34 　（２）として、新しいコミュニティ交通の立ち上げを追
加し、・坂が多い丘陵地や・・・を（２）に移すべき。
＜理由＞
　新しいコミュニティ交通が必要な弱者が沢山いま
す。

地域特性で２つの項目に分けて示すことが望ましいと
考えられることから、記述を修正してまいります。

734 34 　新しい（２）に、「・坂が多い・・・市民の主体的な活動
を支援し、地域交通の改善に取り組みます」に下線部
を追加すべき。
＜理由＞
　もっと積極的に取り組む姿勢を示してほしい。

新しいコミュニティ交通の運営や検討につきましては、
地域の協議会等による主体的な活動により進められる
ものであり、市としてはそれらの活動に対して支援して
いくものと考えております。

735 34 コミュニティバスの検討について
　川崎市内でコミュニティバスを利用している地域は、
いづれも比較的フラットなところであり、生田、三田、
五反田地区のような坂の多い街ではない。世田谷通り
南北側を一体化した地域こそコミュニティバスの運行
が必要と思う。まして川崎北部病院、聖マリアンナ病
院は大型バスの運行はない。地域住民の協力が必要
な時は大いに力を注ぎたい。

コミュニティバスの検討につきましては、多摩区構想素
案P34　４　環境への負荷が少ない公共交通網の整備
をめざします　の項において、具体的なルートについ
ては記述しておりませんが、新しいコミュニティ交通の
運営や検討を行う市民の主体的な活動支援について
の基本的考え方を記述しております。

736 35 　５の＜現状・課題＞①に、４の＜現状・課題＞でカッ
トした「・幹線道路の整備の立ち遅れ・・・」を追加すべ
き。

記述を修正してまいります。
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737 35 　５（１）①「・生活道路の安全性の・・・歩行者・自動車
等の交通量が多く、一定の幅員が確保されている道
路については、歩車分離を図るための・・・安全対策
に努めます。」の下線部を「多い道路については、道
路整備と一方通行など交通規制を組み合わせた」に
変更すべき。
＜理由＞
　交通量の多い狭い道は、本当に危険を感じます。
（車よ道をゆずれ）

御意見の趣旨につきましては、多摩区構想素案P35
５（１）②地区・街区を単位にした道路整備と交通安全
対策の取組　の項において、基本的考え方として反
映されているものと考えております。

738 36 違法駐輪車の撤去について
　生田駅前、駅裏五反田川周辺道路は歩行に支障を
きたしている。現在、建造中の駐輪場は一時しのぎで
ある。五反田川に蓋をするか、そして駐輪場とするくら
いの決断が必要。救急車、消防車は入れない。また、
駅裏の柿畑は無用の長物。所有者の英断による活用
を望む。

放置自転車対策につきましては、多摩区構想素案
P36　６（２）自転車と共存したまちづくり　の項におい
て、基本的考え方として反映されているものと考えて
おります。具体的御提案につきましては、今後の取組
を進める上で参考とさせていただきます。

739 36 　６（２）①「歩行者と自転車がともに安心、安全に行動
できるみちづくり、ルールづくりに努めます」を追加す
る。
＜理由＞
　自転車による重大事故が多発しています。特に、老
人、子供が生活する生活圏では重要である。

生活道路における安全なみちづくりにつきましては、
多摩区構想素案P35　５（１）安全性、快適性を備えた
住宅地内の生活道路づくりを進める　の項において、
基本的考え方として反映されているものと考えており
ます。

740 交通ネットワークについて
　区内の道路整備率は47％と全市平均61％と比較し
低く着工が進んでいない。特に横浜生田線は私がこ
の地に転居30年以上、全く着手されていない。大型
車優先の道路で人が通るのは極めて危険である。特
に専大前から聖マリアンナ大病院の三叉路間約500ｍ
はシーボンのパビリオンができてから特に目立つ。即
刻、人の通行を禁止してもらいたい。人身事故発生の
危険あり。

都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基
本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺
い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針
について明らかにしてまいります。御意見で挙げられ
た横浜生田線につきましては、都市計画マスタープラ
ン素案では、「主な幹線道路」として図示しておりま
す。また、個別路線ごとの整備計画については、平成
18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っており、
今後10年間に行われる事業は、その中で明らかにし
てまいります。
横浜生田線の整備に関する御意見につきましては、
上記の検討、また、今後具体的に整備を進めていく上
で参考とさせていただきます。
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741 　交通･道路に関して、前向きで具体的な計画とその
推進方法の記述を要望します。
１　現行計画とのすり合わせ、新総合計画との整合、
庁内各部局との調整等を経ているためか、構想素案
では多くの問題点が平板かつ見えにくい記述となって
います。区民提案にこめられた区民の熱意、思いが消
されています。
２　一番重要視され、区民提案で多くのページを費や
して提案した道路問題について、前述のごとく計画道
路整備率が著しく遅れている多摩区についての改善
策が示されていません。
３　さらに都市計画道路のあり方は、マスタープラン策
定と別個に平成１８年度中に「道路整備計画」が策定
され、そこで今後10年間に行われる事業計画が明ら
かにされると説明がなされ、市から「都市計画道路網
の見直しの基本的な考え方」に対して市民意見の募
集が始まりました。まさに区民提案がこの部分に時間
をかけて議論してきた訳ですが、構想素案に一番書
いてほしい部分が「道路整備計画」策定中というブラッ
クボックスに封じ込められていて、私どもを含め一般に
分りにくいものにしています。
４　特に、日常的に地域住民が困っている道路（渋
滞、通過交通への整備）、鉄道（線増、利便性、踏切）
についての整備事業的記述がかけており、区民提案
にあるものは触れましたという素案になっているが、よ
り詳細な具体策を示していただきたい。
５　多摩区構想素案「第１部まちの現状」P2からP6の
記述で、土地利用、住環境などには触れているが、交
通・道路に関する項目がなく、バランスを欠いている。
この部分に都市計画道路の整備率の現状を表示する
などにより、判り易い「まちの現状」とすべきでありま
す。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
におきましては、個別具体の事業を列挙するものでは
ございません。また、策定の趣旨等素案P３～P５で示
すとおり、都市計画マスタープランは、都市計画法の
規定に基づき、上位計画である市の「基本構想」、県
が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」に即するとともに、都市計画に関する一体的・総合
的な方針とするために、様々な政策領域別基本計画
や事業計画と整合を図る必要がございます。御意見
の趣旨は、今後の取組の参考とさせていただきます。
都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの基
本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を伺
い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し方針
について明らかにしてまいります。また、個別路線ごと
の整備計画については、平成18年度に「道路整備計
画」の策定作業を行っており、今後10年間に行われる
事業は、その中で明らかにしてまいります。
区民提案で挙げられた具体の御提案につきまして
は、上記の検討、また、今後具体的に整備を進めてい
く上で参考とさせていただきます。
多摩区構想素案　第１部まちの現状　の記述につき
ましては、広く市民の皆様に分かりやすいものとする
ため、現状のデータ等の記述を追加、修正してまいり
ます。

742 43 　４３ページ（１）について、①と同様の理由で、生田緑
地内の私有地の緑の保全を明記していただきたい。
　理由：①に特別緑地保全地区等の指定による斜面
緑地の保全は生田緑地内の緑の保全にはふれられ
ていません。
　・４年前、生田緑地の中心地（通称どんぐり山）で約１
０００㎡の開発行為がはじまった時点で、”生田緑地の
保全に関わる住民”が市に申し出て、市が購入するこ
ととなった。
　・今後も、この種の開発問題が起きたらどうするの
か。（すでに開発の噂は出ています。）生田緑地内の
斜面緑地も保全する。と明記していただきたい。

多摩区構想素案P43 3(1)①は、民有地を多く含む斜
面緑地の保全の基本的な考え方として、「（仮称）多摩
川崖線軸」とし、斜面緑地総合評価に基づいて、地権
者の協力を得ながら、「特別緑地保全地区」等のさま
ざまな緑地保全施策を活用し、保全に努めるという記
述にしており、特定の区域の民有地を個別具体には
明示しておりません。生田緑地については、特に同素
案P43 3(3)として全体の考え方を示しております。
なお、都市計画マスタープランでは、大規模な開発行
為等に対する誘導の指針として活用してまいります
が、具体の土地利用規制を法的に行うことはできませ
んので御了承ください。

743 43 　３（１）多摩区の都市の骨格を形づくる緑地帯として
多摩丘陵の斜面緑地の保全します　の項について
　斜面緑地の保全対策のひとつとして、相続税の課税
評価額の８割評価減など具体策を明示してほしい。
＜理由＞
　斜面緑地の失われるのは、相続発生時の相続税が
大きな要因であり、これの対策を講じなければ、今後
も緑の減少は止まらない。

緑地保全に係る税法上の軽減措置等の拡充に向け
た取組につきましては、個別具体の緑化施策のなか
で、取り組んでいくものと考えております。御意見の趣
旨につきましては、関係部局に伝えてまいります。

744 44 　３（４）①公園緑地等の緑の拠点を結ぶ散策路の設
定　の項について
　①の２番目の文章について、既存の４遊歩道の他
に、・・・・住民等と協働して散策路の設定を「検討しま
す。」→「取り組みます。」とすべき。
＜理由＞
　「東生田自然遊歩道」と「長尾の里めぐり」を連続す
るために生田緑地内に散策路を設けることが”生田緑
地整備基本計画”で決まっています。

記述を修正してまいります。
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745 「平成１８年３月　川崎市都市計画マスタープラン多摩
区構想素案」を拝読し、多摩区の市民健康の森の活
動組織・日向山うるわし会事務局を担当しております
経験から、２点意見を申しあげたく、本書を提出いたし
ます。
１　「多摩区都市環境方針図・素案」中の「緑の拠点」
に、東生田緑地（日向山の森）を加えてください。
「素案」におきまして、「緑の拠点を核に・・・水と緑の
ネットワークの形成をめざす」（P44)とあり、また今後の
緑の管理保全については「生田緑地・東生田緑地（緑
の保全地区）・・・において、・・・里山ボランティア等の
市民が協働して維持管理を進めていきます」とありま
すが、上記の「都市構造方針図」のなかでは東生田緑
地に緑の拠点マークがついておりません。
「緑の拠点」の主旨からしますと、この地は緑のネット
ワークの中心地にあり、しかも地形的に多摩川崖線軸
のマークの入っている五反田川沿い、あるいは山下川
沿いからも外れておりますので、明確なマーク付けを
する必要があります。また、次項に記しますが、すでに
市民ボランティアの活動が行われている地域でもあ
り、「緑の拠点」として明記していただきたく思います。

東生田緑地について、緑の拠点として記載してまいり
ます。

746 ２　東生田緑地（日向山の森）を、「市民健康の森」とし
て位置づけ、本文ならびに方針図中に、その名称を
明記してください。
素案における緑地帯への方針は、細やかに、かつ十
分に配慮されていることに感謝いたしておりますが、
本素案中に「市民健康の森」の位置づけが見出せま
せん。市民健康の森の活動は、「行政と市民の協働に
より、緑の創出と保全をめざし、新しいコミュニティをつ
くる」という行政の呼びかけに応じて活動が始まり、５
年後の現在も継続しています。この活動の仕方が、今
後の川崎市の緑政活動にとって新しい指針になるべ
きものであることが、本素案からも読み取れます。「市
民健康の森」の主旨からいいましても、川崎市の将来
像を大きく左右する「都市計画マスタープラン」の中に
しかるべく位置づけ、永続的な活動が行われるよう配
慮していただくことを期待いたします。
※　なお、東生田緑地については、「都市環境方針図
素案」のなかでは、「多摩川崖線軸」「遊歩道」「緑の
保全地域」の各マークが、「土地利用方針図素案」の
なかでは「主な公園・緑地等」のマークがつけられてい
ます。

東生田緑地における市民健康の森の活動につきまし
ては、多摩区構想素案P４４　３（４）②緑のふれあい活
動や斜面緑地・公園緑地等の維持管理　の項におい
て、里山ボランティア等の市民と協働して維持管理を
進めていくという基本的考え方に反映されているもの
と考えております。
なお、都市計画マスタープランの方針記述において
は、市民健康の森という事業名称は方針記述の本文
において例示として使用し、方針図等には緑地の名
称を基本に使用することで統一いたしますので御了
承ください。
御意見の趣旨につきましては、今後の施策を進める
上での参考とさせていただきます。
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747 「川崎市都市計画マスタープラン」（平成１８年３月）の
「全体構想　素案」及び「多摩区構想　素案」を拝読さ
せていただきました。壮大な計画に取り組むことは行
政と市民の協働がなによりも大事だと思います。わた
しどもも時間の許す限り協力をいたしたいと思います。
さて、「多摩区構想　素案」のなかで、４９頁の「多摩区
都市環境方針図・素案」中、「緑の拠点」を示した図が
ありますが、その中に「東生田緑地（通称：日向山の
森）」を「緑の拠点」として明記いただきたくお願いいた
します。
東生田緑地は市有地ですが、長い間、人手が入らず
孟宗竹が伸びて雑木林を駆逐し、昼でも暗く人影もな
い状態になっていました。平成１４年７月、ボランティア
による多摩区市民健康の森活動組織「日向山うるわし
会」を結成し、里山再生のために孟宗竹伐採、笹や下
草刈等を行い、雑木林を見事に蘇らせてまいりまし
た。最近は散歩する人も増え、近くにある東生田小学
校の総合学習のフィールドとしても活用されていま
す。東生田自然遊歩道の一部にもなっており、歴史的
にも見るものがあります。
日向山うるわし会は、このような背景のある東生田緑
地（日向山の森）を市民の手で整備・保全しようとの活
動を続けて５年目を迎えましたが、今後も末永く活動
が続けられますよう、また「市民健康の森」の主旨から
しましても、是非とも多摩区の「緑の拠点」のひとつとし
て位置づけていただきたく思います。

東生田緑地について、緑の拠点として記載してまいり
ます。

748 47 　（２）多摩丘陵や多摩川・二ヶ領用水等の風景資産
を活かした街なみの形成。について、以下の追記を望
みます。
　・二ヶ領用水の新川橋より下流の親水整備に努めま
す。
＜理由＞
　五反田川の洪水対策として、田中橋付近（東生田小
学校の近く）から多摩川への放水路が完成すれば、
二ヶ領用水との合流点付近の洪水対策は完成しま
す。その後は、当初計画どおり、二ヶ領用水の３面コ
ンクリート張りから、上流部分（新川橋から宿河原の取
水口）のように親水整備が可能となり、多摩区の重要
な風景資産である二ヶ領用水の親水整備が完成しま
す。

河川の親水整備につきましては、多摩区構想素案
P46　５（１）まちづくりと一体となった河川・水路等の整
備　の項において、地域の実情にあわせた親水整備
の基本的考え方として反映されていると考えておりま
す。具体的御提案につきましては、今後の取組の参
考とさせていただきます。

749 　都市マスでは20年後を目標としているが、今建って
いる建物の建て替えサイクルを考えるともう少し長い目
で見ていく方が良いのではないか。都市の観光や美
観の面でも、建て替えにあわせて、大きさや高さ、配
置、色彩などを計画的に誘導していくべき。

都市計画マスタープランにおきましては、おおむね20
年後の都市の将来像を描いておりますが、御意見の
趣旨につきましては、今後の景観施策の検討におい
て参考とさせていただきます。
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750 43 　生田緑地は風致地区または景観地区に指定する、
向ヶ丘遊園跡地の土地利用変更等については十分
な説明責任が果たされるよう明記すべき。
　生田緑地は、（仮称）多摩川崖線軸の中核的な環境
資源である。よって、その位置づけを明確にするため
にも風致地区（又は景観地区）を指定するなどの対応
が望まれる。そして、生田緑地整備基本計画に基づ
いて、それぞれのエリアに応じた適切な保全と活用が
行われることが望ましい。向ヶ丘遊園跡地を含むこの
地域において事業や整備等が行われる場合（特にそ
の結果として土地の高度利用が可能となる場合）に
は、上記の位置づけを強く認識し、既存の緑地や周
辺の景観に対して、質的に一段グレードの高い配慮
を行うことが求められる。よって、計画的な土地利用の
誘導や都市計画の変更に際しては、その配慮が事前
にわかりやすく明示されることが重要で、公聴会などを
開催し複数の代替選択肢を示して公開性の高い協議
が行われるなど、十分な説明責任が果たされるように
すべきである。よって、P43にはその旨明記されたい。

生田緑地につきましては、多摩区構想素案P43　３
（３）①生田緑地の整備を図ります　の項において、
「生田緑地整備基本計画」に基づく整備、保全の基本
的考え方を記述しております。風致地区または景観地
区指定の御提案につきましては、今後の参考とさせて
いただきます。
向ヶ丘遊園跡地につきましては、多摩区構想素案P43
３（３）②向ヶ丘遊園跡地の適正な土地利用　の項に
おいて、良好な緑地の保全や既存緑地や周辺の景
観に配慮した計画的土地利用に関する基本的考え方
として反映されていると考えております。
都市計画の変更等の御説明につきましては、今後の
具体の都市計画の手続きの中で、果たされるものと考
えております。

751 45,
46

　多摩川へのアクセスの整備の明記・まちなか河川の
親水整備に取り組むべき
　多摩川のバランスの取れた整備・活用に向けては、
合わせてまちとのつながり（インターフェース）を改善し
ていくことが重要である。相当な交通量のある幹線道
路である多摩川沿線道路を越えて、市街地から多摩
川に安全にアプローチするためにも、その結節点とな
りうる複数の箇所においてアクセスポイントを整備する
ことが必要である。よって、P45の「魅力ある水辺空間
づくり」及び「歩行者空間の改善」については、整備す
る方針を明記すべきである。その取り組みの推進に向
けてより重点的な記述が望まれる。
　P45　４　（１）治水･親水・自然環境のバランスの取れ
た整備をめざします　７行目：「魅力ある水辺空間づく
りに努めます」→「取り組みます」とすべきである。
　P45　４　（２）多摩川と市街地の連続性を向上させる
ため、アプローチを改善する　２行目：「歩行者空間の
改善を検討します」→「努めます」にすべきである。
　まちなか河川の保全再生へ向けては、二ヶ領用水
や多摩川支流の治水をベースにした親水整備が重要
である。よって、都市防災の部分（P52）に記述のある
治水対策と合わせて、親水整備の取組を進めることが
重要である。
　P46　５　（１）まちづくりと一体となった河川・水路等
の整備　６行目：隣接する道路等の緑化等により水と
緑のネットワークの「形成に努めます」→「取り組みま
す」にすべきである。

都市計画マスタープラン素案の文章表現について
は、策定の趣旨等素案P8　に示すとおり、実施主体や
計画熟度に従って整理しております。
魅力ある水辺空間づくりにつきましては、目標の実現
に向けて、時間はかかっても継続して取り組む事項と
考えており、「努めます」と表現しております。
多摩区構想素案P45　４（２）国による人と川とのふれあ
い事業と連携した歩行者空間の改善につきましては、
目標の実現に向けて、庁内・関係機関・市民との協
議・調整・検討が必要でございますので、「検討しま
す」と表現しております。
多摩区構想素案　都市防災における記述につきまし
ては、防災に関する基本的考え方を記述してございま
す。河川の親水整備につきましては、多摩区構想素
案P46　５（１）まちづくりと一体となった河川・水路等の
整備　の項において、基本的考え方として反映されて
いると考えております。
水と緑のネットワークの形成につきましては、目標の実
現に向けて、時間はかかっても継続して取り組む事項
と考えており、「努めます」と表現しております。
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752 多摩区構想素案について、意見を記します。何年か
前にフォーラムかシンポジウムが行われたときにも発
言したのですが、このプランの中には子どもの視点、
あるいは子どもの生活を考慮した視点が入っていませ
ん。特に子どもの遊び場、外遊びができる場について
は記されておりません。子どもの権利条例に基づき、
川崎市には高津区に「子ども夢パーク」ができていま
すが、多摩区の子どもは電車に乗っていかないと行け
ないため、非常に不便です。多摩区内にもそうしたプ
レーパークができるよう、私たちは働きかけております
が、どこも本気で取り扱ってはくれません。仕方なしに
独自で「多摩区でプレーパークをやっちゃおう会」（通
称たまプレ）を作り、活動していますが、現在活動に使
えるのは区内でもたった?個所。しかも日常は鍵がか
かっていて入れない里山です。開催する日には１００
名を越える親子が集まりますが、常時使えるわけでは
ありません。このような状態の中で、子どもの遊びはど
んどん限られ、狭められ、子どもの育ちは益々歪んで
きています。特に登戸地区は子どものための広々とし
た公園が少なく、私どものＮＰＯにもよく問い合わせが
来ます。私は生田緑地内か遊園跡地に子どものため
のプレーパークを、そんなに広いスペースでなくてい
いからぜひ作って欲しいと訴えかけてきましたが、皆さ
んそうですよねーと言いながら一向に反映されない状
態です。次世代育成行動計画においても子どもの遊
び場の確保は謳われていますが、一体どこが実現し
てくださるのでしょう。計画だけなのでしょうか。ぜひマ
スタープランの中に子どもの遊び場、プレーパークの
確保を入れてください。そうでないと高津の子どもは幸
せ、でも多摩区の子は、、、というような差ができてしま
います。それでいいのでしょうか？どうぞよろしくお願
いいたします。また、ほかの内容においても、高齢者
や障害者という言葉は随所に見られますが、「子ども」
という言葉は非常に少ないですね。「子どもたちへ引
き継げる持続可能なまちづくり」ということでしたら尚
更、配慮が必要ではないかと思います。これは全体構
想素案にも言えることだと思います。拙論ですが、どう
ぞご検討くださいますよう、お願い申し上げます。

・多摩区構想素案P44 3　多摩丘陵の緑地保全と公
園・緑地を育みます　(4)緑地のふれあい活動と維持・
管理を推進する　③子どもが十分に自然にふれあえ
る場の創出　の項において、子どもが自由に自然にふ
れて、思いきり遊び、学ぶことができる場として公園・
緑地を活用するために、地域住民や小中学校の総合
学習等の取組の支援について記述しております。御
意見の趣旨につきましては、今後の参考とさせていた
だきます。また、次世代育成支援対策行動計画（かわ
さき子ども「夢と未来」プラン）に関しましては、関係部
署へ伝えてまいります。
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754 　たくさんの計画が記述されているが、多摩区で言え
ば小田急線の立体化など、重点的に実施する計画を
しぼっていくべき。計画の優先度を決める際に住民意
見を聞くべき。

都市計画マスタープランにつきましては、５つの分野
別方針からなる総合的な計画となっております。また、
都市計画マスタープランは都市計画の基本方針を示
すものであり、具体の事業の優先順位や年次目標を
定めるものではありません。御意見として参考とさせて
いただきます。

755 区民提案とは具体的にどこが違うのか。 区民提案につきましては、都市計画課窓口、都市計
画課ホームページ
（http://www.city.kawasaki.jp/50/50tosike/home/tos
imasu.htm）で御覧いただけますので御参照ください。

そ
の
他

都
市
環
境
・
都
市
防
災

753 １　基本的考え方は、御意見として参考とさせていた
だきます。
２　モニュメントの設置につきましては、個別具体の事
業の提案となりますので、都市計画の基本方針となる
都市計画マスタープランでは記述しておりませんが、
多摩区構想素案P46、 6　時の積み重ねが分かる歴
史文化資源の保全活用と街なみ景観を育みます　の
項における基本的な考え方の具体的御提案として参
考にさせていただきます。
３　登戸研究所の保存維持についてですが、都市計
画マスタープランでは特定の建物の保存については
記述できませんので、多摩区構想素案P46 6時の積
み重ねが分かる歴史文化資源の保全活用と街なみ景
観を育みます　の項における基本的な考え方の具体
的御提案として参考にさせていただきます。
４　隣接する狛江市、調布市との防災等についての連
携強化につきましては、多摩川河川敷等を含めて空
間的な距離がありますので、特に都市計画に関連す
る防災性の向上等について大きく影響を及ぼすもの
ではないと考えられますが、避難対策や防災まちづく
り活動等において関連が出てくるものと考えられます。
都市計画の基本方針を示す都市計画マスタープラン
としては記述いたしませんが、今後の地域防災施策の
参考にさせていただきます。
５　津久井街道という表現につきましては、都市計画
マスタープランでは、「津久井道」として統一しておりま
すので御了承ください。
６　多摩区３大学との連携による地域活性化につきま
しては、都市計画マスタープランとしましては、多摩区
構想素案P17 1(1)①の項において、「多摩区内やその
周辺の大学や専門学校の集積を活かし、学校（大学・
専門学校）、企業、ＮＰＯ、市民と連携した、コミュニ
ティビジネスや都市型サービス産業の誘致・創造に向
けた活動を支援」という記述をしております。御意見と
して参考にさせていただきます。
７　放置自転車対策につきましては、多摩区構想素案
P20 2(2)③の項の中に記述しておりますが、都市計画
マスタープランにおいて罰則強化等までは定めており
ません。タバコのポイ捨て禁止と合わせて関係部署に
伝えてまいります。

１　基本的考え方
（１）過去の歴史的遺産の保全に努める、（２）現状を
正しく認識する、（３）未来構想をできるだけ具体的に
示す、（４）来訪する人に好感を持たれるような町、（５）
勿論、現在在住の人に快適な町であること、（６）残念
ながら、都合により移住した人も過去を振り返り、良き
思い出になる町であること、（７）多摩丘陵と街並と多
摩川を大切にする。
２　多摩区の玄関である登戸駅頭及び向ヶ丘遊園駅
頭にモニュメントの設置
(例）
登戸駅頭　①アイヌを象徴する碑（登戸の地名の由来
による）、②万葉集の歌碑（多摩のよこやまの歌）、③
歴史の道、津久井街道の碑
向ヶ丘遊園駅南口頭　①枡形山頂の風景、②枡形城
主　稲毛三郎重成の像、③高浜年尾の句碑（廃院に
なった稲田登戸病院正面玄関前にあるものを移設）
向ヶ丘遊園駅北口頭　①歴史の道、津久井街道の
碑、②多摩川音頭の碑、③多摩川梨もぎとり風景の碑
３　登戸研究所（陸軍第９技術研究所）を貴重な戦争
遺産として、保存維持する。平和宣言した自治体の責
務。老朽化が著しい早期に。
４　隣接する狛江市、調布市との防災等について連携
強化
５　歴史の道、津久井街道の標記の是非について。川
崎市当局では道で統一されているやに思いますが、
一部書物では街道の表記もありますが。
６　多摩区３大学との連携による地域活性化の推進に
より言及すべき。
７　日常的な環境美化（タバコのポイ捨て禁止、自転
車放置禁止）への罰則強化
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対象
項目

整理
NO

P 内容 市の考え方

801 17 　全体的に具体性に欠けると思われる。
　例えば、岡上地区の多摩丘陵の一角である里地里
山は市街化調整区域等です。都市構造の４で、この
市街化調整区域等の土地利用のルールづくりを検討
し、農地や緑地の保全や集落環境の維持改善等に
努めます。と素案に明記できないのは何故でしょう。
20年先が見えません。

麻生区構想素案P17　４　持続可能な里地里山環境
の保全と地域の活性化に向けた土地利用の整序をめ
ざします　P34　７（４）里地里山景観と調和した土地利
用の整序と地域の活性化　の項などにおいて御意見
の趣旨を記述しておりますが、新たな土地利用規制
については住民の発意による主体的なまちづくり活
動が不可欠となることから、「住民の発意による主体
的なまちづくり活動を支援し、農地や緑地の保全や
集落環境の維持改善等に向けたきめ細かな土地利
用のルールづくりを検討します」等の記述としておりま
す。素案のままの記述とさせていただきます。

802 19 　都市構造の５　安全でスムーズな移動を考えた交通
ネットワークづくりについて記述しているが、県道真光
寺長津田線の岡上交番から和光大学前の少し先ま
では麻生11号線になっており、現在地域住民は重要
な生活道路として利用しております。この麻生１１号線
は都市計画道路ですが、和光大学の先で行き止まり
になっており、この接続が横浜市になるのかどうか、ど
の方針図の素案を見ても明確でないのは何故でしょ
うか。都市構造からも、都市防災でも行き止まりは大
変心配です。方針は素案の中で明確にしていただき
たいと思います。

川崎市の都市計画マスタープランにおきましては、市
域のみ図示しておりますが、御意見で挙げられている
柿生町田線につきましては、横浜市域におきましても
都市計画決定されており、行き止まりの道路計画では
ございません。
御意見の趣旨につきましては参考とさせていただきま
す。

803 　緑の回廊をめざすと記述されているが、その途中に
マンションができる話しがあった場合は、行政内の都
市計画部門と建築部門で対立するのか。

都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あり、また土地利用の誘導指針としての活用を考えて
おり、直接具体の建築を規制するものではございませ
ん。別途、各種法令手続きに従って建築確認等がな
されることとなります。

土
地
利
用

804 28 麻生区構想区民提案では、
　⇒P127　2）まちづくり方針　Ａ．生活圏を単位とした
施設整備（ハード面の対応）　の項において、コミュニ
ティ施設や社会福祉施設等への転用促進（行政の各
セクションにおける横の連携が不可欠）　Ｃ．コミュニ
ティ施設の柔軟な利用を可能とする仕組みづくり（ソ
フト面の対応②）　の項において、行政の各セクション
における横の連携強化
の記述があったが、素案では、
４（1）生活圏を単位としたコミュニティ形成による住宅
地の適切な土地利用と施設配置　の項において、学
校などの既存施設の有効利用を図るとの記載のみ
で、その前提条件として行政の機構改革、意識改革
なしには不可能な提案にも関わらず削除されている。

都市計画マスタープランにつきましては、行政の機構
改革や意識改革等の方針を示すものではありません
ので、今後の取組の参考とさせていただきます。

都
市
構
造

８．麻生区構想素案に対する御意見と市の考え方
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805 28 麻生区構想区民提案では、
⇒P136　③2）まちづくり方針　の項において、
□住宅市街地内に通過交通を流入させない方策の
検討、□狭隘道路の拡幅整備の推進、□コミュニティ
道路の整備、□歩行者の安全を獲得できる道路網の
整備、□歩道のバリアフリー化整備など、コミュニティ
ゾーン内の交通処理の考え方の提示、コミュニティ道
路の整備イメージ（複数の具体策の提示）が示されて
いたが、素案では
２　安全性と快適性を兼ね備えた生活道路の整備を
めざします　の項において、住宅地における安全で快
適な生活道路の改善・地区内の生活道路の安全性を
向上させるため、地区の実情に応じた交通安全施設
の設置や道路構造の工夫による安全対策に努めま
す。という記述になっている。
　区民提案における、地域交通の視点からというサブ
タイトルはイコール生活者の視点からということに尽き
る。基本計画という机上の文言に置き換えるとこのよう
に無味乾燥になってしまうという典型を見た思いがす
る。委員として討議した中で市民自治を具現化するベ
ストアイデアと密かに確信するほどに楽しいアイデア
の数々だっただけに、ただただ残念という他にない。

御意見の趣旨につきましては、麻生区構想素案P28
4(2)住宅地における安全で快適な生活道路の改善
及び　P43　２　安全性と快適性を兼ね備えた生活道
路の整備をめざします　の項において、基本的考え
方として反映されていると考えております。都市計画
の基本方針である都市計画マスタープランにおきまし
ては、個別具体の事業や計画を列記していくことはで
きませんが、区民提案で示された個別のアイデアに
つきましては、具体の取組を進めていく上で参考とさ
せていただきます。

806 29 麻生区構想区民提案では、
⇒P131　②Ｂ．バリアフリーのまちづくり　の項におい
て、□分け隔てなく一定水準の市民生活を送ることの
出来る社会づくり（ユニバーサルデザインの導入）　と
記述していたが、
素案では、
P29　５（2）バリアフリーのまちづくり　の項において、
ユニバーサルデザインは記載されず。20年後のまち
づくりをデザインするときこそ、全てに先立ちユニバー
サルデザインの基本理念が導入されて然るべきかと
思う。

麻生区構想素案P29　５（２）バリアフリーのまちづくり、
P45　３（４）バリアフリーの推進　の項において、鉄道
駅施設やバス等の交通施設のバリアフリーに対応し
た施設改善、地域の実情に応じた歩道や生活道路の
バリアフリーに配慮した整備等について記述しており
ます。ユニバーサルデザインの考え方につきまして
は、平成１８年６月にバリアフリー新法（高齢者、障害
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）が成立
するなど、国においても「どこでも、だれでも、自由に、
使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に
基づき、各種の取組まれているところであり、本市でも
これらの動向を踏まえ、現在進めているバリアフリー
対策なども着実に推進し、ユニバーサルデザインの
考え方を生かしたまちづくりを進めてまいりたいと考え
ておりますので、御意見の趣旨につきましては、今後
の取組を進めていく上での参考とさせていただきま
す。

土
地
利
用
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808 ・景観・集落の環境にふさわしくない土地利用の改善
を
　新百合ヶ丘駅周辺の再開発にともない、景観や機
能が整ってきているのに対し、一方では、従前の建築
資材置場（事業所）や騒音を発する建築廃材（土・コ
ンクリート等）の処理施設（事業所）が残存するなど、
区の中央駅周辺の環境・景観として適当でない状況
が見受けられ、移転に関わる行政指導等の必要性を
痛感している（麻生警察署界隈）。これは一例だが、こ
の視点での区内通覧と対処が必要ではないだろう
か。

市街化調整区域の土地利用につきましては、麻生区
構想素案P34　７（４）里地里山景観と調和した土地利
用の整序と地域の活性化　の項において、基本的考
え方を記述しておりますが、御意見を参考に、具体の
取組に生かしてまいります。

809 　私は幼児を育てやすいまちづくりが、高齢者にとっ
ても住みやすい街になると思います。私の希望は、世
田谷町田線から黒川方面に、栗平が良いと思います
が、上越市にあるような三世代交流プラザを創ってほ
しいと思います。横浜市ですと、地区センターです
ね。青葉区だけでも６ヶ所もあります。この地域は人口
増であり、施設がありません。ぜひお願いしたいと思
います。

栗平において三世代交流プラザをつくる計画はござ
いませんが、子供から高齢者まで、多世代の交流に
より地域コミュニティを育むことは少子高齢社会の重
要な課題であり、麻生区構想素案P28　４（１）生活圏
を単位とした良好なコミュニティ形成による住宅地の
適切な土地利用と施設配置　の項において、コミュニ
ティの再生・活性化をめざす住民主体のまちづくり活
動支援や、学校など既存施設の有効利用に関する基
本的考え方として盛り込まれていると考えております。

土
地
利
用

（１）若年層の定住化を支援する内容を入れる。幼保
園（幼稚園、保育園）、学童保育所の面積や、密度の
確保などを都市の機能として備える旨を記載してほし
い。
（２）具体的には、共稼ぎやシングルマザー支援のた
めに、通勤時間が短くなるように、新百合ヶ丘にオフィ
スセンターを設ける旨を
記載してほしい。
　南武線沿線は富士通、ＮＥＣ、日立、東芝などＩＴ産
業の事業所がならんでいる。同様に横浜線沿線にも
ＮＥＣはじめ、多数のＩＴ産業の事業所がある。ＩＴ産業
は一見パソコンに向かって仕事をしているようである
が、相手と面と向かい合って会話することが非常に重
要である。仕様を決めるとき、アイデアを出し合うとき、
出来上がったものを吟味するとき、或いはクレーム対
策を解決するときなどには会議の場でお互いに刺激
を受けながら、或いは妥協しながら仕事を進めること
が、よりよい業務手法となる。
　新百合ヶ丘は、南武線と横浜線の中間地点にあっ
て、しかも都心へも直行できるのでＩＴ産業のオフィス
立地位置としては優れたものを持っています。此処に
職場が確保できるならば、小田急沿線やJR沿線の高
度の知能を持つ生産年齢人口を麻生区に集中、定
住化できる。かつては臨海部の重化学工業が、近年
は中原区、高津区など中部のハイテク産業が川崎市
を支えたように、今後の若年層が職場と住居を求めて
麻生区に住めば、新百合ヶ丘が川崎市を支える拠点
となることでしょう。
　従って、新百合ヶ丘にオフィスセンターを設ける旨を
記載してほしい。多摩区では、登戸のオフィス街化の
計画はないようなので、是非麻生区新百合ヶ丘にほし
い。栗平のマイコンシティはＩＴ産業従事者にとっては
交通不便に感じられるのでＩＴ企業は立地しにくい。

子育て関係につきましては、麻生区構想素案P28　４
（１）生活圏を単位とした良好なコミュニティ形成による
住宅地の適切な土地利用と施設配置　の項において
一部記述しておりますが、都市計画マスタープランで
は施設の面積規定等に関連する事柄を記述しており
ません。また、若年層の定住化という概念につきまし
ては、同素案P29 5(1)の項の多様な世代という表現の
中に含まれているものと考えております。御意見の趣
旨につきましては、参考とさせていただきます。
新百合ヶ丘にオフィスセンターを設ける旨につきまし
ては、麻生区構想素案P24　２（１）②新百合ヶ丘の
‘職’　の項において、基本的考え方に盛り込まれて
いると考えております。

807
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810 若年層（子育て世帯）支援を記述してほしい。 子育て関係につきましては、麻生区構想素案P28　４
（１）生活圏を単位とした良好なコミュニティ形成による
住宅地の適切な土地利用と施設配置、P29 5(1)多様
な世代が住み続けられる住宅地　の項において、基
本的な考え方を記述しております。都市計画マスター
プランとして具体的な支援策まで記述はいたしません
が、御意見の趣旨については今後のこども関連施策
の参考とさせていただきます。

811 新百合ヶ丘への職の誘致について、記述を強調すべ
き。

麻生区構想素案P23　２　広域拠点としての新百合ヶ
丘駅周辺地区を育みます　の項において示すとおり、
新百合ヶ丘駅周辺地区おきましては、商業・業務など
の都市機能、音楽・映画等の大学、専門学校やアー
トセンターなどの文化資源、良好な自然環境、住環境
などの地域の資源を活かし、「職」「遊」「住」の機能が
バランス良く融合した拠点づくりが必要であると考えて
おります。都市計画マスタープランとしての記述につ
きましては、素案のとおりとさせていただきます。

812 柿生駅周辺の民有地にバス発着場をつくるという話し
はあるのか。

柿生駅周辺のまちづくりにおいて、暫定バス広場の
整備を行ってまいります。

土
地
利
用
・
交
通
体
系
・
そ
の
他

813 １． 道路計画等５０年前の都市計画決定の見直しを
含めて今後考えられないか。
２． 麻生区としての重点、特色をもっと表現できない
か。調整区域や農地の問題等に対して。
３． 都市計画マスタープランとして自主性を強調すべ
きではないか。他部門との調整で、中身がぼけてきて
いる。
４． すべてだめではなく今後２０年間に渡る年次的な
目標として考えていけないか。
５． 区民提案と区別構想の対比を正式な文章化した
ものとして公表してほしい。
６． 区民提案から区別構想に至る各部局との「やりと
り」を明らかにすべきでは。どこで、どの理由で変わっ
たかを知りたい。今後の区民の取り組みの方向の参
考にしたい。
７． 区別構想の中で全般的に今後の取り組みに対す
る姿勢が感じられない。表現として「見直すとか目指し
ます」ではなく「改善します、推進します」という形にな
らないのか。

１　都市計画道路の整備の考え方につきましては、都
市計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度
から「都市計画道路網のあり方」検討を行っておりま
す。都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直し
の基本的考え方について平成18年４月に中間答申を
行い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見
を伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。
２～４　都市計画マスタープランにつきましては、５つ
の分野別方針からなる総合的な計画となっておりま
す。また、都市計画マスタープランは都市計画の基本
方針を示すものであり、具体の事業の優先順位や年
次目標を定めるものではありません。御意見として参
考とさせていただきます。
５～６　御意見の趣旨を踏まえ、案の縦覧に際して、
区民提案書、区民提案と都市計画マスタープラン案
との対応表をあわせて縦覧してまいります。調整理由
の基本的な考え方をその中で示しておりますので御
参照ください。
７　文章表現につきましては、策定の趣旨等素案P８
（３）文章表現について　の項において、実施主体や
計画熟度に従って整理しております。

814 44 地下鉄延伸希望します。（新百合ヶ丘－あざみ野） 横浜市営地下鉄3号線の整備につきましては、麻生
区構想素案P44　３（２）広域的な交流・連携を支える
鉄道ネットワークの整備　の項において、基本的考え
方を記述しておりますが、御意見の趣旨につきまして
は、具体の施策への御期待と考え、今後の取組にい
かしてまいります。

交
通
体
系

土
地
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815 ・新百合ヶ丘～あざみ野間の鉄道設置による横浜市
営地下鉄との連結の実現を
　高額予算を要し、川崎・横浜両市の合意形成が前
提となる困難な条件克服が不可欠であるが、実現の
暁には、川崎市北部を中心とする住民にとって、県都
横浜が心理的にも、時間的にも身近になり、従来の利
便性も極めて高まり、麻生区内の産業や区民の生活
にも有意な影響が期待される。

横浜市営地下鉄3号線の整備につきましては、麻生
区構想素案P44　３（２）広域的な交流・連携を支える
鉄道ネットワークの整備　の項において、基本的考え
方を記述しておりますが、御意見の趣旨につきまして
は、具体の施策への御期待と考え、今後の取組にい
かしてまいります。

817 44 　３（２）鉄道ネットワークの整備
・川崎縦貫高速鉄道線
　駅の設置場所案を見ると、区として充分検討された
とは思えない。新百合ヶ丘駅を出発すると次は長沢
駅となっている。麻生区の住民は新百合ヶ丘まで行
かないと利用できない人がほとんどで、狭い新百合ヶ
丘駅周辺が混乱し、混雑の分散にならない。
　麻生区内にもう一つ駅を設置して、区民のアクセス
の利便と新百合ヶ丘混雑緩和を図るべきである。

御意見の趣旨につきましては、今後の取組の参考と
させていただきます。

818 ・川崎縦貫高速鉄道線開通の早期実現を
　高額予算を必要とし年期のかかることではあるが、
区民の要望に強いものがある。実現後には多面的利
点があるが、区民の利便性だけでなく、新百合ヶ丘駅
周辺施設への集客の増大による産業の活性化が期
待され、また聖マリアンナ医大への通院客を鉄道輸
送できることになり、駅周辺のバス等の混雑緩和にも
寄与すると考えられる。

川崎縦貫高速鉄道線の整備につきましては、市の
「総合計画（川崎再生フロンティアプラン）」と整合を図
り記述しておりますが、施策に対する御意見として、
今後の取組にいかしてまいります。

交
通
体
系

交
通
体
系

交通体系について
　P44　３（２）広域的な交流・連携を支える鉄道ネット
ワークの整備　の項において、小田急小田原線の
複々線化、川崎縦貫高速鉄道線の整備に向けた取り
組み、横浜市営地下鉄３号線の延伸、の３点が並列
記述されているが、その優先順位については如何考
えられているのか。
　区民提案では、P78　第Ⅲ章　まちづくり方針　Ⅲ―
１－１．交通ネットワーク　②公共交通体系づくりの方
針には、
《整備が望まれる路線》として、麻生区民としての優先
順位が１～３まで明記されている。敢えて優先順位を
示した区民の意思を尊重して構想案を策定すべきと
考える。
　特に注目すべきは、「横浜市営地下鉄３号線延伸
（新百合ヶ丘駅乗り入れ）」の優先順位が、かねてより
市民の間でその計画に異議を呈されている「川崎縦
貫高速鉄道」計画よりも高いことである。平成15年度
に市が実施した所謂「市民１万人アンケート」調査結
果にも同様な区民意識が窺われる。
　川崎縦貫高速鉄道計画はこの４月に既存計画が見
直しの上、取り下げられ目下新計画で国への再申請
が図られんとしている段階だが、未だ一般市民、麻生
区民には新計画の詳細は示されて居らず、それに対
する市民意思、議会意思を諮る手続きも取られてい
ない。
　従い、麻生区構想素案（並びに全体構想素案）での
縦貫高速鉄道に関する記述は単なる市の意向に過
ぎないものの、少なくも麻生区においては区民の意思
はむしろ横浜市営地下鉄延伸整備にあることを改め
て確認し、麻生区構想は「区民提案」に沿った優先意
思を盛り込んだ記述とすべきである。
　万一市が策定する構想に「区民提案」との乖離があ
るのであれば当然にその理由を広く区民に対して説
明する責任があろう。

816 44 鉄道網の整備につきましては、市の「総合計画（川崎
再生フロンティアプラン）」と整合を図り記述しておりま
す。御意見の趣旨につきましては参考とさせていただ
きます。なお、また、都市計画マスタープランは都市
計画の基本方針を示すものであり、具体の事業の優
先順位を定めるものではありません。
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819 45 　３（５）駐車・駐輪対策
　効率的に自転車を利用できる仕組み検討では、川
崎市全域に効率的な利用を可能にするために、川崎
縦貫高速鉄道線に、自転車通勤車輌を導入して欲し
い。エコ問題、健康問題、駐輪問題に役立ち、日本で
先鞭をつけ、川崎の鉄道の目玉になると思われる。新
線ゆえに可能なことです。

御意見の趣旨につきましては、川崎縦貫高速鉄道線
整備に関する具体の御提案として、整備に向けた取
組の参考とさせていただきます。

820 　川崎市都市計画マスタープラン麻生区構想素案を
拝見し、方向性は豊かな安心できるまちに、20年から
30年先は、経済的にも希望がもてると感じられる。
　都市計画が決定されて何十年もそのままではと心
配になる。39％の進ちょくでは１年１％麻生区として
400ｍ－500ｍの完成に当たる資金がないのが、きっ
ちりと事業決定の認可をとってやっていただきたい。
遅れている事情は地主との関係などあるが、費用をか
けてほしい。

都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。また、個別路
線ごとの整備計画については、平成18年度に「道路
整備計画」の策定作業を行っており、今後10年間に
行われる事業は、その中で明らかにしてまいります。
御意見の趣旨につきましては、上記の検討、また、今
後具体的に整備を進めていく上で参考とさせていた
だきます。

821 　尻手黒川線は随分昔から計画があるが、ヨネッティ
以北が１車線となっており、整備が遅れている。都市
計画道路については、市が主体となって計画、及び
実施するものであり、市民への説明責任、地権者へ
の説得責任を果たすべき。

都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。御意見で挙げ
られた尻手黒川線については、都市計画マスタープ
ラン素案では、「主な幹線道路」として図示しておりま
す。また、個別路線ごとの整備計画については、平成
18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っており、
今後10年間に行われる事業は、その中で明らかにし
てまいります。

822 　岡上西地区では、傾斜地に柿生町田線の計画があ
るが、現在は行き止まりとなっており、火災などの災害
時には大きな被害が出ると考えられる。周辺では、緑
の保全ばかりかけているが、保全地の中で都市計画
道路をつくることができるのか。現在、都市計画道路
の見直しをやっているということだが、もっと地元の意
見を入れてほしい。

基本的な考え方として、特別緑地保全地区と都市計
画道路を区域重複して都市計画決定することはありま
せん。
都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。また、個別路
線ごとの整備計画については、平成18年度に「道路
整備計画」の策定作業を行っており、今後10年間に
行われる事業は、その中で明らかにしてまいります。
上記の検討に際しては、パブリックコメントを実施し、
広く皆様の御意見を伺い、策定してまいります。
なお、具体の整備手法につきましては、事業実施の
段階で検討してまいります。

交
通
体
系
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823 　現時点の事業着工と見直しと未着工の理由、区民
の協力できることは何かを提示していただきたい。野
川柿生線、柿生町田線、早野菅線を事業決定し推進
していただきたい。資金がなければ市債の発行を。

都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。また、個別路
線ごとの整備計画については、平成18年度に「道路
整備計画」の策定作業を行っており、今後10年間に
行われる事業は、その中で明らかにしてまいります。
御意見の趣旨につきましては、上記の検討、また、今
後具体的に整備を進めていく上で参考とさせていた
だきます。

824 　工事に時間と金がかかるのなら、安全な交差点の整
備を１日も早く、整備されることを希望する。このこと
が、マスタープランへの強い応援となると信じていま
す。
　柿生駅前入口、上麻生交差点、下麻生交差点

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
においては、個別具体の事業計画を記述できません
が、麻生区構想素案P42　１（３）交通ボトルネックの解
消　の項において、交差点改良に関する基本的考え
方を記述しております。具体の御提案につきまして
は、今後の整備を進める上で参考とさせていただきま
す。

825 道路整備について
　都市計画道路内にある道路で片側を水路が走って
いる。この道路は幅員が４～６ｍで曲がりくねっており
事故の危険性を内包していると言われるようなところ
である。このような状態は過去約40年も続きこれから
先行政による整備改善の展望が示されてこない。都
市計画プランと並行して優先的に取り上げて安心安
全な町づくりを推進されることを願っております。詳細
はいかに記す。
１．整備内容：道路と並行している水路に蓋をする。そ
して歩道を確保すること。
２．場所：岡上525番地先（通称・川井田橋－岡上西
町会二番坂）
３．参考：この場所は上流から約100ｍの区間は昭和
57年度にボックスカルバート工法で蓋をした。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
においては、具体の整備方法等を記述することはで
きませんが、具体の御提案につきましては、今後の整
備を進める上で参考とさせていただきます。

826 　麻生区では都市計画道路の整備が他区に比べて
遅れており、具体的に今やらなければならないことを
やるべき。

都市計画道路の整備の考え方につきましては、都市
計画マスタープランの策定と並行して、平成17年度か
ら「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。また、個別路
線ごとの整備計画については、平成18年度中に「道
路整備計画」が策定される予定ですので、今後10年
間に行われる事業は、その中で明らかにしてまいりま
す。
都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あることから、個別具体の事業手法について記述する
ことはできませんが、御意見の趣旨につきましては、
上記の検討、また、今後具体的に整備を進めていく
上で参考とさせていただきます。

827 交差点の安全確保など、柿生駅前の整備を速やかに
やってほしい。

柿生駅前の整備につきましては、麻生区構想素案
P27　３（２）柿生駅周辺地区　の項において、交通広
場の改善などの基本的考え方を記述しております。
御意見の趣旨につきましては、施策に対する御意見
と考え、今後の取組にいかしてまいります。
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828 　野川柿生線、上麻生横浜線、早野菅線の交差する
所、現在は三方交差になっている。交差点より、東柿
生小学校方面へ、交差点の横断白線より、北へ37ｍ
の所に車の停止の白線があります。ここより、東柿生
農場前へと車が止まり信号の変わるのをすれ違い反
対方向を車の進行を見ながら停車している。この現場
を何故こうしておかれるか、お尋ねしたい。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
においては、個別具体の事業計画を記述できません
が、麻生区構想素案P42　１（３）交通ボトルネックの解
消　の項において、交差点改良に関する基本的考え
方を記述しております。具体の御提案につきまして
は、今後の整備を進める上で参考とさせていただきま
す。

829 　交通体系も大型ばかりに目を向けないで、麻生区の
特性である高低差を考えて、屋外「エスカレーター」
や「動く歩道」の開発（コイン投入の有料でもよいか
も）、特色ある老人いこいの家を整備し、その間を
「シャトルバス」で結ぶ構想を進めてはいかがでしょ
う。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
においては、個別具体の事業計画を記述できません
が、麻生区構想素案P45　３（３）バス利用の利便性の
向上　の項において、基本的考え方を記述しておりま
す。その他の具体の御提案につきましては、御意見と
して参考にさせていただきます。

　○○マンション住民は入居時に尻手黒川線産業道
路建設を理解した上で住まい始めています。従いまし
て、尻手黒川線産業道路の建設自体への全面反対
というような無理難題で勝手な要望は毛頭ございませ
ん。
　ただ、私達は川崎市の道路開発を単なる経済活性
化の道具と考えているならば、このことは問題があると
感じています。根本的な理念を今までの「経済／開発
優先」から「自然／人間優先」に変えていかなければ
ならないと思います。自然が豊かでゆっくりと穏やかな
時間が流れていたところに騒音や振動、汚れた空気
が流れ込んできては、近隣住民は困惑してしまいま
す。これからは、大切な自然が後世まで財産として残
るような都市計画／開発が実施されなければならない
と思います。

　これらを土台に今、地域に住む住民、一人ひとりが
元気になるようなまちづくりが求められています。地域
からのまちづくりはとても大切で、そこに住んでいる人
たちの生活空間づくり、緑化保全、防災などへの積極
的な参加で町は変わっていきます。もちろん道路に
おいても物理的機能に加え、住民の感性に訴える価
値というものが必要になります。住民の求める環境や
地域性とかけ離れた開発は、周辺環境の悪化を招
き、その結果、地域全体の価値が下落し、自治体にも
その責任や資質が問われます。さらには将来的に負
の遺産として私たちの子供達に引き継がれてしまいま
す。
　つきましては、尻手黒川線の基本設計、詳細設計さ
らに今後の工事、施工に関して○○マンション住民総
意として下記のとおり要望いたします。

１．道路はつくらないでほしい（基本的にはマンション
住民の都合による無理難題的要望で現実的には不
可能との認識）
２．作るならルートを変更してほしい（上記同様、無理
難題的要望で現実的には不可能との認識）
３．ルートが変更できないならトンネル深度を深くして
ほしい（トンネル開口部位置の変更、延長：開口部分
の位置を図面上で確認できるように要望）
４．公害対策の要望
　・振動対策（振動吸収材料の使用、防振材の使
用）、騒音対策（騒音吸収材料の使用、消音材の使
用、吸音材の使用）、大気汚染対策（大気汚染物質
処理装置の設置、光触媒材料の使用）、地下水汚染
対策、土壌汚染対策（防水シート等の使用）

幹線道路の整備の考え方につきましては、都市計画
マスタープランの策定と並行して、平成17年度から
「都市計画道路網のあり方」検討を行っております。
都市計画道路のあり方や都市計画道路の見直しの
基本的考え方について平成18年４月に中間答申を行
い、パブリックコメントを実施し、広く皆様の御意見を
伺い、見直し対象路線・区間の選定、路線別見直し
方針について明らかにしてまいります。御意見で挙げ
られた尻手黒川線については、都市計画マスタープ
ラン素案では、「主な幹線道路」として図示しておりま
す。また、個別路線ごとの整備計画については、平成
18年度に「道路整備計画」の策定作業を行っており、
今後10年間に行われる事業は、その中で明らかにし
てまいります。
都市計画マスタープランは、都市計画の基本方針で
あることから、個別具体の事業手法について記述する
ことはできませんが、御意見の趣旨につきましては、
上記の検討、また、今後具体的に整備を進めていく
上で参考とさせていただきます。
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５．地震対策の要望：トンネル内の躯体、骨格（梁）の
強化、骨格（梁）などへの補強材使用、その他、免震
対策等の最新技術による設計、施工
６．自然環境破壊対策の要望：一度破壊された自然
は元には戻らないとの認識から柿生緑地の取り崩し
はしないでほしいあるいは極力、避けてほしい⇒トン
ネル化及びその延長を要望
　万が一取り崩しの場合、柿生緑地はどの程度破壊
されるのかを明確にしてほしい。現在生息している樹
木の種類、本数等の現況調査報告の要望。樹木の伐
採の程度、本数、面積と環境への影響（環境アセスメ
ント）
７．情報公開等の要望：対応窓口の設置。最新情報
の定期的公開の要請。大気汚染の具体的数値の公
開。環境破壊の実態調査。自然環境データ収集と整
理。温暖化等による世界的な環境保全の動向を確
認。事業説明。データ提供。周辺住民へのアンケート
実施。

831 　緑の保全や公園を考える前に、現状のゴミ集積場
所の実態に目をつぶらないで下さい。自分達の出し
たゴミの処理もキチンとできぬのに、奇麗事の夢ばか
り言わないでほしい。宅地販売の時は集積所を義務
づけても良いと思います。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
では、ごみ収集方法について記述していくことはでき
ませんが、ごみ問題については、地域の景観や環境
にとって重要な問題であり、市民の皆様の利用マ
ナーの向上に努めていただきたいと考えております。
御意見の趣旨につきましては参考とさせていただきま
す。

832 ・里地里山の遊歩道の開発と整備を
　近年、リハビリや肥満解消、体力づくりでウォーキン
グを楽しむ人が増大している。私もその一人で、区
内、多摩区、町田市、稲城市、横浜市などの隣接地
域の遊歩道を散策することが多いが、同行する仲間と
歩きながらよく出る話は、区内の状況は区外に比べ、
(１)遊歩道の開発（発掘）が不十分である　(2)遊歩道
の整備が粗末である　(3)関連駐車場が有料で年金
生活者にはきびしい　などである。そして、「麻生区遊
歩道ガイド」の改訂版が区民に紹介され、区民が一層
健康づくりに励む一助になればよい。

遊歩道の整備につきましては､具体的取組を進める
上で参考とさせていただきます。

833 　黒川の農用地を、面的な緑地として保全してほし
い。

麻生区構想素案P50　３　市街化調整区域の里地里
山環境を活かしたまちづくり　の項において、優良な
農地の保全、良好な斜面緑地の保全など、「農」のあ
る風景の保全についての基本的考え方として盛り込
まれていると考えておりますが、農用地につきまして
は、具体の農業施策の中で取り組んでいくものと考え
ております。
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834 　全体意見・麻生区の区民提案にはかなりソフト面の
提案が盛り込まれています。これからますます“市民
自治”、“市民社会”がメインストリウムになろうとしてい
るとき、しかも20年後のまちづくりを考えようというとき
に、私たちは敢えてソフトを重視して討議を重ねてき
ました。都市計画にソフトは必ずしも馴染むものでは
ないとは自覚してはおりましたが、やはり・・・と偽らざ
るところでしょうか。地域交通の視点からというサブタイ
トルは、別の表現をすれば生活者の視点からといって
いいでしょう。さまざまなアイデアを検討しているとき、
私たちはローカルコミュニティの再生のとっておきのノ
ウハウを見出したような気持ちになったものです。注
記でもどのような方法でも市民はこんな提案をしてい
ますという記録を工夫していただきたいと思います。
　上位計画、下位計画があるとするなら、システムはど
のように作られるのか、そのフローを明示していただき
たいとも思います。つい最近、保健福祉センターの職
員から、区民提案の住宅市街地でのアイデアをぜひ
実践したいという声を聞いたばかりです。素案を読め
ば、そんなアイデア、提案もよくわかるように示されて
いる。そんな素案をぜひ作成していただきたいと思い
ます。

都市計画マスタープランは、策定の趣旨等素案P3　２
（１）市が定める都市計画の基本方針　の項において
示すとおり、今後、市が定める個別・具体の都市計画
の基本方針となり、個別具体の事業内容を列記する
ものではありませんが、区民提案で示された個別のア
イデアについては、法定都市計画以外のいわゆるソ
フト面の内容も、可能な限り記述できるように調整を
し、現在の素案となっております。
都市計画マスタープランと他の計画との関係につい
ては、策定の趣旨等素案P５　【計画の体系】の中で
示されているものと考えております。
なお、区民提案につきましては、引き続きホームペー
ジ等で閲覧できるような工夫をしてまいりたいと考えて
おります。

835 　何より大切な地域コミュニティづくりが欠落していま
す。自治会や町内会が加入率60％台です。これで地
域の総意はまとまりません。地縁組織を活性化させる
のか、別の地域コミュニティを創るのか、20年後を考
える時ベースとなる重大なことと思います。

御意見の趣旨につきましては、麻生区構想素案P28
４（１）生活圏を単位とした良好なコミュニティ形成によ
る住宅地の適切な土地利用と施設配置　の項におい
て、基本的考え方に盛り込まれていると考えておりま
すが、麻生区のまちづくりの今後の取組を進める上で
の参考とさせていただきます。

836 　ごく一部の方の考えで区民の意見にしないでくださ
い。

広く皆様の御意見を伺い、より良い都市計画マスター
プランとするため、策定の趣旨等素案P５　５　策定手
続　の項において示すとおり、「つくる参加」としての
区民提案の作成、「決める参加」としての素案説明会
の開催、ホームページでの公開、区役所や図書館に
おける縦覧、パブリックコメントの実施、案の縦覧等の
都市計画決定に準じる手続きを行うものであり、今回
の意見書の募集などにつきましても、その一貫で行っ
ております。

837 　市民と行政の協働についての記述はよいが、斜面
地でのマンション建設等の問題は企業との間で起
こっていることから、企業との協力についても記述す
べき。

御意見の趣旨につきましては、市民、事業者、行政の
役割分担と協働の考え方として、策定の趣旨等素案
P12以降の計画の実現・推進方策の説明において基
本的事項を示しております。マンション建設等の問題
はさまざまな状況が想定されることから、基本的な考
え方を記述するにとどめ、素案のままとさせていただ
きます。

838 　他の区でも通るような文章で、麻生区らしさが足りな
いのではないか。

素案の作成にあたり、各区の区民提案を尊重するとと
もに、地域の現状・課題を踏まえ、地域の特性をいか
した素案を作成してまいりました。都市計画マスター
プランは行政計画として必要な事項を記述しているた
め、素案に示す構成となっております。

839 　区民提案作成の際には、町内会等で出前フォーラ
ムを行い、具体的な要望が記述されていたが、素案
では具体的な内容が記述されていない。

都市計画の基本方針である都市計画マスタープラン
は、具体的な事業計画を列挙するものではありません
が、御意見の趣旨につきましては、具体の取組を進
める上で参考とさせていただきます。
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